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2019 年版鋼船規則及び関連検査要領等における改正点の解説 
 

1. 登録規則並びに鋼船規則O 編，Q 編，安全設備規則，無線設備規則，居住衛生設備規則， 
揚貨設備規則及び関連検査要領における改正点の解説 

（日本籍船舶におけるプッシャーバージ） 
 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る登録規則並びに鋼船規則 O 編，Q 編，安全設備規

則，無線設備規則，居住衛生設備規則，揚貨設備規

則及び関連検査要領（日本籍船舶用）中，日本籍船

舶におけるプッシャーバージに関する事項について，

その内容を解説する。なお，本改正の適用は以下の

とおりである。 
(1) 2003 年 8 月 1 日以降に起工又は同等段階にある

船舶： 
制定日から適用 

(2) 2003 年 8 月 1 日より前に起工又は同等段階にあ

る船舶： 
(a) 安全設備規則 4 編及び無線設備規則 4 章並

びに無線設備規則検査要領 4 章（船舶設備

規程関連の規定）： 
2018 年 7 月 31 日以降に行われる最初の定

期的検査の時期までに適用 
(b) (a)以外（船舶安全法施行規則関連の規定）： 

2018 年 7 月 31 日までに適用 
 
2．改正の背景 

 
船舶安全法施行規則及び船舶設備規程において

は，推進機関を有する船舶（以下，「押船」という。）

と当該船舶に押される推進機関及び帆装を有しない

船舶（以下，「はしけ」という。）が結合して航行す

る場合（以下，結合した押船及びはしけを「プッシ

ャーバージ」という。）の取扱いが定められている。 
このため，上記省令及び関連検査心得との整合を

図るべく，関連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 
本規則改正は，平成 15 年 7 月 1 日付国土交通省

令第 79 号による規定を本会規則においても明記す

るものである。従って，2003 年 8 月 1 日以降に起工

された船舶については，同日より適用されている。

また，2003 年 8 月 1 日より前に起工された船舶につ

いても，2018 年 7 月 31 日（船舶安全法施行規則関

連の規定）又は同日以降に行われる最初の定期的検

査の時期（船舶設備規程関連の規定）をもって経過

措置期間が終了している。 
主な改正点は以下のとおりである。なお，本解説

は押船が総トン数 20 トン以上の場合を対象として

おり，小型船舶などは考慮していないことに留意さ

れたい。 
(1) プッシャーバージの分類 

一体型プッシャーバージ又は非一体型プッシ

ャーバージに分類される。例えば，次の条件の

いずれかに該当するものが一体型プッシャー

バージとなる。 
(a) 遠洋区域又は近海区域を航行するもの 
(b) 沿海区域を航行するもの（平水区域から 4

時間で往復できる区域のみ航行するものを

除く。） 
(c) 危険物をばら積みして運送するもの 
(d) ばら積みの油を運送するもの 
(e) 人の運送に使用するもの 
(f) ボルトなどで堅固に結合するもの 

(2) 一体型プッシャーバージの要件 
一の船舶とみなして船級規則及び設備規則の

規定を満足する必要がある。この場合，総トン

数及び最大搭載人員は押船とはしけの和，プッ

シャーバージの長さは結合した状態での長さ

となる。なお，押船及びはしけは各々単体の船

舶としての要件も満足する必要がある。 
(3) 非一体型プッシャーバージの要件 

一の船舶とみなして船級規則及び設備規則の

規定を満足する必要は無いが，押船に次の追加

要件が適用される。なお，この場合も，押船及

びはしけは各々単体の船舶としての要件を満

足する必要がある。 
(a) 船橋視界の確保（結合した際に全長 55m 上

の場合のみ） 
(b) はしけの曳航に必要な引綱の備付 
(c) 航海用レーダーの備付（結合した際に乾舷

用長さが 50m 以上の場合のみ） 
(d) 航行する水域に応じた VHF 無線電話及び

MF 無線電話の備付（同 30m 以上の場合の

み）
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2. 登録規則細則，鋼船規則検査要領B 編，高速船規則検査要領 
及び内陸水路航行船規則検査要領における改正点の解説 

（機関継続検査における確認検査） 
 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る登録規則細則，鋼船規則検査要領 B 編，高速船規

則検査要領及び内陸水路航行船規則検査要領（外国

籍船舶用）中，機関継続検査における確認検査に関

する事項について，その内容を解説する。なお，本

改正は 2018 年 6 月 29 日から適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
本会規則では，機関継続検査に関し，主機タービ

ンのロータ等一部の機器を除き，機関及び装置は保

守整備計画に従い機関長による自主開放点検を行い，

その後検査員による確認検査を行うことで，検査員

立会による開放検査に代えることができる旨規定し

ている。 
当該確認検査の時期は，自主開放点検日以降の最

初の定期的検査完了日までに行う旨規定しており，

当該定期的検査の際に諸事情により確認検査の申込

みがなかった場合には，上記取扱いが適用されない

こととなっていた。 
このため，自主開放点検後 1 回目の定期的検査に

おける確認検査の申込みを促進するべく船級維持検

査の申込書の様式を改めた。また，諸事情により確

認検査の申込みがなかった場合に対応できるよう確

認検査の時期に関する規定を改めた。 

3．改正の内容 

 
(1) 登録規則細則の付録に規定する船級維持検査

の申込書（様式 2A(J)及び 2A）に，機関継続検

査の申込みに関する注記を加えた。 
(2) 鋼船規則検査要領 B 編 B9.1.2-6.(3)，高速船規則

検査要領 2 編 3.10.2-6.(3)及び内陸水路航行船規

則検査要領 2 編 9.1.2-6.(3)において，機関継続

検査における確認検査の時期に関する規定を

次のとおり改めた。 
(a) 確認検査の時期に関して，その実施期限と

して参照する「定期的検査」には，「船底検

査」，「ボイラ検査」及び「プロペラ軸及び

船尾管軸の検査」は含まない旨規定し，本

規定で対象とする定期的検査を「年次検査」，

「中間検査」又は「定期検査」のみとした。 
(b) 諸事情により確認検査の申込みがなかった

場合に対応できるよう，船舶の所有者から

検査の申込みがあった場合，開放点検期日

以前であれば，開放点検日以降の 2 回目の

定期的検査の完了日までに確認検査を受け

ることとして差し支えない旨規定した（図

1 参照）。なお，自主開放点検以降の最初の

定期的検査の完了日が開放点検期日後の日

である場合には，確認検査を当該最初の定

期的検査の完了日までに実施する必要があ

り，2 回目の定期的検査の完了日まで延長

して実施することはできないので留意され

たい。 
 

 
図1 自主開放点検以降の最初の定期的検査後に実施することが認められる確認検査の例 
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3. 国際条約による証書に関する規則，海洋汚染防止のための構造及び設備規則，船舶用原動機放出量確認

等規則並びに関連検査要領における改正点の解説 
（船舶用原動機放出量確認等規則） 

 
1．はじめに 

 
2018年6月29日付一部改正により制定されている船舶

用原動機放出量確認等規則及び関連実施要領並びに同日

付一部改正により改正されている国際条約による証書に

関する規則，海洋汚染防止のための構造及び設備規則並

びに関連検査要領中，船舶用原動機放出量確認等規則に

関する事項について，その内容を解説する。なお，本改

正は，次のいずれかに該当するディーゼル機関に適用さ

れている。 
(1) 2018 年 6 月 29 日以降に承認申込みのあるディ

ーゼル機関 
(2) 2018 年 6 月 29 日以降にディーゼル機関の主要

な改造等を行うディーゼル機関 
 
2．改正の背景 

 
本会では，MARPOL条約附属書VIにより要求されるデ

ィーゼル機関の窒素酸化物放出量の確認及び原動機取扱

手引書の承認等については，同附属書VIから参照される

NOxテクニカルコードの規定に従い実施している。 
一方，NOx低減技術として採用されるSCR脱硝装置を

備えるディーゼル機関にあっては，当該NOxテクニカル

コードに加え，IMOが決議MEPC.198(62)として定めるガ

イドラインも併せて適用する必要がある等，取扱いが複

雑になっていた。 
このため，窒素酸化物放出量の確認及び原動機取扱手

引書の承認等の際に適用される上記の要件と，本会が当

該確認及び承認に関する業務を遂行するのに必要な要件

をまとめた規則である「船舶用原動機放出量確認等規則」

を，より包括的で透明性の高い形にするために整理統合

し，独立した規則として「船舶用原動機放出量確認等規

則」を制定した。 
また，SCR脱硝装置を備えるディーゼル機関に対する

上記のガイドラインの改正が，2017年7月に開催された

IMO第71回海洋環境保護委員会（MEPC71）にて，IMO
決議MEPC.291(71)として採択されたことから，関連規定

を改めた。 
 
3．改正の内容 

 
制定及び改正の内容は以下のとおりである。 

(1) 2.で述べたように，機関の窒素酸化物放出量の

確認及び原動機取扱手引書の承認等に関する業

務の要件を，より包括的で透明性の高い形にす

るために，関連する条約要件と整理統合し，独

立した規則として「船舶用原動機放出量確認等

規則」を制定した。これに伴い，海洋汚染防止

のための構造及び設備規則並びに同検査要領に

規定されていた関連要件（規則 1 編 1.2（外国籍

船舶用），2 編 2.1.3-5.(3)，検査要領 2 編 2.1.3-6.
及び-7.（日本籍船舶用））を削った。なお，本

制定及び改正は，あくまでもディーゼル機関に

対する国際大気汚染防止原動機証書（EIAPP 証

書）交付等に必要な手続きを整理したものであ

って，従来からの取扱いを変更するものではな

い。船舶に対する国際大気汚染防止証書（IAPP
証書）の交付については，従来どおり，海洋汚

染防止のための構造及び設備規則も参照する必

要がある。 
(2) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則検査要

領 2 編 2.1.3 において，SCR 脱硝装置を備える

ディーゼル機関に対するガイドラインとして参

照される IMO 決議を，MEPC.291(71)に改めた。

  
 

4. 事業所承認規則及び鋼船規則B 編並びに関連検査要領における改正点の解説 
（遠隔検査技術） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る事業所承認規則及び鋼船規則 B 編並びに関連検査

要領中，遠隔検査技術に関する事項について，その

内容を解説する。なお，本改正の適用は以下のとお

りである。 

(1) 事業所承認規則： 
2019 年 1 月 1 日から適用 

(2) 鋼船規則 B 編及び同検査要領： 
2019 年 1 月 1 日以降に申込みのあった検査に適

用 
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2．改正の背景 

 
近年，ドローン等の遠隔検査技術（RIT）の向上

に伴い，船体構造の検査に対する当該技術の利活用

に関する業界需要が高まっている。このため IACS
では，船級検査への当該技術の適用に対応すべく，

関連規定の改正を行った。併せて，船体構造と一体

となる強制浸水ダクト及び通風トランクの内部検査

に関する規定を明確化し，IACS 統一規則 Z3(Rev.7)，
Z7(Rev.26)，Z7.1(Rev.14)，Z7.2(Rev.7)，Z10.3(Rev.18)
及び Z17(Rev.13)として採択した。 

このため，改正された IACS 統一規則 Z シリーズ

に基づき，関連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 
主な改正内容は以下のとおりである。 

3.1 事業所承認規則 

UR Z17(Rev.13)に基づき，RIT を用いた精密検査

事業所に関する要件を規定した 3編 16章を新設した。

また，提出資料に記載された作業が実施可能である

ことを確認するため，模擬試験の要件を NK 独自に

規定した。このうち，模擬試験の省略に関しては，

従来のビデオテープ等ではなく，現状に合わせ映像

データを提出することとした。水中検査事業所に関

する要件にあっては，水で満たされた区画の内部検

査を行う事業所に対しても適用する旨追記した。加

えて，他船級において遠隔制御機器（ROV）を使用

した水中検査が行われていることから，ROV を使用

する場合の要件も追記した。 

3.2 鋼船規則 B 編/検査要領 B 編 

UR に基づき，1 章において RIT の定義及び RIT
を用いた検査の一般要件について規定した。また，

年次検査，中間検査及び定期検査において，検査員

が差し支えないと認める場合に，RIT を用いた精密

検査を行うことができる旨規定した。精密検査を行

う場合は板厚計測も同時に行う必要があるため，

RIT による板厚計測が不可能な場合には一時的なア

クセス手段（足場を組む等）を用いて板厚計測をす

る旨も併せて規定した。なお，現状の RIT は精密検

査と同時に板厚計測を行うことはできないため，本

規則改正は今後の技術発展に対応するための改正と

なっている。 
本改正は年次検査，中間検査及び定期検査におけ

る精密検査への RIT の適用について規定しているた

め，就航船が対象である。（新造船にあっては，溶接

等のために足場を組んでいるため，RIT を用いる必

要性はないと考える。）このうち，ESP コード適用船

に対しては，本改正における要件は適用せず，ESP
コードの改正を待つ必要があるが，日常的な点検や

予備検査として RIT の利用は可能である。なお，本

改正に関連し，NK では 2018 年 4 月にドローンを用

いた船舶検査に関するガイドラインを発行している。 
また，5.2.4-4.において，定期検査における強制浸

水ダクト（structural downflooding ducts）及び通風ト

ランク（structural ventilation ducts）の内部検査の取

扱いを明記した。本要件は，船側外板などの船体構

造と一体となっている強制浸水ダクト及び通風トラ

ンクが対象である。 

 
 

5. 鋼船規則A 編及び関連検査要領における改正点の解説 
（直接荷重解析に基づく強度評価に関する船級符号への付記） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 A 編及び関連検査要領中，直接荷重解析

に基づく強度評価に関する船級符号への付記に関す

る事項について，その内容を解説する。なお，本改

正の適用は以下のとおりである。 
(1) 船級符号への付記に関する要件の改正： 

2018 年 6 月 29 日から適用 
(2) 縦通防撓材の疲労強度評価に関する要件の改

正： 
2018 年 12 月 29 日以降に建造契約が行われる船

舶に適用かつ 2016 年 7 月 1 日以降に起工又は

同等段階にある船舶に適用 
 
2．改正の背景 

 
本会の鋼船規則及びガイドライン等では，構造強

度評価基準の一つとして，直接強度計算による構造

強度評価に関する要件を規定している。これらの要

件は，数多くの既存船から推定した荷重を規定して

いるため，実績の無いサイズや新しい構造様式を有

する船舶に対しては，これらの船舶の特徴を考慮し

た荷重に基づく強度評価が必要となる場合がある。 
そこで本会は，個船の詳細な特徴を捉えた荷重を

考慮できる荷重構造一貫解析に基づく強度評価手法
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を規定した「直接荷重解析に基づく強度評価ガイド

ライン」を公表した（2018 年 3 月発行）。 
このため，「直接荷重解析に基づく強度評価ガイ

ドライン」を適用し，全貨物区域の主要構造部材に

ついて強度評価を行った場合には，その旨を船級符

号に付記すべく関連規定を定めた。 
また，縦通防撓材の疲労強度評価に関する要件に

ついて，液化ガスばら積船は十分な適用実績がある

こと，危険化学品ばら積船は船体構造が類似するタ

ンカーと同等に取扱うべきであることから，適用を

改めた。 
 
3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則 A 編 1.2.6 並びに鋼船規則検査要領 C

編 1.1.22 及び 1.1.23 において，「直接荷重解析

に基づく強度評価ガイドライン」に示す手法に

従い，全貨物区域の主要構造部材について降伏

強 度 及 び 座 屈 強 度 評 価 を 行 っ た 場 合 は

“PS-DA-DLA”を，同部材につき詳細構造の疲

労強度評価を行った場合は“PS-FA-DLA”を船

級符号に付記する旨規定した。また，直接荷重

解析に基づき主要構造部材の降伏強度評価，座

屈強度評価及び疲労強度評価を包括的に行っ

た場合に“PS-TA”を船級符号に付記する旨規

定していたが，“PS-DA-DLA”及び“PS-FA-DLA”

の新設に伴い当該規定を削った。 
(2) 鋼船規則検査要領 C 編 C1.1.23-1.において，縦

通防撓材の疲労強度評価に関する要件の適用

に液化ガスばら積船及び危険化学品ばら積船

を追加した。 
 
 

6. 鋼船規則A 編及びB 編における改正点の解説 
（危険化学品ばら積船の船体検査） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されている鋼

船規則 A 編及び B 編中，危険化学品ばら積船の船体検査

に関する事項について，その内容を解説する。なお，本

改正は，2018 年 6 月 29 日以降に申込みのある船舶の検

査に適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
鋼船規則では，危険化学品ばら積船の検査強化(ESP)

について規定している。本規定は，IACS 統一規則 Z10.3
に基づくものであり，同 UR に明記されているとおり，

一体型タンクを有する危険化学品ばら積船に適用すべき

ものである。 
しかしながら，鋼船規則A編及びB編のESP関連規定に

おいて，適用対象が「一体型タンクを有する」危険化学

品ばら積船である旨明確となっていない規定があった。 
このため，危険化学品ばら積船のESP関連規定の適用

について，規則の意図が明確になるよう関連規定を改め

た。 
 

3．改正の内容 

 
表1に掲げる規定において，危険化学品ばら積船に対す

る要件が一体型タンクを有するもののみに適用される旨

明確にした。 
表1 

条番号 概要 
鋼船規則A編 
1.2.7-1. Notation “ESP”の付記 
鋼船規則B編 
1.1.3-1.(2)(b) 中間検査の分割実施 
1.1.6-4.(1) タンクの継続検査 
1.3.1(1)(b) バラストタンクの定義 
3.2.4(2) 疑わしい箇所の内部検査 
3.2.6-1.(3) 疑わしい箇所の板厚計測 
表B3.4 区画及びタンクの内部検査 
表B3.6 構造部材等の板厚計測 
4.1.1-2. 定期検査の要件に準じた検査 
4.2.4 バラストタンクの塗装判定基準 
表B4.2 区画及びタンクの内部検査 
表B4.4 構造部材等の板厚計測 
表B5.2 内部検査の追加要件 
表B5.5-1. 精密検査の対象部材 
表B5.10-1. 板厚計測の対象部材 
表B5.11 
表B5.12 
表B5.13 
表B5.14 

追加の板厚計測の要件 

表B5.23-1. 圧力試験の対象タンク 
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7. 鋼船規則A 編，C 編及びN 編並びに関連検査要領における改正点の解説 
（液化ガスばら積船の構造強度要件） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 A 編，C 編及び N 編並びに関連検査要領

中，液化ガスばら積船の構造強度要件に関する事項

について，その内容を解説する。なお，本改正は，

2018 年 12 月 29 日以降に建造契約が行われる船舶，

かつ，2016 年 7 月 1 日以降に起工又は同等段階にあ

る船舶から適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
液化ガスを低温で運搬する船舶の船体構造の一

部に，規格降伏応力が 235N/mm2 を超える低温用圧

延鋼材が用いられる場合がある。従来，その場合の

船体構造部材の寸法は，高張力圧延鋼材を用いる場

合の規定に倣ってきたが，規格降伏応力が 235N/mm2

を超える低温用圧延鋼材が用いられる場合の取扱い

を明記すべく，関連規定を改めた。 
また，独立方形タンク方式の液化ガスばら積船の

貨物タンクの寸法は，液化ガスのばら積運送のため

の船舶の構造及び設備に関する国際規則である

IMO IGC コードに規定される「規範的な船体構造強

度評価法を用いて評価する」という要件に基づき，

鋼船規則 C 編 14 章に規定される深水タンクの要件

を準用して定める旨鋼船規則 N 編に規定していた。

従って，これまでは C 編 14 章の深水タンクに関す

る要件と N編に規定される荷重や許容応力等の規定

を組合せて適用してきたが，独立方形タンクの寸法

算式を具体的に規定すべく，関連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 
主な改正は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則 C 編 1.1.7-4.において，船体構造に低

温用圧延鋼材を使用した場合の材料係数の値

を規定した（改正の概要，技術背景は 4.参照）。 
(2) 鋼船規則 N 編 4.21.1 及び 4.21.3 並びに鋼船規則

検査要領 N 編 N4.21.3 において，独立方形タン

クの次の (a)から (c)に示す部材に対して寸法算

式を規定した。（改正の概要，技術背景は 5.参
照） 
(a) タンク囲壁及びタンク囲壁に付く防撓材 
(b) 中心線隔壁及び中心線隔壁に付く防撓材 

(c) 横置制水隔壁及び横置制水隔壁に付く防撓

材 
 

4．船体構造に用いる低温用綱材の材料係数 K

について 

 

船体構造には，低温用鋼材の KL24（ =235 N/mm2），
KL27（ =265 N/mm2），KL33（ =325 N/mm2），KL37
（ =360 N/mm2）が用いられることがある。特に規

格降伏値が 235 N/mm2 を超える材料を用いる場合，

船体横断面及び部材寸法は，使用する鋼材の材料強

度に応じた係数（以下，材料係数）K によって減少

させることができる。 
軟鋼と高張力鋼の規格降伏値と材料係数の関係（図

2）を用いて，低温用鋼材に対する材料係数 K の値

を定めた。結果として得られた船体構造に低温用鋼

材（KL24，KL27，KL33，KL37）を用いる場合の材

料係数を表 2 に示す。 
 

 
図 2 軟鋼，高張力鋼の規格降伏値と 

材料係数 K の関係 

 
表 2 低温用鋼材の材料係数 

鋼材 材料係数 K 
KL24 1.0 
KL27 0.90 
KL33 0.76 
KL37 0.71 
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5．独立型方形タンクの構造強度に関して 

 

5.1 タンク囲壁 

板，防撓材ともに通常航海時と火災昇圧時の 2 つ

の算式を考慮する。なお，タンク囲壁の局部強度に

おける火災昇圧の考慮は，IGC コード 4.3.4.3.2（鋼

船規則 N 編 4.3.4(3)(b)）に定められる「貨物格納設

備は，火災シナリオ時の内圧の上昇に破裂すること

なく耐えなければならない。」という要件に対応して

いる。 
5.1.1 板厚算式 

次の算式で求まる値のうち，どちらか大きい方の

値以上とする。 

2353.46
e

h
t S

R


 （mm）（通常航海時） 

235
3.2 f

e

h
t S

R


 （mm）（火災昇圧時） 

ここで， 
S : 防撓材の心距（m） 

eR : 常温における規格最小降伏応力，又は，0.2%耐

力（N/mm2） 
h : 圧力水頭で，次による。 

610
s

P
h

g
  （m） 

P : 設計圧力（MPa） 

s : 海水の密度（kg/m3） 
g : 重力加速度（m/s2） 
hf : 火災昇圧を考慮した圧力水頭で，次による。 

610f
f

s

P
h

g
  （m） 

Pf : 火災昇圧時の設計圧力（MPa） 

s : 海水の密度（kg/m3） 
g: 重力加速度（m/s2） 
5.1.2 防撓材の寸法算式 

次の算式による。 

2
610

12 allow

CPSl
Z


  （cm3）（通常航海時） 

22352.33 f
e

Z CSh l
R

   （cm3）（火災昇圧時） 

ここで， 
S : 防撓材の心距（m） 
l : 桁板の心距（m） 
P : 設計圧力（MPa） 

min ,
2.66 1.33

m e
allow

R R
    

 
 

eR : 常温における規格最小降伏応力，又は，0.2%耐

力（N/mm2） 

mR : 常温における規格最小引張り強さ（N/mm2） 

fh : 火災昇圧を考慮した圧力水頭で，5.1.1 による。 

C : 防撓材の端部の固着条件により定まる値で次

による。 
- 両端とも，ブラケット固着，桁で支持又はラ

グ固着の場合：1.0 
- 一端がブラケット固着，桁で支持又はラグ固

着で他端がスニップの場合：1.5 
- 両端ともスニップの場合：1.5 

（C 編 14 章では，ブラケット固着を強固な固着と柔

軟な固着に分けていたが，タンク構造では柔軟な固

着に該当する防撓材が無いことから考慮しないこと

とし，強固な固着で考慮していたスパン修正は実績

より考慮しないこととした。結果として，ブラケッ

ト固着の固着条件は，桁で支持又はラグ固着と同じ

にした。） 
5.1.3 タンク囲壁に対する設計圧力について 

-1. 5.1.1 及び 5.1.2 で考慮する設計圧力 P は次のう

ち最も大きいものを用いる。 
(1) 航海状態におけるタンク内圧 

0 S DP P P P   （MPa） 
P0: 設計蒸気圧（MPa） 
PS: 貨物液による静的圧力で，次の算式による。 

610S c jP z g     （MPa） 

c : 貨物液密度（kg/m3） 
g: 重力加速度（m/s2） 
PD: 貨物液による動的圧力で，IGC コードに定めら

れる次の算式による。 

2 2 2 6( ) ( ) ( ) 10D c j x j y j zP x a y a z a g       （MPa） 

ここで， 

c : 貨物液密度（kg/m3） 
g: 重力加速度（m/s2） 
xj, yj, zj: 図 3 による。 
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図 3 xj，yj，zjの定義 

 

xa , ya , za : 各方向の無次元化された最大の加速度

（すなわち重力加速度との比）で，次の

算式を用いてよい。 

2
0 0.06 0.25xa a A A     

2 2
0 0.6 2.5( 0.05) (1 0.6 )y

x z
a a K K

L B
       

21.5
2 2 1.5

0
45 0.6 0.61 (5.3 ) ( 0.05) ( )z

b

x yK
a a

L L C B

 
       

 
 

0

60034
0.2 V La

LL


   

x : 船舶の中央から積載物を含むタンクの重心位

置までの船舶の長さ方向の距離（m）。 x は，船

舶の中央から前方を正，後方を負で表す。 
y : 船舶の中心線から積載物を含むタンクの重心

位置までの船舶の横方向の距離（m）。 
z : 船舶の実際の喫水線から積載物を含むタンク

重心までの垂直距離（m）。z は，喫水線から上

方を正，下方を負で表す。 
K : 一般に 1.0。特殊な積付け及び特殊な船型を有

する場合は，次式による。 
13 /K GM B  

GM : メタセンタ高さ（m） 

0.60.7 5
1200 b

L z
A

L C

       
   

 

V : 船の速力（kt） 
(2) 港湾状態におけるタンク内圧 

h S DhP P P P   （MPa） 

hP : 港内状態における蒸気圧（＞ 0P ）（MPa） 

SP : (1)による。 

DhP : 港内状態で考慮すべき貨物液による動的圧力

で，(1)の DP の 0.4 倍 

（港内状態の荷重を航海状態の 0.4 倍とするのは

CSR の規定に倣った。） 
(3) 30 度静的横傾斜状態における最大静圧 
-2. 火災昇圧時の設計圧力 Pf は-1.(1)及び(2)におい

て蒸気圧（P0 及び Ph）成分をそれぞれ 1.2 倍したも

のとする。なお，1.2 倍の根拠は，IGC コード 8.4.1
（鋼船規則 N 編 8.4.1）による。 
5.2 中心線隔壁 

本節の算式はタンク上部気相部以外が基本的に

水密である中心線隔壁に適用する。 
（隔壁弁が設けられている中心線隔壁も本要件によ

る。） 
5.2.1 板厚算式 

次の算式による。 

235
3.46 CL

e

h
t S

R


 （mm） 

_235
3.2 CL A

e

h
t S

R


 （mm） 

ここで， 
S : 防撓材の心距（m） 

CLh : 圧力水頭で，次による。 

610CL
CL

S

P
h

g
  （m） 

CLP : 設計圧力（MPa） 

s : 海水の密度（kg/m3） 
g : 重力加速度（m/s2） 

_CL Ah : 静水圧を考慮した圧力水頭（m）で，次の算

式による。 
6

_ 10S
CL A

s

P
h

g
   

（水密隔壁としての最低要件として静水圧に耐え得

る強度は保持するよう規定した。ただし，評価する

算式は，C 編 13 章の水密隔壁に基づく要求とした。） 
5.2.2 防撓材の寸法算式 

次の算式による。 

2
610

12
CL

allow

CP Sl
Z


  （cm3） 

2
_

2352.33 CL A
e

Z CSh l
R

   （cm3） 

ここで， 
S : 防撓材の心距（m） 
l : 桁板の心距（m） 

CLP : 設計圧力（MPa） 

_CL Ah : 静水圧を考慮した圧力水頭（m）で，次の算

式による。 
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6
_ 10S

CL A
s

P
h

g
   

（水密隔壁としての最低要件として静水圧に耐え得

る強度は保持するよう規定した。ただし，評価する

算式は，C 編 13 章の水密隔壁に基づく要求とした。） 
C: 5.1.2 による。 

min ,
2.66 1.33

m e
allow

R R
    

 
 

eR : 常温における規格最小降伏応力，又は，0.2%耐

力（N/mm2） 

mR : 常温における規格最小引張り強さ（N/mm2） 

5.2.3 中心線隔壁に対する設計圧力について 

5.2.1 及び 5.2.2 で考慮する設計圧力 CLP は次のうち

最も大きいものを用いる。 
(1) 航海状態におけるタンク内圧 

6
1 10CL c j yP y a g   （MPa） 

各種定義は，5.1.3-1.による。 
（ 0P ， SP 並びに x 及び z 方向の加速度による動的圧

力は中心線隔壁を境に打ち消し合うので，考慮して

いない。） 
(2) 30 度静的横傾斜状態におけるタンク両舷の最

大液位差によって生じる静圧 2CLP  
(3) オペレーション上の制限に対応したタンク内

圧で，オペレーション上の制限に応じて，次に

よる。 
(a) 港湾状態において貨物タンクの両舷非対称

積みを許容しない場合: 3 10.4CL CLP P  
(b) 港湾状態において貨物タンクの両舷非対称

積みを許容する場合: 3CL S DhP P P   
(c) 航海状態において貨物タンクの両舷非対称

積みを許容する場合: 3CL S DP P P   
ここで， SP ， DP ， DhP : 5.1.3-1.による。 

5.3 横置制水隔壁 

5.3.1 板厚算式 

次の算式による。 

2353.46 SW
e

t S h
R

 （mm） 

ここで， 

SWh : スロッシングを考慮した圧力水頭（m）で，次

の算式による。 

c sl
SW

s

h
h




  

slh : 次の算式による。ただし，5.6m 未満としないこ

と。 

 0.0250.176 1
100sl th L l    

 
（m） 

L : 船の長さ（m） 
 : 隔壁板の開口率 

tl : タンクの長さ（m） 
（ slh は C 編 29 章検査要領の算式を準用し，最小値

は実績を基に定めた。） 
S : 防撓材の心距（m） 
L : 船の長さ（m） 
5.3.2 防撓材の寸法算式 

次の算式による。 

2
610

12
SW

allow

CP Sl
Z


  （cm3） 

C : 5.1.2 による。 

SWP : スロッシング圧力（MPa）で，次の算式による。 
610SW C slP h g    

slh : 5.3.1 による。 

5.4 桁部材の寸法算式 

貨物タンク内の桁部材の寸法は鋼船規則 C 編 29
章の算式を準用して算出すること。ただし，直接強

度計算で寸法を定める場合には，鋼船規則 C 編 29
章の算式を用いなくて差し支えない。 
5.5 その他 

(1) より高い貨物密度の貨物を貨物タンクに部分

積載して運送する場合は，上記の要件で考慮し

ている各種圧力とは異なる圧力が生じるため，

貨物密度及び積載液位を考慮した強度評価を

行う必要がある旨規定している。 
(2) 防 撓 材の寸 法 を決定 す る際に ， 鋼船規 則

CSR-B&T 編や C 編に規定しているグルーピン

グの概念を適用できる旨明記した。 
グルーピングの概念：連続して配置された等しい

寸法である防撓材をグループとして，当該グループ

の寸法は次のうち大きい方の値以上とする。 
(a) グループ内の個々の防撓材に要求される寸

法の平均値 
(b) グループ内の個々の防撓材に要求される寸

法の最大値の 90% 
 
付録 各算式の技術背景 

 

A1. 貨物タンクの板厚算式（火災昇圧時以外） 

隔壁板を一様分布を受ける両端固定の帯板と仮

定すると，塑性崩壊荷重 w は帯板の全塑性モーメン

ト PM ，スパン S を用いて，次のとおり表される。 

2

16
Pw M

S
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ここで， PM は，帯板の厚さ t を，降伏応力を  と

すると，次のとおり表される。 

21
4PM t   

これらの算式より，帯板の厚さ t は，崩壊荷重 w に

対して，次の算式で与えられる。 

2 r

S w
t


  

帯板の降伏応力を  は，Mises 式において，引張

り降伏応力を eR （N/mm2）として，塑性域でのポワ

ソン比 0.5 とすると， 

2 0.8661
e eR R


 

 
 

（N/mm2） 

従って，(1.3)式において，帯板の崩壊荷重として，

水頭 h，スパンとして防撓材の心距 S，帯板の降伏応

力
0.866

eR
  （N/mm2），荷重に対する安全率を鋼船

規則 N 編 4.21.3 を基に 1.33 とすると，隔壁板の厚

さ t は，次のとおり表される。 

39.81 0.866 1.33 10 2353.46
2 e e

S h h
t S

R R

   
   

A2. 貨物タンクの板に取付けられる防撓材の

寸法算式（火災昇圧時以外） 

防撓材の断面係数の要求算式は，防撓材に生じる

最大曲げモーメント maxM 及び許容応力 allow の関係

から，次式で表すことできる。 

maxcorr

allow

C M
Z




  

ここで， maxM は，両端固定の防撓材の端部に生じ

るモーメントと考えると，次のとおり表される。 

2
max

1
12

M PSl  

腐食予備係数 corrC は，タンクが腐食環境にないこ

とを考慮して，1.0 とすると，以下の算式が導かれ

る。 

2

12 allow

PSl
Z





 

A3. 火災昇圧時の板，防撓材の寸法算式 

火災昇圧時のタンク囲壁の板厚算式及びタンク

囲壁に付く防撓材の寸法算式は，水密隔壁の要件を

基とし，腐食予備厚は考慮しないこととした。 

 
 

8. 鋼船規則B 編における改正点の解説 
（ハイブリッド型一般乾貨物船の船体検査） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 B 編中，ハイブリッド型一般乾貨物船の

船体検査に関する事項について，その内容を解説す

る。なお，本改正は，2019 年 1 月 1 日以降に申込み

のある船舶の検査に適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
IACS 統一規則 Z7.1 では，総トン数 500 トン以上

の一般乾貨物船の船体検査に関する要件が定められ

ている。このうち，ハイブリッド型の貨物倉配置（船

側部が単船側構造である貨物倉と船側部が二重船側

構造である貨物倉を併せ持つ配置）の一般乾貨物船

に対する，当該 UR の適用が一部不明確であったた

め，IACS は，当該 UR の適用が明確となるよう改め，

2017 年 8 月に UR Z7.1(Rev.13)として採択した。 
このため，IACS UR Z7.1(Rev.13)に基づき，関連

規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 

鋼船規則 B 編 1.1.12 において，ハイブリッド型の

貨物倉配置（船側部が単船側構造である貨物倉と船

側部が二重船側構造である貨物倉を併せ持つ配置）

の一般乾貨物船にあっては，単船側の貨物倉区域の

構造にのみ一般乾貨物船に対する船体検査の要件が

適用となる旨を明記した。ここで，IACS UR 上の適

用規則を表 3 にまとめた。なお，本規定における「ハ

イブリッド型の貨物倉配置（船側部が単船側構造で

ある貨物倉と船側部が二重船側構造である貨物倉を

併せ持つ配置）」とは，貨物倉ごとに船側構造が変わ

る配置を意図しており，例えば，No.1 及び No.3 の

貨物倉が単船側構造であり，その他の貨物倉が二重

船側構造であるような配置等を指す。 
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表3 IACS UR上の適用規則 

 貨物倉の適用規則 
一般乾貨物船 IACS UR Z7.1 
二重船側構造の固体貨物

を運搬する船舶* 
IACS UR Z7 

ハイブリッド型の貨物倉

配置の一般乾貨物船 
IACS UR Z7.1（単船側区域） 
IACS UR Z7（二重船側区域） 

*: 貨物倉の船側部が，貨物区域内の全長にわたり，かつ最上層の 
全通甲板に達する高さまですべて二重船側構造となる船舶 

 
 

9. 鋼船規則B 編における改正点の解説 
（低引火点燃料船の検査） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 B 編中，低引火点燃料船の検査に関する

事項について，その内容を解説する。なお，本改正

は，2019 年 1 月 1 日から適用されている。 
 
2．改正の背景 

 

IACS は，ガス又は他の低引火点燃料を使用する

船舶（以下，「低引火点燃料船」という。）に対する

定期的検査の要件を規定する IACS 統一規則 Z25 を

2017 年 1 月に採択しており，本会は当該統一規則の

要件を既に本会規則に取入れている。 
その後，IMO は決議 A.1120(30)を採択し，当該決

議において，低引火点燃料船の燃料供給管及びバン

カリング管に設けられる圧力逃し弁の開放検査は，

すべての弁について 5 年を超えない間隔で実施する

旨が明確に規定された。 
これを受け，IACS は上述の統一規則を見直し，

当該決議と同様に開放検査を実施する旨規定するこ

とに合意し，2017 年 7 月に IACS 統一規則 Z25(Rev.1)

を採択した。 
このため，IACS 統一規則 Z25(Rev.1)に基づき，関

連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 

改正点は以下のとおりである。 
(1) 鋼船規則 B 編 表 B5.29 において，低引火点燃

料船の定期検査における燃料供給管及びバン

カリング管の圧力逃し弁の開放検査について

は，すべての圧力逃し弁が対象となるよう，規

定を改めた。 
(2) 鋼船規則 B 編 表 B3.11 において，低引火点燃

料船の年次検査における次に掲げる確認につ

いては，実行可能な限り燃料供給装置を作動さ

せた状態で行う必要がある旨が明確となるよ

う，表現を改めた。 
- 燃料供給装置の現状の確認 
- 各機関収容区画用の主燃料弁の遠隔及び局

所閉鎖機能の試験並びに燃料供給装置の制

御装置，監視装置及び遮断装置の作動状態が

良好であることの確認
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10. 鋼船規則B 編及び関連検査要領における改正点の解説 
（バラストタンクの定義） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 B 編及び関連検査要領中，バラストタン

クの定義に関する事項について，その内容を解説す

る。なお，本改正は，2018 年 6 月 29 日以降に申込

みのある船舶の検査に適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
鋼船規則 B 編における船体検査関連の規定は，

2011 ESP コード並びに IACS 統一規則 Z7 シリーズ

及び Z10 シリーズと整合するものとなっている。し

かしながら，バラストタンクの定義について，鋼船

規則 B 編においては専ら清水又は海水バラストとし

て使用されるタンクと規定しているが，2011 ESP コ

ード並びに IACS UR Z7 シリーズ及び Z10 シリーズ

では，専ら海水バラストとして使用されるタンクと

規定しており，清水バラストを含めるか否かで差異

が生じていた。 
清水バラストは，海水バラストと比較して注排水

の頻度が低く，塩分を含んでいないことから，清水

バラストを有するタンクはバラストタンクではなく

清水タンクとして検査要件を適用するよう，関連規

定を改めた。 
併せて，定期検査における板厚計測箇所について，

UR Z7 及び Z7.1 に基づき，より明確となるよう関連

規定を改めた。 
 

3．改正の内容 

 
(1) 鋼船規則 B 編 1.3.1(1)において，バラストタン

クとは，専ら海水バラストとして使用されるタ

ンクをいう旨改めた。これにより，従来の清水

バラストを有するタンクは，定期的検査におい

て清水タンクとして取扱われる。 
なお，IMO 塗装性能基準(PSPC)及びバラスト水

管理条約においては，それぞれ別に適用が規定

されており，本改正による適用の変更はない旨

留意されたい。（PSPC は海水バラストタンクの

みに適用。バラスト水管理条約は海水／清水の

別は規定していないが，排出されることの無い

permanent ballast water は非適用となっている。） 
(2) 鋼船規則 B 編表 B5.21（外国籍船舶用）におい

て，総トン数 500 トン以上の一般乾貨物船の第

3 回以降の定期検査における船体横断面の板厚

計測について，横式構造の場合の板厚計測箇所

がより明確となるよう改めた。本規定は日本籍

船舶用規則においては既に明記されているた

め，外国籍船舶用規則のみを改めた。 
(3) 鋼船規則検査要領 B 編 B5.2.6-8.において，板厚

計測箇所を選択する際の判断基準を加えた。 
 

 

11. 鋼船規則B 編及び関連検査要領における改正点の解説 
（貨物格納設備及び液化ガス燃料格納設備のための検査計画書） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 B 編及び関連検査要領中，貨物格納設備

及び液化ガス燃料格納設備のための検査計画書に関

する事項について，その内容を解説する。なお，本

改正の適用は以下のとおりである。 
(1) 鋼船規則 B 編 2 章/検査要領 B 編 B2： 

2018 年 7 月 1 日以降に申込みのあった検査に適

用 
(2) 鋼船規則 B 編 5 章/検査要領 B 編 B1： 

2018 年 7 月 1 日から適用 

2．改正の背景 

 
鋼船規則 N 編又は GF 編の適用を受ける船舶にあ

っては，貨物格納設備又は液化ガス燃料格納設備の

就航後のすべての検査，保守及び試験において検査

及び /又は確認すべき事項を明記した検査計画書を

作成し，本会の承認を受ける旨規定している。 
同検査計画書は，船上に保持されることで有益に

使用されるものと考えられるため，このため，同検

査計画書を船上に保持すべき資料として明記すべく

関連規定を改めた。 
併せて，液化ガスばら積船及び低引火点燃料船の

定期検査に関し，B 編 2.1.2 に規定する提出図面及び

2.1.6 に規定する船上に保持するべき図面の種類が
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整合するよう改めた。 
 
3．改正の内容 

 
(1) 鋼船規則 B 編 2.1.2 に規定する提出図面その他

の書類に関し，液化ガスばら積船及び低引火点

燃料船に対する要件が整合するように改めた。 

(2) 鋼船規則 B 編 2.1.6 に規定する船上に保持すべ

き図面等として，貨物格納設備及び液化ガス燃

料格納設備のための検査計画書等を追加した。

ただし，同検査計画書は，2015 年に採択された

IGC コードが適用される船舶に要求されるもの

であることから，その適用について要領 B 編

2.1.6-7.として追記した。

 

 

12. 鋼船規則B 編及び関連検査要領における改正点の解説 
（ばら積貨物船及び二重船殻油タンカーの船体検査） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 B 編及び関連検査要領中，ばら積貨物船

及び二重船殻油タンカーの船体検査に関する事項に

ついて，その内容を解説する。なお，本改正は，2019
年 1 月 1 日以降に申込みのある船舶の検査に適用さ

れている。 
 
2．改正の背景 

 
IACS において，ばら積貨物船及び油タンカーの

就航後の船体検査に関する要件を規定する IACS 統

一規則 Z10 シリーズについて，主として ESP コード

との整合を図る改正が行われ，2018 年 1 月に採択さ

れた。同改正では，用語や図等を ESP コードに整合

させるとともに，IACS CSR for Bulk Carriers and Oil 
Tankers 制定に伴う CSR に関する参照先の修正等が

行われた。 
一方，本会規則においては，ESP コードの取入れ

や鋼船規則 CSR-B&T 編制定に伴い，関連規則の必

要な改正を行ってきていることから，上述の IACS
統一規則 Z10 シリーズの改正については基本的に既

に対応できているものの，一部の要件については関

連規定を見直す必要があった。 
このため，改正された IACS 統一規則 Z10 シリー

ズに基づき，関連規定を改めた。 

3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則 B 編 4.7 及び 5.7 として，GBS が適用

される船舶に要求される年次検査と同様の検

査を，中間検査及び定期検査においても実施す

ることが明確となるよう規定した。 
(2) 鋼船規則 B 編表 B5.5-1.において，定期検査にお

ける二重船殻油タンカーの精密検査の対象と

なるバラストタンクが明確となるよう改めた。 
(3) 鋼船規則 B 編図 B5.7 から図 5.10 に示す，CSR

が適用される二重船殻油タンカーの板厚計測

の計測箇所の例を示す図を，より明瞭になるよ

う改めた。 
(4) 鋼船規則検査要領 B 編図 B1.1.9-4.（日本籍船舶

用）及び図 B1.1.7-4.（外国籍船舶用）において，

現存ばら積貨物船に対する倉内肋骨の板厚計

測に関し，倉内肋骨と肘板が一体でない場合の

下部肘板の断面位置を示す図を追加した。 
(5) 鋼船規則検査要領 B 編 B3.2.2-1.(5)として，ばら

積貨物船の倉口蓋又は倉口縁材を大規模補修

する場合における，締付け装置の強度に関する

要件を規定した。 
(6) 鋼船規則検査要領 B 編 B5.2.6-1.に規定する，板

厚計測記録の様式に関する要件において，鋼船

規則 CSR-B&T 編の参照を追記した。 

 
 

13. 鋼船規則B 編及び関連検査要領における改正点の解説 
（GBS 適用船に対する提出図面） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 B 編及び関連検査要領中，GBS 適用船に

対する提出図面に関する事項について，その内容を

解説する。なお，本改正は，2018 年 12 月 25 日から

適用されている。 
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2．改正の背景 

 
IACS 統一規則 Z23 には，新造中の船体検査に関

する要件が規定されているが，このうち，構造的に

重要な場所が指定される場合にあっては，当該箇所

のアラインメント，取付け，ギャップ，溶接形状は，

原則検査員立会いにより確認しなければならないこ

とが要求されている。 
構造的に重要な場所が指定される場合とは，基本

的には GBS 適用船に要求される船体コンストラク

ションファイルに含むべき情報のうち，船舶の生涯

を通して特別な注意が必要となる箇所（構造的に重

要な場所を含む）が対象となる。当該箇所は，船体

関係工事の実施に先立ち，図面承認段階で事前に確

認する必要がある。 
このため，この取扱いを明記すべく，関連規定を

改めた。 
 
3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則 B 編 2.1.2-16.（日本籍船舶用）及び-14.
（外国籍船舶用）として，GBS 適用船であって，

2018 年 1 月 1 日以降に建造契約が行われた船舶

については，船舶の生涯を通して特別な注意が

必要となる箇所（構造的に重要な場所を含む）

を示す図面を本会に提出し，承認を得るよう規

定した。 
(2) 鋼船規則検査要領 B 編 B2.1.2-10.として，船舶

の生涯を通して特別な注意が必要となる箇所

（構造的に重要な場所を含む）を示す図面は，

船体コンストラクションファイルに含める情

報と一致し，点検設備に関する手引書に記載さ

れる「構造的に重要な場所」を示す情報も含む

こととする旨規定した。 
なお，船舶の生涯を通して特別な注意が必要と

なる箇所（構造的に重要な場所を含む）を示す

図面の例としては，以下のような箇所を含む図

面を想定している。 
① 船型ごとで実施した強度計算の結果，ある

一定程度よりもマージンが少ない箇所 
② 工作上難しい箇所を含め，類似船もしくは

姉妹船の実績により船体構造の健全性に影

響を与える可能性のある亀裂，座屈，変形

もしくは腐食が発生しやすいと認識された

箇所 
 
 

14. 鋼船規則B 編，C 編，CS 編，L 編，Q 編，高速船規則，内陸水路航行船規則及び関連検査要領 
並びに船用材料･機器等の承認及び認定要領における改正点の解説 

（曳航及び係留設備） 
 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 B 編，C 編，CS 編，L 編，Q 編，高速船

規則，内陸水路航行船規則（外国籍船舶用）及び関

連検査要領並びに船用材料･機器等の承認及び認定

要領中，曳航及び係留に関する事項について，その

内容を解説する。なお，本改正は，2018 年 7 月 1 日

以降に建造契約される船舶から適用されている。ま

た，アンカーの承認要領については，2018 年 7 月 1
日以降に申込みのある試験から適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
IACS は，アンカー，アンカーチェーン，曳航及

び係留設備，船体補強，索類等（以下，「曳航及び

係留設備等」という。）に関する要件を IACS 統一

規則 A1 及び A2（以下，UR A1 及び A2）並びに IACS
勧告 No.10（以下，Rec.10）に規定しており，本会

は同統一規則及び勧告を既に本会規則に取入れてい

る。 
これらの規則については，近年行われている水深

の深い海域での錨泊への対応や UK MAIB（英国事

故調査委員会）から指摘されている近年の係船索の

破断事故等への対応が必要となっていたほか，近年

改訂を行っていなかったことから，IACS は，2010
年にプロジェクトチームを設置し，関連業界

（OCIMF， ICS， INTERTANKO， IMPA，EHMC，

Nautical Institute 等）との協議を行った上で，全体的

な要件の有効性の検証及び見直しを行った。 
その結果，水深の深い海域で錨泊する船舶の揚錨

装置に対する指針の追加や係船索の最小切断荷重及

び本数を現行の艤装数ではなく船側投影面積に基づ

いて決定するよう改める等の改正が行われたため，

改正された UR A1 及び A2 並びに Rec.10 に基づき，

本会の関連規定を改めた。 



- 15 - 

3．改正の内容 

 
3.1 改正の概要と技術的背景 

今回の改正は B 編から船用材料・機器等の承認及

び認定要領まで多岐にわたる改正であるが，これら

改正は先に述べたとおり UR A1 及び A2 並びに

Rec.10 に基づくものである。このため，IACS 内で

どのような議論が行われ，これら規則が改正され，

本会規則へ取入れたかについて解説する。 
3.1.1 アンカー及びアンカーチェーンの仕様

について 

IACS は，アンカー及びアンカーチェーンの仕様

を定める規則を 1960 年代後半から規定し，これまで

数回の改正を行ってきたが，基本的な考え方は，船

舶の喫水線下の船体及びプロペラに対する潮流によ

る影響及び喫水線上の船体構造に対する風による影

響を考慮した静的な荷重を指数化した艤装数を用い

て，アンカー及びアンカーチェーンの仕様を定めて

きた。 
統一規則制定時に想定されたこれら環境条件は，

風速 25m/s，潮流 2.5m，水深とチェーンの繰り出し

長さの比は 6～10 であった。一方，近年，業界内で

広 く 認 知 さ れ て い る OCIMF ガ イ ド ラ イ ン

“Anchoring system and Procedure”等では，波浪荷重

による船体動揺の影響を考慮していること，また近

年増加している大水深での錨泊に対応していないこ

とが指摘されたことから，IACS は，まず UR A1 に

規定される艤装数に応じたアンカー，アンカーチェ

ーンの仕様の妥当性を再評価することとした。 
評価においては，波浪中における係留システムを

解析するツールを用いて，船種やサイズの異なる 17
隻についてケーススタディーを行なった。 

また，想定する環境条件については，従来想定し

ていた環境条件に加えて，波浪を考慮した環境条件

（風速 11m/s，潮流 1.54m/s，波高 2m）及び大深水

での錨泊を考慮した環境条件（水深 120m，風速 14m/s，
潮流 1.54m/s，波高 3m）等を検討した。 

この結果，大水深を考慮した環境条件を除き，従

来規定のアンカー及びアンカーチェーンの有効性が

確認され，従来規定のとおり艤装数に応じたアンカ

ー，アンカーチェーンの仕様の決定方法を維持する

こととなった。 
一方，大水深を考慮した環境条件では，従来規定

によるアンカー，アンカーチェーンでは安全性が不

十分との見解から，ABS が 2011 年に作成した Deep 
Water Anchoring ガイドラインをベースに，大深水に

おいて錨泊する船舶の錨泊設備の設計指針を Rec.10
に規定した。本会規則においても，大深水における

錨泊を想定した錨泊設備の設計指針として，本

Rec.10 を設計指針として検査要領に取入れた。ただ

し，この設計指針に関する検査要領は，任意適用で

あり，大深水で錨泊する船舶すべてに適用されるわ

けではない。また，本設計指針は適用できる条件が

限られており，たとえば，120m を超える水深での

錨泊設備には適用することができない点に留意する

必要がある。 
3.1.2 係船索 

3.1.2.1 係船索の要求切断荷重 

係船索の強度及び本数についても 1960 年代後半

に開発された統一規則を参考とし本会の規則に規定

していた。しかし，係船索の破断に関する事故から

要求される強度，本数が不十分ではないかとの指摘

がなされたことをうけ，IACS ではその妥当性を評

価することとなった。妥当性の評価に際し，係留中

の船舶の係船索に負荷される張力に関するシミュレ

ーションを実施した。 
(1) 張力算定シミュレーション概要 
 環境条件 

10゜刻みの全方向から 30 秒平均 25m/s の風，船首

又は船尾方向からの 1.5m/sの潮流又は船首又は船尾

方向から 10゜傾いた方向からの 1.0m/s の潮流を想

定 
 前提条件 

船舶の金物配置は対象とした船舶そのままの配

置とし，係船索の種類はすべて共通とした。また，

陸側の金物（ボラードやフック等）の配置は，船種

および船のサイズで異なるものとなっている。油タ

ンカーの場合には，シーバース（Non-solid pier）を

想定し，それ以外の船舶については岸壁係留を想定

した。 
 計算ケース 

係船索の張力計算は，各船に対し既存の推奨本数

を最低本数として，これよりも多い本数による係船

パターンの計 2～5 パターンで実施した。 
 計算対象船 

Ship Type Length Capacity 
Container Ship 133m 

197m 
289m 
350m 

1,100TEU 
2,500TEU 
8,800TEU 
14,100TEU 

Bulk Carrier 172m 
222m 
286m 

28,000DWT 
73,700DWT 
190,000DWT 

Tanker 245m 
330m 

115,000DWT 
300,000DWT 

Gas Carrier 130m 
291m 

10,000DWT 
151,000DWT 

PAX/Ferries 97m 
137m 

--- 
--- 
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222m --- 
PCC 200m --- 
シミュレーションによる張力計算の結果，張力は

艤装数による分類よりも，船側投影面積による分類

の方が偏差が少なく線形比例式で表現しやすいこと

が判明した。これは，船の長さ方向から受ける外力

よりも，船側方向から風を受けた場合の外力で張力

が最大となることが原因と考えられる。このため，

艤装数に応じて係船索の切断荷重を設定する方式で

はなく，船側投影面積に応じて，係船索の切断荷重

を設定する方式を採用することとなった。 
規則で要求する係船索の切断荷重（以下，最小切

断荷重）の算定式は，鋼船規則 C 編 27 章 27.1.5 等

に記載するとおりだが，以下の点を補足する。 
 係船に関連した損傷あるいは事故報告が船側

投影面積の大きな船舶に見られたため，簡易算

式を使用して最小切断荷重を求める規定は，艤

装数が2,000を越える船舶にのみ適用すること

とし，艤装数が2,000以下の船舶については，従

来通り艤装数に応じた最小切断荷重を規定し

ている。 
 算式により求まる係船索の最小切断荷重は，索

の磨耗，裂傷，予期せぬ荷重を考慮し，ワイヤ

ーロープの場合の安全率を1.82，繊維索の場合

は2.0と設定している。安全率の設定は，OCIMF
 MEG 3を参考に決定した。 

 係船索の最小切断荷重は，簡易算式に従えば，

市場に存在する索の切断荷重を超える可能性が

ある。このため，1,275kNを超える場合にのみ，

後述する環境条件の設定する風速を減じること

で，最小切断荷重を小さくすることができるよ

う規定した。ただし，IACSにおいて，風速を小

さくすることを許容できるのは，C編27.1.5に規

定する簡易算式で最小切断荷重が1,275kN以上

である場合のみである旨，合意されている。 
3.1.2.2 係船索の要求本数 

係船索の要求本数についても簡易算式を使用し

求めるよう規定している。これまで規則において係

船索の役割について規定していなかったが，係船索

のうち，岸壁から離れようとする船舶の移動を拘束

する役割を担うブレストライン，バウライン及びス

タンラインと，岸壁に対し平行方向の船舶移動を拘

束する目的で使用されるスプリングラインの二種類

を明確にし，かつ，これら二種類の係船索の要求本

数を別々に規定している。 
今回の改正において，本船に提供される係船索は，

スプリングラインを含め，強度及び弾性特性が同じ

ものを使用するよう規定している。これは，特性の

異なる索を本船に提供した場合，オペレーション上

のミスを考慮し設定した規則である。 
3.1.2.3 係船索の強度と本数の関係 

係船索の要求強度及び本数は前述のとおりであ

るが，従来通り，索の強度を増し，本数を減らす，

あるいは本数を増やし，索の強度を減らすといった

柔軟な対応は可能としている。ただし，従来は，索

の切断荷重の最小値は 490kN と設定していたが，こ

の最小値に関する規定は削除している。このため，

規則上は索の切断荷重を極端に小さくすることも可

能ではあるが，極端に小さな切断荷重は，穏やかな

環境条件において，船長判断により索の繰り出し数

を限定するといったオペレーション上想定しうるケ

ースを考慮しなければならない。 
3.1.2.4 環境条件と要求値について 

3.1.2.1 及び 3.1.2.2 において記述した艤装数が

2,000 を超える船舶に対し，簡易算式を使用し係船

索の最小切断荷重及び本数を求める場合の前提条件

は，以下の環境条件を想定している。 
(1) 最大潮流速度：1.0m/s 
(2) 最大風速 vw：次の表による。 

船種 最大許容風速 Vw(m/s) 
旅客船，フェリー，自動

車運搬船 
(2,000m2 <A1 < 4,000m2) 

125.0 0.002( 2000)wv A    

旅客船，フェリー，自動

車運搬船 (A1 > 4,000m2) 
21 

それ以外の船舶 25 
環境条件を実際の航行区域を考慮し，上記の環境

条件より厳しく設定する場合の切断荷重の簡易算定

式も規定している。上述した通り，風速を 25m/s よ

り小さく設定することは，要求切断荷重が 1,275kN
を超えた場合のみ可能である。ただし，いかなる場

合においても最大風速は 21m/s 以下とすることはで

きない。 
規則で要求する係船索の強度及び本数は，これら

環境条件に基づき設定されているため，実際の係船

作業を行う際には，この環境条件を前提とし，これ

を超える環境での係留は避ける必要がある。また，

これら環境条件は，本船に提供される曳航及び係留

設備配置図に記載しなければならない。 
3.1.3 曳航及び係留のための設備 

3.1.3.1 曳航設備 

曳航設備に対する規則の見直しに際し，様々な曳

航オペレーションのうち，規則の対象となる以下 2
種類の曳航オペレーションを定義した。 
 通常の曳航 

船舶の通常の運航に関連する港湾内及び閉囲さ

れた水域内での操船を行なうために必要な曳航 
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 その他の曳航 

SOLAS II-1 章 Reg. 3-4 に規定されるような非常時

に実施される，その他の船舶又は引船からの支援で

行なわれる曳航 
曳航オペレーションは様々存在するが，規則の対

象とする曳航を上記 2 種類と定義し，パナマ運河規

則や SOLAS II-1 章 Reg.3-4 でタンカー等，既に曳航

設備に対する安全規程が設けられているものは今回

の改正要件の対象としない旨規定した。 
3.1.3.2 曳航設備の設計荷重コンセプト 

曳航設備の設計荷重は，「通常の曳航」及び「そ

の他の曳航」で異なる荷重を想定している。「通常の

曳航」の場合，港湾内におけるタグなどによる曳航

操船を想定しており，設計段階においてある程度曳

航荷重（タグのボラードプル力など）が想定できる

ことから，想定される最大曳航荷重（任意の値）を

設計荷重のベースとすることを規定している。一方，

「その他の曳航」に関しては，どのような船舶から

支援を受けるかについて設計段階では予想が難しい

ことから，Rec.10 に規定する引綱の推奨切断荷重を

設計荷重として想定している。 
これら想定する荷重を用いて設計荷重を規定し

ているが，曳航設備，船体支持構造など別々の設計

荷重を規定している。 
3.1.3.3 曳航設備の選定について 

設計荷重の解説を行う前に，曳航設備の選定につ

いて解説することとする。規則においては，曳航設

備は，国際的に認知された工業規格から選定するこ

とを想定している。この場合にあっては，先に述べ

た想定荷重（最大曳航荷重あるいは引綱の切断荷重）

をベースに，この荷重に適した曳航設備を選定する

ことになる。一方，曳航設備は，規格品から変更を

行った準規格品や規格を参照しないオリジナル設備

も多く存在することから，規格品から選定しない場

合の規定も追加している。 
工業規格に規定される設備は，一般に設計荷重あ

るいは許容応力などに安全率が規定されている。こ

のため，規格に記載された安全使用荷重と設計荷重

の比較を行うことで設備の選定が可能となる。一方，

規格から設備を選定しない場合，これら基準がない

ことから，曳航設備（規格品の場合）の設計荷重の

1.25 倍の荷重を設計荷重とし，ネット寸法（工業規

格の設計条件には，一般的に腐食予備厚あるいは摩

耗代を規定し，設備が設計されていることから，本

強度評価においては，規則に規定する腐食予備厚及

び摩耗代を考慮しなければならない）を用いた梁理

論或いは有限要素解析によって強度評価を行なわな

ければならない旨規定した。ボラードのように，甲

板上の台座を含めて規格化されている場合を除き，

台座も同様に強度評価する必要がある。 
3.1.3.4 曳航設備の設計荷重 

上述のとおり，曳航の種類，規格品であるかどう

かによって設計荷重が異なる点に注意しなければな

らない。それぞれの設計荷重は表 4 に示すとおりで

ある。 
3.1.3.5 曳航設備の船体支持構造 

曳航設備の船体支持構造の設計荷重は，曳航設備

と同様，「通常の曳航」と「その他の曳航」で異なっ

ている。 
「通常の曳航」に使用する設備の船体支持構造の

設計荷重は，想定する最大曳航荷重の 1.25 倍と規定

し，「その他の曳航」に使用する設備の船体支持構造

に対しては，Rec.10 で推奨する引綱の切断荷重以上

とするよう規定している。当然ではあるが，引綱の

繰り出し角度，引綱の設備への掛け方（アイスプラ

イスなど）を考慮しなければならない。 
3.1.3.6 曳航設備の安全使用荷重 

曳航設備の安全使用荷重の表示について，係留用

の設備であるのか，曳航用の設備であるのか，ある

いはその双方で使用されるのかを明確にするため，

曳航設備の安全使用荷重を安全曳航荷重，“Safe 
Towing Load（TOW）”と定義し，本船上の曳航設備

については，安全曳航荷重を表記しなければならな

い旨規定した。また，安全曳航荷重は，通常の曳航

に使用する設備の場合，最大曳航荷重以下，その他

の曳航に使用する設備の場合は，引綱の要求切断荷

重の 0.8 倍以下としなければならない旨規定してい

る。 
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表4 設計荷重及び安全曳航荷重（TOW）の規定（概要） 

 条件 設計荷重 TOW 

曳航設備（工業規格品） 
通常の曳航 (i) 最大曳航荷重以下 
その他の曳航 (ii) (ii)の 0.8 倍以下 

曳航設備（工業規格品以外） 
通常の曳航 (i)×1.25 最大曳航荷重以下 
その他の曳航 (ii) (ii)の 0.8 倍以下 

曳航設備の船体支持構造 
通常の曳航 (i)×1.25 --- 
その他の曳航 (ii) --- 

(i) 想定最大曳航荷重 
(ii) 艤装数に応じて規定される引綱の切断荷重 

3.1.4 係留設備 

まず始めに規則でいう「係留設備」には，キャプ

スタン，ムアリングウインチは含まない。もちろん，

これら設備やその船体支持構造に関する規定も設け

てるが，想定する荷重条件等の違いから，規則でい

う「係留設備」とは別に規定している。 
3.1.4.1 係留設備の設計荷重 

係留設備の設計荷重は，規則で規定する係船索の

切断荷重と規定している。一般的に船舶の係船索は，

船主手配となっていると理解している。このため，

造船所から係船索の最小切断荷重が連絡され，この

数値以上の索を市場から選定することになるが，こ

の場合，往々にして，最小切断荷重よりも大きな切

断荷重をもつ索が選定される。 
ただし，このような場合においても，規則で規定

する係留設備及びその船体支持構造は，規則要求の

切断荷重をベースにしても差し支えない。（実際に本

船上に搭載される索の切断荷重とする必要はない。）

これにはいくつか理由があるが，その主たる要因は，

今回の改正で要求する係船索の最小切断荷重は，想

定する環境条件において，1 本の係船索に負荷され

る引張力に安全率 1.82 倍を乗じた値としている。こ

のため，想定した環境条件を超えない条件で係留し

た場合，規則で要求される切断荷重以上の引張力が

索に負荷されることは想定していないことによる。 
ただし，規則要求とは別に，船主が規則要求より

も大きな索の切断荷重を指定し，各係留設備及びそ

の船体支持構造を設計する場合は，この限りではな

い。 
3.1.4.2 係留設備の選定 

係留設備の選定は，曳航設備と同様に規格品から

選定することを規則の基本的な考えとしている。規

格品以外から選定する場合は，最小切断荷重の 1.15
倍を設計荷重として強度評価しなければならない。

また，腐食予備厚，摩耗代並びに設備の台座につい

ても曳航設備と同様の考え方が適用される。 
3.1.4.3 係留設備の船体支持構造 

係留設備の船体支持構造の設計荷重は，従来規則

では係船索に要求される切断荷重の 1.25 倍と規定

してきた。今回の改正において，規則で要求する係

船索の切断荷重に安全率 1.82 倍を見込んだことに

より，その要求値が大幅に増加したことから，従来

設計からの極端な変更を避けるため，船体支持構造

の設計荷重は，規則で要求する切断荷重の 1.15 倍ま

で引き下げた。曳航設備と同様に，係留設備の支持

構造の設計においては，係船索の繰り出し角度，係

船索の設備への掛け方（アイスプライスなど）を考

慮しなければならない。 
3.1.4.4 係留設備の安全使用荷重 

係留設備の安全使用荷重は，従来通り Safe 
Working Load “SWL”と規定している。一方で，従来

規則の SWL は，下図 4 の②の 0.8 倍と規定していた

が，ISO などの国際規格の考え方と統一するため，

下図 4 の①の係船索に負荷される引張力，つまり規

則においては，係船索の最小切断荷重以下と改正し

ている。 

 

図 4 係船索の荷重方向とその合力 

  



- 19 - 

表5 設計荷重及び安全使用荷重（SWL）の規定（概要） 

 条件 設計荷重 SWL 

係留設備（工業規格品） 

係留設備 
（ボラード，ビット等） 

EN＞2000 
(ii) 

EN≦2000 
(i) 

EN＞2000 
(ii)以下 

EN≦2000 
(i)以下 

ムアリングウィンチ及び

キャプスタン 
(iv) --- 

係留設備の支持構造 
係留設備の支持構造 

EN＞2000 
(ii)×1.15 
EN≦2000 
(i)×1.15 

--- 

ムアリングウィンチ及び

キャプスタンの支持構造 
(iii) --- 

(i) 艤装数に応じて規定される係船索の切断荷重 
(ii) 0.1A1 + 350 (kN)（A1: 船側投影面積） 
(iii) 最大（定格）ブレーキ力又は保持力の 1.25 倍。ただし，ブレーキ力は(ii)の 0.8 倍以上と想定する。 
(iv) 工業規格に従うこと 

 
3.1.5 腐食予備厚及び摩耗代 

曳航及び係留設備を工業規格から選定する場合

は，工業規格に腐食予備厚，摩耗代が考慮されてい

るため，規則において改めてこれら安全代を規定し

ていない。一方，工業規格から選定しない場合は，

これを考慮する必要があるため，これら設備の腐食

予備厚は，従来通り 2mm とし，摩耗代については

新たな規定として，索との接触部に 1mm と規定し

た。 
曳航及び係留設備の船体支持構造についての腐

食予備厚について，従来規則においては，一律 2mm
と規定してきたが，各船級ともに設備が設置される

場所ごとに異なる腐食予備厚を規定していることか

ら，一律 2mm を腐食予備厚とする規定が UR A2 か

ら削除された。これを受け，本会規則においても，

船体支持構造の場所ごとに規定された腐食予備厚を

考慮するよう規定している。このため，船体支持構

造の強度検討においては，それぞれの場所で要求さ

れる腐食予備厚をグロス寸法から差し引いたネット

寸法で行わなければならない。 
3.1.6 その他 

3.1.6.1 チェーンロッカ 

アンカーチェーンの船内端を船体に固定するケ

ーブルクレンチに関する規定を新たに加えた。要求

される内容は，JIS F 2025 と類似の規定としている。

規則本文において，ケーブルクレンチは「アンカー

チェーンの切断荷重の 15%以上 30%以下の力に耐え

るもの」と記載している。強度検討においては，ケ

ーブルクレンチ材料の降伏応力ではなく引張り強さ

を使用して差し支えない。 
3.1.6.2 ウインドラス及び制鎖器の支持構造 

ウインドラス及び制鎖器の船体支持構造に関す

る要件は，IACS CSR で既に取入れられていたが，

IACS CSR が適用されない船舶については，これに

関する規定がなかったため，今回の改正を機に規則

への取込みを行い，IACS CSR が適用されない船舶

についても同様の規定を適用する。なお，規則に規

定する想定荷重は，アンカーチェーンの切断荷重に

よるものと，青波による荷重を想定しているが，船

体支持構造の強度検討にあっては，これらの荷重に

対しそれぞれ強度検討を行うこととして差し支えな

い。（荷重の合力を考慮する必要はない。） 
3.1.6.3 曳航及び係留設備配置図 

従来規則より本船へ備え付けることを要求して

きた本図へ記載すべき内容を数点追加している。従

来規則では，曳航及び係留設備の適用規格及び型式，

各々の曳航及び係留設備の配置状況及び使用方法に

ついて記載するよう規定してきたが，これに加えて，

環境条件（艤装数が 2,000 を超える船舶のみ）や係

船索の保管場所なども記載するよう規定している。 
3.1.6.4 アンカー製造法の承認要領 

アンカー製造法の承認要領についてもいくつかの

改正を行なった。改正の要旨を表6及び表7に示す。 
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表6 高把駐力アンカーの承認要領 

 改正前 改正後 
比較のためのアンカーの把

駐力試験回数 
砂，シルト及び粘土の 3 種類の海底

土質で 1 回 
様々な海底土質でそれぞれ 3 回 

陸上ベース試験 記載無し 代替として実施可能 
比較アンカーの種類 記載無し 非高把注力アンカー又はすでに承認さ

れた高把駐力アンカー 
 

表7 超高把駐力アンカーの承認要領*1 

 改正前 改正後 
把駐力試験に用いるアンカ

ーの個数 
2 個 3 個 

把駐力試験を実施するアン

カー重量 
承認希望最大質量の 1/5 以上のもの

及びその 1/5 以上のもの 
承認希望質量の最大のもの，最小のもの

及びその中間 
*1: 超高把駐力アンカーの試験要領は，特記事項が無い限り，高把駐力アンカーの承認要領に従う 
 
 

15. 鋼船規則B 編，D 編，H 編，Q 編及び高速船規則並びに関連検査要領における改正点の解説 
（ウインドラスの設計及び試験） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 B 編，D 編，H 編，Q 編及び高速船規則

並びに関連検査要領中，ウインドラスの設計及び試

験に関する事項について，その内容を解説する。な

お，本改正は，次のいずれかに該当するウインドラ

スに適用されている。 
(1) 2018 年 7 月 1 日以降に承認申込みが行われるウ

インドラス 
(2) 2018 年 7 月 1 日以降に建造契約が行われる船舶

に搭載されるウインドラス 
 
2．改正の背景 

 
近年，ウインドラスの鎖車を駆動する油圧モータ

が過圧により破損し，飛散した破片により人身事故

が発生した事例が IACS に報告された。これを受け，

IACS は同様の事故を未然に防ぐため，ウインドラ

スの設計及び試験等に関する統一的な要件を新規に

策定すべく検討を行った。 
その結果，ウインドラスの使用荷重，強度及び安

全措置等に関する詳細な要件を規定した IACS 統一

規則 A3 を 2017 年 6 月に採択した。 
このため，IACS 統一規則 A3 に基づき，関連規定

を改めた。 

3．改正の内容 

 
主な改正点は以下のとおりである。 

3.1 用語 

鋼船規則 D 編 16.1.2 に，IACS 統一規則 A3 におい

て使用されている用語をまとめて定義した。 
3.2 規格への適合 

鋼船規則 D 編 16.2.1-2.において，ウインドラスの

設計，構造及び試験は，本会規則に加え，規格等に

適合したものとしなければならない旨規定した。代

表的な規格として，ISO4568 や JIS F6714 等が挙げら

れる。 
3.3 材料及び溶接 

鋼船規則 D 編 16.2.3 において，動力伝達部品及び

荷重支持部品に使用される材料及び当該部品の溶接

について規定した。 
使用材料は，鋼船規則 K 編に定める材料又はその

他の規格等（JIS，ISO 等）に適合した材料とし，い

ずれの場合であっても，トレーサビリティを確保す

る必要がある。 
また，組立のための溶接工事は，本会の承認を得

た溶接施工方法及びその施工要領に従い，本会の技

量士資格を有する溶接士によって行われなければな

らない。なお，溶接材料は本会の認定を受けたもの

を使用する必要がある。 
加えて，使用材料及び適用される溶接施工方法を

図面上に明示する必要がある。 
3.4 設計 

鋼船規則 D 編 16.2.4 において，設計要件を次のと
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おり規定した。 
(1) 設計荷重等 

-2.(1)(a)は，荷重支持部品の強度を定める要件で

ある。規則中，i)及び ii)の 2 つの状態が考慮さ

れており，この両方において作用する応力が材

料の降伏点（存在しない場合は 0.2%耐力）を超

えないことを計算により確認し，強度計算書と

して提出する必要がある。なお，-2.(6)により，

制鎖器については，ii)の状態において常に錨鎖

の切断試験荷重の 80%の荷重によって計算しな

ければならないことに注意が必要である。 
-2.(1)(b)は，動力装置，歯車，クラッチ，軸，鎖

車等について，通常の投揚錨の開始及び停止時

に発生する衝撃荷重に耐え得る設計とすること

を求める一般要件である。なお，これまで衝撃

に起因する事故は特段問題となっていないため，

これらの部品の強度は D 編 16 章の他要件並び

に D 編 5 章（動力伝達装置）及び 6 章（軸系）

等に別途定める要件を満足していれば基本的に

差し支えないものと考える。 
-2.(2)(a)は，駆動用動力装置の連続使用荷重（30
分間の連続運転が可能な出力）を定める要件で

ある。連続使用荷重の算出にあたり，船舶の発

注者，造船所及びウインドラス製造者の間で，

予め最大投錨水深を決定する必要がある。最大

投錨水深を 82.5m 超とする場合，超過分に比例

して連続使用荷重が増大する。最大投錨水深を

82.5m 以下とする場合は従前の規則と同様であ

る。また，最大投錨水深を主要目表及び取扱説

明書に記載することとなる。 
-2.(2)(b)は，動力伝達部品の強度は，連続使用荷

重に安全率 2.5 を乗じた値以上としなければな

らない旨定める要件である。荷重支持部品と同

様に，本要件を満足することを計算により確認

し，強度計算書として提出する必要がある。 
-2.(3)，(4)，(5)及び(7)は，それぞれ駆動用動力

装置の過負荷荷重，巻上げ速度，鎖車ブレーキ

の容量及び支持構造に関する要件である。表現

の修正を行っているが，内容は従前の規則と同

等である。 
(2) 油圧システム 

駆動用動力装置としての油圧ポンプに代表され

るように，油圧システムを採用する場合には，

鋼船規則 D 編 13 章等に別途定める要件にも適

合しなければならない旨を-3.に規定した。 
(3) 電気システム 

-4.において，駆動用動力装置として電動機を用

いる電動ウインドラスの電気システムは，鋼船

規則 H編の規定にも適合しなければならない旨

規定した。また，電動機の組立断面図を提出す

る必要がある旨を鋼船規則 H 編に 1.1.6 に規定

した。 
(4) 保護装置及び安全装置 

IACS 統一規則 A3 策定の発端となった事故の再

発を防ぐ目的で，駆動用動力装置としてアキシ

アルピストン形の油圧モータを使用する場合，

損傷時に発生する可能性のある破片の飛散を防

止するためのカバーを設けなければらない旨を

-5.(2)に規定した。その他の事項については従前

の規則と同様である。 
(5) クラッチ 

-6.において，鎖車と駆動軸を切り離すクラッチ

を設けなければならない旨規定した。油圧式又

は電気式のクラッチであっても，動力源の喪失

を考慮し，手動で操作できるものとする必要が

ある。 
(6) 標示 

-7.において，アンカーチェーンの呼び寸法及び

最大投錨水深を標示しなければならない旨規定

した。標示方法としては，ウインドラスを通常

操作する場所から確認可能な位置に，十分な耐

久性を有する金属銘板を設けること等が望まし

い。 
3.5 試験 

(1) 製造工場等における試験 
鋼船規則 D 編 16.2.5-1.において，対象ウインド

ラスの適合規格に定められた試験を行わなけれ

ばならない旨規定した。 
また，従前の規則において要求されていた耐圧

試験，無負荷試験，負荷試験（過負荷試験を含

む。）及び鎖車ブレーキ試験についても，規格に

よらず引き続き実施しなければならない旨規定

した。これらの試験については，負荷試験の省

略に関する要件も含め従前の規則と同等である。 
(2) 造船所等における試験 

鋼船規則検査要領 B 編 B2.3.1-6.において，海上

試運転中に実施すべき効力試験の内容を定めた。

基本的に従前の規則と同等であるが，投揚錨時

にウインドラス，錨鎖及び錨等の動作が正常で

あることを確認する旨を(1)に明記した。なお，

効力試験を最大投錨水深に錨を繰出して実施す

る必要は無い。 
3.6 船上に保持する図面等 

鋼船規則 B 編 2.1.6-1.において，ウインドラスの

取扱説明書及び整備手順書を船上に備え付けなけれ

ばならない旨規定した。これらの内容は，専門家で
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はなく乗組員が参照することを想定したものとして

差し支えない。 
 

 
 

16. 鋼船規則B 編，D 編，自動化設備規則，高速船規則，旅客船規則，内陸水路航行船規則及び 
関連検査要領並びに船用材料・機器等の承認及び認定要領における改正点の解説 

（コンピュータシステムの使用承認） 
 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 B 編，D 編，自動化設備規則，高速船規

則，旅客船規則（外国籍船舶用），内陸水路航行船規

則（外国籍船舶用）及び関連検査要領並びに船用材

料・機器等の承認及び認定要領中，コンピュータシ

ステムの使用承認に関する事項について，その内容

を解説する。なお，本改正は，次の(1)及び(2)のとお

り適用されている。なお，(1)については船舶の所有

者又は機関の製造者からの申出により，2018 年 12
月 25 日前に建造契約が行われた船舶にも適用する

ことが可能である。 
(1) 鋼船規則 B 編，D 編，自動化設備規則，高速船

規則，旅客船規則及び内陸水路航行船規則並び

に関連検査要領： 
2018 年 12 月 25 日以降に建造契約が行われる船

舶に適用 
(2) 船用材料・機器等の承認及び認定要領： 

2018 年 12 月 25 日から適用 
 
2．改正の背景 

 
プログラム等のソフトウェアにより制御される

システム（以下，「コンピュータシステム」という。）

においては，コンピュータウイルス等の特有のリス

クへの対策が必要となる。このため，IACS は，ラ

イフサイクル全体にわたる品質管理によりコンピュ

ータシステムの健全性を確保する旨規定する IACS
統一規則 E22(Rev.2)を 2016 年 6 月に採択した。本会

は，主たる方法として，個々の製造物（以下，「個品」

という。）に対して審査及び試験を実施することを想

定し，同統一規則を既に本会規則に取入れている。 
その後，本会は，型式ごとに同統一規則への適合

を確認するため，予め代表的な個品に対して審査及

び試験を実施する方法として，自動化機器の環境試

験において実績のある使用承認の取扱いを導入する

べく引き続き検討していた。 
その結果，コンピュータシステムの製造者による

品質システムの運用，コンピュータシステムの設計，

製造工場における試験等に関する要件について，個

品の審査及び試験に代わり，使用承認により当該要

件への適合を確認するための要件を規定すべく，関

連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 
主な改正点は以下のとおりである。 

(1) 船用材料・機器等の承認及び認定要領第 7 編 8
章において，コンピュータシステムの使用承認

に関する要件を規定した。本章の規定に基づき

使用承認を受けたコンピュータシステムには証

明書が発行される。 
使用承認を受けたコンピュータシステムは，鋼

船規則検査要領 D 編附属書 D18.1.1 に関する要

件のうち，個品に対して次の事項を省略するこ

とが可能である。 
(a) 鋼船規則検査要領 D 編附属書 D18.1.1 中 1.2

に規定する図面及び資料の提出（ただし，

船舶ごとに仕様の異なる部分及び船舶に搭

載されるコンピュータシステムの一覧を除

く。） 
(b) 鋼船規則検査要領 D 編附属書 D18.1.1 中

3.1.3 に規定する船上に搭載する前の統合

試験の実施 
また，使用承認を受けたコンピュータシステム

は，同要領 8.8.1 に規定する情報（製造者名，

承認番号等）を個品ごとに表示する必要がある。 
なお，証明書の有効期間は 5 年であるため，更

新の手続きが必要となる。また，有効期間の途

中であっても，使用承認を受けたコンピュータ

システムの仕様や製造者の品質システム等を変

更しようとする場合は，その変更について本会

の承認が必要となる。（この場合，有効期間は延

長されない。） 
(2) その他，次のとおり，規則の明確化，構成の変

更等を行った。 
(a) 鋼船規則 B 編 2.1.2 及び 2.1.3，高速船規則

2 編 2.1.2 及び 2.1.3 並びに内陸水路航行船

規則 2 編 2.1.2 及び 2.1.3 に規定する機関関
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係の提出図面及び資料について，承認用又

は参考用のいずれであるかが明確になるよ

う要件を整理した。 
(b) 自動化設備規則 2.2.1 において，諸自動化

設備の登録検査に際し，鋼船規則 D 編 18
章に規定する図面及び資料，構造及び配置

を示す図面，船内試験方案の提出が必要で

ある旨明記した。 

(c) 鋼船規則検査要領 D 編附属書 D18.1.1 にお

いて，提出図面及び資料，試験等に関する

要件が明確になるよう，一部の表現を修正

した。 
(d) 船用材料・機器等の承認及び認定要領第 7

編 1 章において，同 8 章と同様の構成にな

るよう要件を改めた。 

 
 

17. 鋼船規則B 編，自動化設備規則及び高速船規則並びに関連検査要領における改正点の解説 
（機関，艤装及び火災安全設備の定期的検査） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 B 編，自動化設備規則及び高速船規則並

びに関連検査要領中，機関，艤装及び火災安全設備

の定期的検査に関する事項について，その内容を解

説する。なお，本改正は，2018 年 6 月 29 日以降に

申込みのある船舶の検査に適用されている。 
 
2．改正の背景 

 

本会は，就航後の船舶が国際条約等により要求さ

れる構造及び設備要件を満足していることを確認す

るため，IACS 統一規則 Z1 に基づき，定期的検査の

要件を規定しているが，当該規定は，各船の機関，

艤装及び火災安全設備の設計条件及び仕様等に応じ

て適切な対応が図れるよう，一般的な規定に留めて

いた。 

一方，実際の定期的検査においては，検査に関す

る詳細要件が規定された IMO の「検査と証書の調和

システムに基づく検査ガイドライン」に準拠したチ

ェックリストを検査員が使用することで，上記の構

造及び設備要件を満足していることを確認してきた。 
上記の検査に関する慣行につき，定期的検査にお

ける十分な実績が得られていることから，検査に関

する当該詳細要件を本会規則に反映するため，総会

決議 A.1104(29)を参考に関連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 

鋼船規則 B 編，自動化設備規則及び高速船規則並

びに関連検査要領において総会決議 A.1104(29)を参

考に検査項目を詳細に規定し直した。本改正による

改正箇所は多岐に渡るため，その一覧を参考として

表 8 に示す。 

 
表8 改正箇所一覧 

規則/要領 章 節 条 

鋼船規則B 編 3 章 年次検査 

3.2 船体，艤装，消火設備及び

備品の年次検査 

3.2.8 代替設計及び配置 
表B3.2 現状検査 
表B3.3 効力試験 
表B3.4 区画及びタンクの内部検査 

3.3 機関の年次検査 

3.3.1 現状検査 
3.3.2 効力試験 
3.3.3 代替設計及び配置 
表B3.7 効力試験 
表B3.8 タンカー，液化ガスばら積船

及び危険化学品ばら積船の

追加の効力試験 
3.4 液化ガスばら積船の特別

要件 
表B3.9 液化ガスばら積船の特別要

件 
3.5 危険化学品ばら積船の特

別要件 
表B3.10 危険化学品ばら積船の年次

検査における特別要件 
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規則/要領 章 節 条 

鋼船規則B 編 4 章 中間検査 4.2 船体，艤装，消火設備及び

備品の中間検査 4.2.7 圧力試験 

自動化設備規則 2 章 自動化設備の

検査 2.3 維持検査 2.3.2 年次検査 

高速船規則 

2 編 
3 章 定期的検査及

び機関計画検

査 

3.3 船体の年次検査 3.3.1 要件 

3.6 機関の年次検査 
3.6.1 現状検査 

3.6.2 効力試験 

鋼船規則 
検査要領B 編 

B3 年次検査 

B3.2 船体，艤装，消火設備及び

備品の年次検査 
B3.2.2 現状検査 
B3.2.3 効力試験 

B3.3 機関の年次検査 
B3.3.1 現状検査 
B3.3.2 効力試験 

B3.4 液化ガスばら積船の特別

要件 
B3.4.1 一般 
B3.4.2 検査 

B3.5 危険化学品ばら積船の特

別要件 
B3.5.1 一般 
B3.5.2 検査 

B4 中間検査 

B4.2 船体，艤装，消火設備及び

備品の中間検査 B4.2.7 圧力試験 

B4.3 機関の中間検査 B4.3.1 現状検査 
B4.4 液化ガスばら積船の特別

要件 B4.4.2 検査 

B4.5 危険化学品ばら積船の特

別要件 B4.5.2 検査 

高速船規則 
検査要領 

2 編 
3 章 定期的検査及

び機関計画検

査 

3.6 機関の年次検査 

3.6.1 現状検査 

3.6.2 効力試験 

 
 

18. 鋼船規則B 編，高速船規則検査要領及び内陸水路航行船規則検査要領における改正点の解説 
（定期的検査の時期の変更繰上げ） 

 
1．はじめに 
 

2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 B 編，高速船規則検査要領及び内陸水路

航行船規則検査要領（外国籍船舶用）に規定される

定期的検査の時期の変更繰上げに関する事項につい

て，その内容を解説する。なお，本改正は，2018 年

6 月 29 日から適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
船級又は設備登録を維持するための年次検査及

び中間検査は，検査基準日の前後 3 ヶ月以内に実施

しなければならない旨，船級規則あるいは設備規則

に規定されている。この検査実施期間は，検査ウイ

ンドウと呼ばれている。また，この検査ウインドウ

に該当しない時期にあっても船主の申込みがあれば，

その時期を繰り上げて行うことができるよう各規則

に規定されている。 
検査の時期を繰り上げて実施した場合，これ以降

の次回の定期的検査までの年次検査及び中間検査の

実施時期は，繰り上げて実施した日から 3 ヶ月を経

過した日を新たな検査基準日とみなして実施するこ

ととなっていた。しかし，MARPOL 等の条約検査の

場合，同様に検査の実施を繰り上げた場合，次回の

定期検査までの年次検査及び中間検査の実施時期は，

繰り上げて実施した日から 3 ヶ月以内の任意の日を

新たな検査基準日に指定することができ，船級検査

（設備検査を含む）と条約検査の検査基準日の設定

方法が異なっていることから，検査実施の利便性向

上からその取扱いを統一するよう業界から求められ

てきた。 
このため，船級及び設備登録を維持するための定

期的検査の時期の変更繰上げに関する規定を条約検

査と同様に取扱えるよう規定を改めることとした。

なお，従来の 3 ヶ月を経過した日を新たな検査基準
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日と定める規定は，日本国における法律に倣ったも

のであり，日本籍船舶用規則については改正は行わ

ないこととする。 
 
3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。 

(1) 次の検査要領において，新たな検査基準日は，

検査完了の日から 3 ヶ月を超えない任意の日と

するよう記載を改めた。 
 Guidance for the Survey and Construction of St

eel Ships / Part B: B1.1.4, B11.1.2 
 Guidance for High Speed Craft / Part 2: 3.2.1 
 Guidance for the Survey and Construction of In

land Waterway Ships / Part 2: 1.1.4 
(2) なお，次の規則は，改正を行っていないものの，

鋼船規則 B 編の該当箇所を引用しているため，

実質的に規則が変更されていることに注意す

る必要がある。 
 Rules for Marine Pollution Prevention Systems 
 Rules for Safety Equipment 
 Rules for Radio Installations 
 Rules for Anti-Foulling Systems on Ships 
 Rules for Ballast Water Management Installatio

ns 
 Rules for Cargo Refrigerating Instalations 
 Rules for Diving Systems 
 Rules for Automatic and Remote Control Syste

ms 
 Rules for Navigation Bridge Systems 
 Rules for Preventive Machinery Maintenace Sys

tems 
 Rules for Integrated Fire Control Systems 
 Rules for Hull Monitoring Systems 
 Rules for Centralized Cargo Monitoring and Co

ntrol Systems 
 
 

19. 鋼船規則検査要領B 編における改正点の解説 
（倉口蓋及び倉口縁材の切替え板厚） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則検査要領 B 編中，倉口蓋及び倉口縁材の

切替え板厚に関する事項について，その内容を解説

する。なお，本改正は，2018 年 12 月 25 日以降に申

込みのある船舶の検査に適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
鋼船規則検査要領 B1.3.1-3.において，ネット寸法

手法に基づく鋼製倉口蓋及び倉口縁材の切替え基準

を，建造時の適用規則ごとに規定している。これら

の切替え基準は，原則として建造時の板厚から規則

ごとに規定される腐食予備厚を差し引いたものに

0.5mm 加えた値を切替え板厚として規定し運用して

いるが，一部の要件において参照規則の変更に伴い，

適用すべき切替え基準が不明確となっていた。 
このため，倉口蓋及び倉口縁材の切替え基準が明

確になるよう，関連規定を改めた。 
 

3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則検査要領 B 編 B1.3.1-3.(4)において，建

造時の適用規則に応じて，鋼製倉口蓋及び倉口

縁材の切替え基準が明確になるよう改めた。な

お，同項における「建造時の板厚を特に増して

いる場合については本会の適用と認める値と

することができる」とは，建造時において縦強

度の観点から増厚されている場合も含まれる。 
(2) 鋼船規則検査要領 B 編 B2.1.2-1.(1)において，船

体関係の提出図面に関する参照規則を改めた。 

 
 

20. 鋼船規則検査要領B 編における改正点の解説 
（単船側構造のばら積貨物船の精密検査における油圧式アーム付車両の使用） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則検査要領 B 編中，単船側構造のばら積貨

物船の精密検査における油圧式アーム付車両の使用

に関する事項に 1 月 1 日以降に申込みのある船舶の
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検査に適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
IACS 統一規則 Z10.2 では，単船側構造のばら積貨

物船の船体検査に関する要件が定められている。こ

のうち，載貨重量 100,000 トン以上の船舶に関し，

建造後 10年以上の中間検査及び第 2回以降の定期検

査の倉内肋骨の精密検査にあっては，倉内肋骨の中

間部，下部及び下部肘板に限り，油圧式アーム付車

両の使用が認められており，本会も同要件を関連規

則に取入れている。 
この程，IACS は，倉内肋骨の上部に対する油圧

式アーム付車両（チェリーピッカー等）の使用の可

否について検討を行い，その結果，最大作業高さが

17m を超えない場合であって，検査員が適当と認め

た場合，倉内肋骨の上部又はその他の構造の精密検

査に油圧式アーム付車両を使用できるよう UR 
Z10.2 の改正を行い，2017 年 9 月に UR Z10.2(Rev.34)
として採択した。 

このため，IACS UR Z10.2(Rev.34)に基づき，関連

規定を改めた。 

3．改正の内容 

 
鋼船規則検査要領 B 編 B1.4.2-10.(3)において，載

貨重量 100,000 トン以上の単船側構造のばら積貨物

船における建造後 10年以上の中間検査及び第 2回以

降の定期検査にあっては，最大作業高さが 17m を超

えない場合であって，検査員が適当と認めた場合，

倉内肋骨の上部又はその他の構造の精密検査に油圧

式アーム付車両を使用できるよう明記した。ここで，

イメージ図を図 5 に示す。 
 

 

図 5 ケープサイズ（約 200,000DWT）の検査を 

想定した中央断面図 

 
 

21. 鋼船規則検査要領B 編及び内陸水路航行船規則検査要領における改正点の解説 
（かさ歯車の強度） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則検査要領 B 編及び内陸水路航行船規則検

査要領（外国籍船舶用）中，かさ歯車の強度に関す

る事項について，その内容を解説する。なお，本改

正は，2018 年 6 月 29 日以降に承認申込みのあるか

さ歯車に適用されている。 
 
2．改正の背景 

 

本会規則においては，歯面の表面硬化処理を施し

た大型のかさ歯車にて，歯面内部で発生する主せん

断応力による歯の破損が報告されたことから，同様

の損傷を防止するために，かさ歯車の歯面内部強さ

の要件を規定している。 
一方で業界より，小型のかさ歯車では，歯面内部

強さを高めるために硬化層深さを増すことが，靱性

の低下を引き起こし，新たな損傷の原因となる恐れ

がある旨の指摘があり，本会は当該規定の適用範囲

の検討を行った。その結果，歯面内部で発生する主

せん断応力による歯の損傷事例は，小型のかさ歯車

では報告されていないこと等から，当該規定は小型

のかさ歯車には適用しないこととした。 
上述の背景に基づき，また，参照規格を最新のも

のとするべく，関連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 

改正箇所は鋼船規則検査要領 D編 D5.3.1及び内陸

水路航行船規則検査要領 7 編 3.3.1 であり，その内

容は以下のとおりである。 
(1) 2. で 述 べ た 理 由 か ら ， 外 端 歯 先 円 直 径 が

1,100mm 未満のかさ歯車にあっては，歯面内部

のビッカース硬さの最小値に関する要件を適用

しない旨規定した。なお，外端歯先円直径が

1,100mm 未満という基準は，歯面内部強さに関

する過去の損傷事例及び実績のある他船級規則

について検討し，決定したものである。 
(2) 歯面内部のビッカース硬さの最小値の算式に用

いるヘルツ接触面圧の値が大きくなると，2.で
述べたように，過剰に硬化層深さが増し，新た
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な損傷の原因となる恐れがあったことから，

IACS UR M56 及び ISO 6336 を参考に，当該値

の上限を 1,500MPa とする旨規定した。 
(3) かさ歯車の歯面内部強さ，歯の曲げ強さ及び歯

面の面圧強さに関する規定において参照する規

格を，ANSI/AGMA 2003 から ISO 10300 に改め

た。 

 
 

22. 鋼船規則C 編及び関連検査要領における改正点の解説 
（バラスト兼用倉の倉口蓋） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 C 編及び関連検査要領中，バラスト兼用

倉の倉口蓋に関する事項について，その内容を解説

する。なお，本改正は，2019 年 6 月 25 日以降に建

造契約が行われる船舶に適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
IACS において，ばら積貨物船，鉱石運搬船及び

兼用船以外の船舶（コンテナ運搬船や一般貨物船等

の船舶）の貨物用倉口に関する要件を IACS 間で共

通とすべく，2011 年 5 月に IACS 統一規則 S21A が

制定された。本会も同統一規則に基づき，関連規定

を鋼船規則に取入れている。 
当該規定が適用となる船舶のうち，バラスト兼用

倉を有する船舶の倉口蓋にあっては，当該規定に加

え，バラスト漲水時におけるバラストによる荷重に

対して十分な強度を有する必要がある。しかしなが

ら，現行規定においては，具体的な取扱いが明確に

なっていなかった。 
このため，バラスト兼用倉の倉口蓋に対し，バラ

スト荷重の取扱いを明確にすべく，関連規定を改め

た。 
 

3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則 C 編 20.2.14 として，バラスト兼用倉

に設ける鋼製倉口蓋及び倉口縁材は，バラスト

荷重に対して十分な強度を有するよう特別な

考慮を払う必要がある旨規定した。 
(2) 鋼船規則検査要領 C 編 C20.2.14 として，バラス

ト兼用倉の倉口蓋及び倉口縁材について，バラ

スト荷重を考慮した標準となる強度要件を規

定した。 

 
 

23. 鋼船規則C 編及びCS 編における改正点の解説 
（倉口蓋の支持部材に使用される材料） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 C 編及び CS 編中，倉口蓋の支持部材に

使用される材料に関する事項について，その内容を

解説する。なお，本改正は，2018 年 12 月 25 日から

適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
IACS 統一規則 S21A（UR S21A）では，ばら積貨

物船，鉱石運搬船及び兼用船以外の船舶（コンテナ

運搬船や一般貨物船等）の貨物用倉口に関する要件

が定められており，倉口蓋の支持部材に使用される

材料として，船体用圧延鋼材，硬化鋼材及び樹脂性

材料を用いた場合のそれぞれの許容公称表面圧力に

関する要件が規定されている。 
このうち，樹脂性材料については低摩擦材料を念

頭に規定されたものであるが，業界より樹脂性材料

以外の低摩擦材料の取扱いが不明確との問い合わせ

があったことを受け，IACS は，本要件が樹脂性材

料を含む一般的な低摩擦材料に対する要件であるこ

と を 明 確 に す べ く 改 め ， 2018 年 2 月 に UR 
S21A(Rev.1, Corr.1)として採択した。 

このため，IACS UR S21A(Rev.1, Corr.1)に基づき，

関連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 
鋼船規則 C 編 20 章 表 20.10 及び鋼船規則 CS 編 
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表 CS19.10 に規定される倉口蓋の支持部材に使用さ

れる材料の表記について，「樹脂性材料」を「低摩擦

材料」に改めた。 

 
 

24. 鋼船規則C 編，CS 編及び P 編並びに関連検査要領一部改正案における改正点の解説 
（高張力鋼の材料係数） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 C 編，CS 編及び P 編並びに関連検査要

領一部改正案中，高張力鋼の材料係数に関する事項

について，その内容を解説する。なお，本改正は，

2018 年 7 月 1 日から適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
IACS 統一規則 S4(Rev.3)には，高張力鋼の材料係

数が規定されている。このうち，YP40 鋼の材料係

数として 0.68 が採用されていたが，一部の船級にお

いてはコンテナ船を中心に既に 0.66 での運用実績

を有していたこともあり，0.66 を引き続き適用する

ためにリザベーションを表明したため，船級間での

取扱いに差異が生じていた。 
そこで IACS では，当該係数を船級間で統一的に

運用するために，各船級での取扱い等も参考として

検討を行い，結論として，追加で疲労強度評価を行

うことを条件に 0.66 を認める旨明確化した IACS 統

一規則 S4(Rev.4)が採択された。 
このため，IACS 統一規則 S4(Rev.4)に基づき，関

連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 
YP40 鋼の材料係数について，構造の疲労強度評

価の結果に基づき，本会が適当と認める場合には

0.66 とすることができる旨を鋼船規則中の関連規定

に追記した。従来，NK では特にコンテナ船に対し

て同様の取扱いを認めている。本改正により，規則

上では全船種に対して材料係数 0.66 が使用可能と

なるが，高張力鋼の使用に伴う板厚の減少も考慮す

る必要があるとの判断から，個船ごとに降伏強度，

座屈強度及び疲労強度に基づき総合的に判断する取

扱いとする。なお，本会が適当と認める疲労強度評

価としては，例えば別途発行している疲労強度評価

ガイドラインの要件を適用又は準用する事を考えて

いる。

 
 

25. 鋼船規則検査要領C 編並びに船用材料・機器等の承認及び認定要領における改正点の解説 
（FRP 製品（グレーチング）） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則検査要領 C 編並びに船用材料・機器等の

承認及び認定要領中，FRP 製品（グレーチング）に

関する事項について，その内容を解説する。なお，

本改正は，2018 年 12 月 25 日から適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
本会は，船舶に使用される歩路や足場に FRP 製品

を使用する場合の要件として，USCG PFM2-98 を参

考に，その耐火性能及び使用可能場所を既に本会検

査要領等に規定してきた。 
一方，USCG PFM2-98 は，ASTM International（以

下，ASTM）Committee F25 によりその見直しが図ら

れ，2014 年に工業規格 ASTM F3059（海洋構造物及

び船舶に使用される繊維補強ポリマー（FRP）グレ

ーチングの標準仕様）が制定された。本規格は，

USCG PFM2-98 がその対象としていた耐火性能のみ

ならず腐食性，耐久性といった一般仕様も含めたも

のとなっており，船舶への FRP 製グレーチングの適

用をより適切に評価できるものとなっている。 
今般，本会規則においても，ASTM F3059-14 に従

った試験手法を本会の規定する製造法承認試験と同

等以上の手法として認めるとともに，この手法によ

って製造法承認を受けた FRP 製品（グレーチング）

については，その適用箇所についても ASTM 
F3059-14 に従って船舶への適用が可能となるよう

関連規則を改めた。 
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3．改正の内容 

 

-1. 船用材料・機器等の承認及び認定要領 
船用材料・機器等の承認及び認定要領には，FRP

製品の使用承認に関する試験及び検査に関する規定

を設けている。FRP 製品の使用承認は，本会の規定

する製造法承認試験（以下，NK 試験）を実施しな

ければならないが，NK 試験のうち防火保全性試験，

火炎伝播性試験については，NK 試験より，ASTM 
F3059-14 に規定する試験（以下，ASTM 試験）が同

等又はより厳しい試験内容であることから，ASTM
試験を NK 試験と同等と見なすことができる旨明確

に規定した。 
また，従来規定してきた NK 試験に関する記述に

一部誤植が認められたため，これらについても今回

の改正により修正を行っている。 

-2. 鋼船規則検査要領 C 編附属書 1.1.7-5. 
鋼船規則検査要領 C 編附属書 1.1.7-5.において，

FRP 製品に対して要求される防火保全性など，FRP
製品を設置する船舶の場所ごとの適用要件を表

1.3.1 に規定している。この適用要件は，船用材料・

機器等の承認及び認定要領に規定する NK 試験に基

づき規定されたものである。 
一方，規則において NK 試験と同等以上と規定し

た ASTM 試験は NK 試験の試験基準や合格基準とは

異なるため，ASTM 試験を適用し承認された FRP 製

品を従来の適用要件に従って船舶の各場所に適用す

ることに合理性はない。このため，ASTM 試験に従

って承認された製品については，ASTM F 3059 に規

定された船舶の場所ごとにおける適用要件を適用し

てよい旨規定した。 

 
 

26. 鋼船規則U 編における改正点の解説 
（風波中復原性要件） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 U 編中，風波中復原性要件に関する事項

について，その内容を解説する。なお，本改正は 2018
年 12 月 29 日以降に建造契約が行われる船舶に適用

されている。 
 
2．改正の背景 

 
2008 年の非損傷時復原性に関する国際コード

（2008 IS コード）では，風波中復原性要件において

係数 r（有効波傾斜係数：船体表面に作用する圧力

分布は実際の波の表面とは異なり，その影響が波傾

斜を減じたような効果となって現れるため，これを

表現するために導入された係数）が定義されている。 

一方，鋼船規則 U 編においても同様に係数 r を定

義しているが，2008 IS コードの前身となる非強制の

国際コード（決議 A.749(18)）を取入れた際，当時の

実験結果を参考として，算式により導入された値が

1 を超える場合は 1 とする旨独自に規定している。 
しかしながら，強制化後の 2008 IS コードとの不

整合が生じていることから，鋼船規則 U 編における

有効波傾斜係数 r の定義を 2008 IS コードに沿うよ

う改めた。 
 
3．改正の内容 

 
鋼船規則 U 編 2.3.1-1.(2)において，風波中復原性

要件における有効波傾斜係数 r の定義を 2008 IS コ

ードに沿うよう，独自に規定した「ただし，1.0 を

超える場合は 1.0 とする」という一文を削除した。

 
 

 27.  鋼船規則U編，O編及びP編並びに関連検査要領及び無線設備規則検査要領における改正点の解説 
（洋上風力発電設備設置船） 

 
1．はじめに 

 
2018年 10月 25日付一部改正により改正されている鋼

船規則 U 編，O 編及び P 編並びに関連検査要領及び無線

設備規則検査要領（日本籍船舶用）中，洋上風力発電設

備設置船に関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2019 年 4 月 25 日以降に建造契約が行

われる船舶に適用されている。ただし，申込みがあれば，

2019 年 4 月 25 日より前に建造契約が行われた船舶に本

改正を適用することができる。 
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2．改正の背景 

 

鋼船規則 O 編 11 章には洋上風力発電設備設置船に適

用する要件を規定しており，当該要件は自航する船舶を

想定している。一方，近年においては自航しない洋上風

力発電設備設置船も計画されるようになっており，適用

すべき要件の明確化が求められていた。 
そのため，当該船舶に適用する要件を明確とすべく検

討を行うとともに，鋼船規則 O 編 11 章において船舶の

形式に応じて適用する要件が明確となるよう総合的に見

直しを行った。このため，本検討結果に基づき，関連規

程定を改めた。 
併せて，洋上風力発電設備設置船等の揚貨作業を行う

船舶を対象に，IMO 第 97 回海上安全委員会（MSC97）
において採択された揚貨作業中の非損傷時復原性要件

（決議 MSC.415(97)）を参考に，揚貨作業中の復原性基

準の関連規定を改めた。 
 

3．改正の内容 

 

本改正は，2.で述べたとおり，洋上風力発電設備設置

船に関連する規則において，船舶の形式に応じて適用す

る要件が明確となるよう総合的に見直しを行った。例え

ば，船型及びバージ型船舶については，鋼船規則 C 編及

びQ編等の通常の船舶や鋼製はしけに対する要件を適用

することとしている。また，甲板昇降型船舶については，

その構造，復原性及び乾舷は海底資源掘削船等の海洋構

造物に類似したものであることから鋼船規則 P編の要件

を，その他の規定（機関，電気，防火及び消防等）につ

いては通常の船舶に対する要件を適用するよう整理した。

なお，その他の規定にあっても甲板昇降型船舶の構造上，

安全の為に必要な規定については鋼船規則 P編を参考に

規定した。O 編 11 章において形式に応じて適用となる規

則を以下の表9にまとめる。また，主な改正内容及びそ

の他の規則の改正について 3.1 以降に解説する。 
 

表9 本改正に基づく洋上風力発電設備設置船の適用規則 

 船型／バージ型 甲板昇降型 備考 
11.2 復原性 C編，U編 P編 揚貨作業中の復原性要件を別

途考慮すること。 
11.3 水密隔壁及び閉鎖

装置 
C編，CS編，Q編 P編 - 

11.5 船体艤装 C編，CS編，Q編 P編 - 
11.6 位置保持設備 P編 - 
11.7 機関 D編 - 
11.8 電気設備 H編 - 
11.9 防火構造及び脱出

設備 
R編 最大搭載人員が多い場合にあ

っては，特別な考慮をすること

。* 
11.10 消火設備 R編 R編 

加えて，P編15.2.2-11.に
規定する水中ポンプ及び

給水装置に関する規定を

満足すること。* 

最大搭載人員が多い場合にあ

っては，特別な考慮をすること

。* 

11.11 安全設備 安全設備規則 
 
推進機関を有しない船舶

にあっては，安全設備規

則各章の適用を免除する

ことがある。* 

P編 
 
推進機関を有しない船舶

にあっては，安全設備規

則各章の適用を免除する

ことがある。* 

この場合，国内法規にも適合し

なければならないことに注意

する必要がある。* 

11.12 無線設備 無線設備規則 
 
推進機関を有しない船舶にあっては，無線設備規則各

章の適用を免除することがある。 

 

11.13 居住衛生設備 居住衛生設備規則 
 
推進機関を有しない船舶にあっては，居住衛生設備規

則各章の規定の一部又は全部の適用を免除すること

がある。 
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 船型／バージ型 甲板昇降型 備考 
11.14 揚貨設備 揚貨設備規則による他，本会の適当と認めるところに

よる。 
ブームレスト等の揚貨設備の

支持設備は，風荷重並びに船体

の運動及び傾斜による付加荷

重に耐え得るよう適切に設計

されなければならない。 
*：3.1以降に詳細を解説する。 
 

3.1 鋼船規則O編における主な改正点 

(1) 11.2 復原性 
復原性について具体的な改正点は以下のとおりである。 

(a) 甲板昇降型船舶については，一般船舶と比べ非

常に幅広かつ浅喫水であり，海洋構造物に類似

した構造を有するため，主に海洋構造物に対す

る要件を規定する鋼船規則P編を適用すること

とした。 
(b) 船型及びバージ型船舶については，一般船舶と

比べ非常に幅広かつ浅喫水となる船舶を考慮

し，現行規定により難い場合は，本会の適当と

認めるところによる旨を規定した。なお，本会 
 

が適当と認める復原性要件としては，主に海洋

構造物に対する要件を規定する鋼船規則P編を

適用又は準用することを考えている。 
(c) 揚貨作業中の復原性については，船舶が「岸壁

等に係船又は同等の手段により船舶を固定し

ない場合」かつ「浮上状態での揚貨作業を計画

している場合」の復原性要件として，IMO決議

MSC.415(97)を参考に規定した。3.2(1)に詳細を

解説する。なお，甲板昇降型船舶が甲板昇降装

置により脚を海底に着底させ，揚貨作業を行う

場合については，本要件の適用対象とはならな

い。 
(2) 11.3 水密隔壁及び閉鎖装置 
水密隔壁及び閉鎖装置に関し，甲板昇降型船舶に適用

される要件については，主に海洋構造物に対する要件を

規定する鋼船規則P編の規定を適用することとした。 
(3) 11.5 船体艤装 
船体艤装に関し，甲板昇降型船舶に適用される要件に

ついては，主に海洋構造物に対する要件を規定する鋼船

規則P編の規定を適用することとした。また，タンクの

塗装に関して，その適用を明確にするため文言を一部修

正している。 
(4) 11.6 位置保持設備 
位置保持設備については，特段の規定を設けていなか

ったが，洋上風力発電設備設置船には海洋構造物と同水

準の位置保持設備が搭載されることから，鋼船規則P編
に従う旨を規定した。 

 
(5) 11.7 機関 
最大搭載人員の多い船舶にあっては，デッドシップ状

態からの復帰に関し，内航船や小型の船舶に適用される

軽減規定の適用について，特別な考慮をする旨規定した。

本規定は，洋上風力発電設備設置船においては通常の船

舶に比べて多くの作業員が乗船することが想定されるこ

とから設けている。特別な考慮の例として，関連検査要

領に旅客船に対する規定を適用することや人数が多いこ

とに対するリスク評価等を行うこととしている。 
(6) 11.8 電気設備 
最大搭載人員の多い船舶にあっては，主電源設備の装

備台数並びに非常電源設備に関し，内航船や小型の船舶

に適用される軽減規定の適用について，特別な考慮をす

る旨規定した（上記(5)を参照）。 
(7) 11.9 防火構造及び脱出設備 
防火構造及び脱出設備については，船舶の形式に係ら

ず通常の船舶の防火構造，脱出設備及び消火設備を対象

とする鋼船規則R編の規定を適用する。ただし，最大搭

載人員が多い場合にあっては，特別な考慮をする旨規定

している。この特別な考慮については，上記(5)に示す例

の他に，作業員に適切な教育及び訓練を施すことが対応

として考えられる。 
(8) 11.10 消火設備 
消火設備については，船舶の形式に係らず通常の船舶

の防火構造，脱出設備及び消火設備を対象とする鋼船規

則R編の規定を適用する。ただし，甲板昇降型船舶にあ

っては，鋼船規則P編に規定する，甲板が昇降している

間の消火のための水中ポンプ及び給水装置に関する要件

を追加で規定した。要件については以下の通り。 
(a) 水中ポンプを使用する，少なくとも2系統の給

水装置により海水で満たされる消火主管から

水が供給されること。当該装置の1つの故障が

他の装置を動作不能にするものではないこと。 
(b) 船舶が昇降している間においても，40 m3以上

の海水が貯蔵されているバッファタンクから

海水が供給されること。 
 なお，最大搭載人員が多い場合の特別な考慮に

関しては上記(5)及び(7)参照。 
(9) 11.11 安全設備 
安全設備については，船舶の形式に係らず通常の船舶
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の安全設備に対する要件を規定する安全設備規則の各章

の規定を適用することとし，甲板昇降型船舶にあっては，

海洋構造物に関する要件を規定する鋼船規則P編の規定

を準用することとした。 
また，船舶の形式にかかわらず推進機関を有しない船

舶にあっては，安全設備規則1 編1.1.1-2.で規定される

SOLAS条約及び国内法の適用免除の要件を参考に規定

された適用免除に関する要件を参照し，安全設備規則各

章の規定の一部又は全部の適用を免除することがある旨

を規定した。なお，作業船の用途等に応じて主管庁の判

断により，本会規則には規定されていないが国内法規に

規定される追加の要件を満たす必要があることを考慮し

て，国内法規にも適合しなければならないことに注意す

る必要がある旨を規定した。 
(10) 11.12 無線設備 
無線設備については，船舶の形式に係らず通常の船舶

に搭載される無線設備に対する要件を規定する無線設備

規則の各章の該当規定によることとし，また，推進機関

を有しない船舶にあっては，無線設備規則1.1.4を適用し，

無線設備規則の各章の規定の一部又は全部の適用を免除

することがある旨を規定した。なお，無線設備規則1.1.4
では，本会が適当と認める場合は無線設備の施設が免除

できると規定されているが，当設備規則検査要領におい

て「本会が適当と認める場合」とは，主管庁により当設

備の施設の免除が認められる場合をいうことが規定され

ている。この場合，船舶安全法施行規則の第四条の二に

規定される国土交通省の免除基準に基づき，当設備の施

設の免除が認められることとなる。 
(11) 11.13 居住衛生設備 
居住衛生設備については，船舶の形式に係らず通常の

船舶の居住衛生設備に対する要件を規定する居住衛生設

備規則の各章の該当規定によることとし，また，推進機

関を有しない船舶にあっては，居住衛生設備規則の適用

免除に関する規則1.1.1-2.に基づき，居住衛生設備規則各

章の規定の一部又は全部の適用を免除することがある旨

を規定した。 
(12) 11.14 揚貨設備 
揚貨設備については，船舶の形式に係らず通常の船舶

に搭載される揚貨設備に対する要件を適用するために，

揚貨設備規則の各章の該当規定によることとした。また，

海洋構造物に関する規則である鋼船規則P編と同様に，

建設工事等に使用されるデリックバージ等に搭載される

作業船特有の大型クレーン等にあっては，追加の安全措

置を講じる必要がある場合を考慮し，この他本会の適当

と認めるところによる旨も規定した。 
 

3.2 その他の鋼船規則及び設備規則の改正点 

(1) 揚貨作業中の復原性要件 

揚貨作業中の復原性については，IMO決議MSC.415(97)
を参考に規定した。本復原性要件は，まず，本要件を適

用する条件（以下に示す(a)）が規定されており，これら

条件を満たす船舶は，揚貨作業中の非損傷時復原性要件

（以下に示す(b)）を満足しなければならない。具体的な

要件は，以下の通り。 
(a) 鋼船規則 O 編 3.2.2，11.2.2 及び鋼船規則検査要

領 U 編 U1.1.1-3.として，附属書 U1.1.1-3.に新た

に規定した揚貨作業中の非損傷時復原性要件を

適用するための条件を規定した。適用対象とな

る船舶は，考慮する船舶が「岸壁等に係船又は

同等の手段により船舶を固定しない場合」かつ

「浮上状態での揚貨作業を計画している場合」

である。このとき，本船が想定する最大傾斜モ

ーメントに対して本船のスペックにより決定す

る閾値を超える場合，又は，揚貨荷重により船

の重心位置が 1%を超えて上がる場合には，揚貨

作業中の非損傷時復原性要件を適用する必要が

ある。 
(b) 附属書 U1.1.1-3.として，揚貨作業中の非損傷時

復原性要件に関する検査要領を規定した。本附

属書の復原性要件は，上記(a)に示す条件を満た

す船舶に適用するものである。本附属書におけ

る主な要件を次の(i)から(iv)に示す。 
(i) 1.1 一般 

本附属書において考慮すべき積付状態，傾

斜モーメントを規定した。また，本附属書

において使用される用語を定義した。 
(ii) 1.2 復原性基準 

揚貨作業を行う際の環境及び作業制限を規

定した。また，これら制限下での本船の復

原力曲線及び風の傾斜偶力てこに対する復

原性要件を規定した。併せて，揚貨作業中

に吊り上げているものが急に落下した場合

を想定した復原性要件を規定した。 
(iii) 1.3 代替手法 

1.2 に定める復原性基準の代替手法を規定

した。1.2 においては，船を傾斜させる揚貨

設備の荷重及び吊り上げによる荷重を含め

て本船の復原力曲線を計算していた。一方，

本代替手法は，これら揚貨設備の荷重及び

吊り上げによる荷重を傾斜モーメント及び

傾斜偶力てこに置き換え，復原性要件を規

定した。 
(iv) 1.4 復原性資料 

揚貨作業時に考慮すべき指示事項，設備の

仕様書，環境条件等を含めるよう規定した。 
(2) 海洋構造物等の機関及び電気設備 
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主に海洋構造物に対する要件を規定する鋼船規則P編
において，構造の類似性から，以下のように改めた。 

(a) デッドシップ状態からの復帰について規定する

鋼船規則 P 編 11.1.4 を，前述の 3.1 (5) 11.7 と同

様の取扱いとなるよう改めた。 

(b) 主電源設備の装備台数について規定する鋼船規

則 P 編 12.1.5 並びに，非常電源設備について規

定する鋼船規則P編 12.1.6を，前述の 3.1 (6) 11.8
と同様の取扱いとなるよう改めた。 

 
 
 

 

28. 鋼船規則検査要領 U 編及び旅客船規則検査要領における改正点の解説 
（復原性計算機のソフトウェア） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されている鋼

船規則検査要領 U 編及び旅客船規則検査要領（外国籍船

舶用）中，復原性計算機のソフトウェアに関する事項に

ついて，その内容を解説する。なお，本改正は，2018 年

7 月 1 日以降に建造契約が行われる船舶に適用されてい

る。 
 
2．改正の背景 

 
IACS は，船上に搭載する復原性計算機のソフトウェ

アに対する機能，計算精度及び承認等について，統一的

な運用のため，IACS統一規則L5 を 2004 年に制定した。

本会は同統一規則を，既に本会規則に取入れている。 
一方，2012 年 5 月に開催された IMO 第 90 回海上安全

委員会（MSC90）において，旅客船に対し，浸水事故後

の安全な帰港のために船長に操船上の情報を提供するた

め，船上に復原性計算機を備えること，又は，陸上から

の支援措置を有することを要求する SOLAS 条約第 II-1
章第 8-1 規則の改正が決議 MSC.325(90)として採択され

た。 
そこで IACS は，決議 MSC.325(90)で規定される浸水

事故後の旅客船の安全な帰港に関する情報を船長に提供

する手段である船上復原性計算機について，そのソフト

ウェアの機能や承認に関する要件を新たに規定し，2017
年 6月に IACS統一規則L5(Rev.3)として採択した。また，

同改正において，貨物船に対するソフトウェアに関する

一部不明確な規定の見直しも併せて行った。 
このため，IACS 統一規則 L5(Rev.3)に基づき，関連規

定を改めた。 
 

3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。 

3.1 鋼船規則検査要領U編 

鋼船規則検査要領 U 編附属書 U1.2.2 において，

貨物船に搭載する復原性計算機のソフトウェアの要

 
件を以下のとおり改めた。 
(1) 1.2.1 において，復原性計算機のソフトウェアの

タイプの定義を見直した。特に，タイプ 3 のソ

フトウェアは，三次元船体形状データから直接

計算された諸数値に基づいて損傷時復原性計算

を行うことと明記した。なお，ここで「三次元

船体形状データ」とは，オフセット表のように 
三次元空間上の座標データからなるデータも含

まれる。 

(2) 1.2.2 において，ソフトウェアの計算機能及びソ

フトウェアの出力項目を明確化した。なお，非

損傷時復原性に関する国際コード（IS コード）

のうち，非強制要件であるが，B 部 4 章にも，

ソフトウェアが出力すべき項目を規定している。

このことから，本会が必要と認める場合は追加

で出力項目を要求する旨 1.2.2-1.(8)に規定した。 

(3) 表 1 において，許容誤差の表示形式を改めた。

なお，具体的な数値に変更はない。また，許容

誤差に関する取扱いを脚注に規定した。更に，

表 1 中の以下の項目について見直しを行った。 

(a) 自由表面影響 (Free surface correction)は，

G0M で担保される項目であることから，表から

削除した。 
(b) 限界線(margine line)は，現在の SOLAS 条約

では使用していない用語であることから，適切

な表現に改めた。 
3.2 旅客船規則検査要領 4 編 

(1) 2.5.1 において，復原性計算機と陸上支援措置の

両方を備える場合の取扱いを規定した。また，

本編で特に規定がない場合，鋼船規則検査要領

U 編附属書 U1.2.2 に従う旨規定した。 
(2) 2.5.1 において，復原性計算機のソフトウェアの要件

を以下のとおり定めた。 
(a) SOLAS条約第II-1章第8-1規則に対応した復原

性計算機のソフトウェアをタイプ4とし，その定義

を規定した。 
(b) 通常の復原性計算機のソフトウェア（タイ

プ1，2及び3）とタイプ4のソフトウェアを個別
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に備えない場合の取扱いを2.5.1(2)(a)に規定し

た。また，タイプ4のソフトウェアに要求される

計算機能及び出力項目を規定した。 
(c) 復原性計算プログラムの計算精度の確認

手順について規定した。 

(d) タイプ4のソフトウェアの承認範囲は復原

性機能のみである旨規定した。 
 
 
 

 
 

29. 鋼船規則CSR-B&T編における改正点の解説 
（Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers, 1 January 2017, Rule Change 1） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 3 月 5 日付一部改正（外国籍船舶用）及び 2018

年 6 月 29 日付一部改正（日本籍船舶用）により改正され

ている鋼船規則 CSR-B&T 編中，Common Structural Rules 
for Bulk Carriers and Oil Tankers, 1 January 2017, Rule 
Change 1 に関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2018 年 7 月 1 日以降に建造契約が行わ

れる船舶に適用されている。 
 
2．改正の背景 

IACS において，ばら積貨物船及び油タンカーのため

の共通構造規則（Common Structural Rules for Bulk Carriers 
and Oil Tankers）の保守作業の一環として，定期的に規則

改正（Rule Change）及び誤記修正（Corrigenda）を行っ

ている。 
このうち，2017 年 1 月 1 日版のばら積貨物船及び油タ

ンカーのための共通構造規則（Common Structural Rules 
for Bulk Carriers and Oil Tankers 1 January 2017）に対する

規則改正が Rule Change Notice 1 として採択されたため，

関連規定を改めた。 
 

3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。 

(1) Rule Change Notice 1に基づいた改正点を付録に示

す。 
(2) 鋼船規則CSR-B&T編における誤記を修正した。 
 
付録．Rule Change Notice 1に基づく改正点 

1編 共通要件 

1章 一般原則 

4節 記号及び定義 

3.1.2 LLL, 乾舷用長さ 

凹入した船首形状の場合の乾舷用長さの測り方の例を

示す図 1 において，最小型深さの 85%（0.85D）の位置

における喫水線より上方で凹入する船首形状の場合の，

乾舷用長さの測り方がより明確となるよう図を修正した。 

3.1.5 喫水 

設計最小ノーマルバラスト喫水の定義において，バラ

スト水管理条約の発効に伴い，バラスト水処理装置を搭

載した船舶については，ローディングマニュアルに記載

する設計積付状態としてバラスト水交換時の積付状態は

考慮する必要はないことが明確となるよう定義を改めた。 

3.8.1 用語の定義 

用語の定義を規定する表7において，「ダクトキール」，

「プロペラ柱」，「ラダーポスト」，「船尾」及び「船

尾材」の定義が明確となるよう新規追加又は修正を行っ

た。 

2章 一般配置要件 

2節 隔壁配置 

1.1.1 

水密横隔壁の配置に関し，一般的にばら積貨物船及び

油タンカーにおいては，船尾隔壁が機関室後端隔壁にあ

たり，1 編 1 章 1 節 2.4.4 に規定する「機関区域」の定義

においても，機関区域は船尾隔壁及び貨物倉区域後端の

横隔壁の間と定義されていることから，本規定で要求さ

れる機関室後端隔壁は，船尾隔壁と同一として差し支え

ない旨が明確となるよう改めた。 

4節 交通設備 

2.1.1 点検設備 

SOLAS条約第II-1章第3-6規則に基づく点検設備の設

置要件について，その適用範囲を総トン数にかかわらず

船の長さが 150m 以上のばら積貨物船にも適用するよう

改めた。なお，本改正は IMO GBS 適合監査における指

摘事項（Observation）IACS/2015/FR9-15/OB/01 に対応す

るものである。 

3章 構造設計の原則 

2節 ネット寸法手法 

記号及び図3 

L2-断面のフランジの短い方の突出部の距離が明確と

なるよう定義を追加した。本改正は，後述の 1 編 8 章 5
節 2.3.4 の ywの改正に伴うものである。 

6節 構造詳細の原則 

10.4.10 上部スツール 

ばら積貨物船の波形隔壁の上部スツールの高さに関す
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る要件について，これまでの建造実績及び CSR において

は当該構造に対して直接計算の実施が強制であること等

を考慮して，スツール高さの上限の規定（波形部の深さ

の 3 倍）を削除するよう改めた。また，方形スツールの

場合の高さの取り方が明確となるよう改めた。 

7節 構造の理想化 

記号，1.4.6，表1，表2及び図15 

バルブプレートの有効塑性ネット断面係数の算定に関

し，考慮するバルブプレートの断面性能については，規

則の整合性を考慮して，同 1.4.1 の規定を用いるよう改め

た。これに伴い，バルブプレートの特性を示す表 1，表

2 及び図15を削除した。 

1.4.3 防撓材の有効せん断深さ 

防撓材の有効せん断深さの算定において，考慮する防

撓材及び付き板の腐食予備厚を適切に考慮できるよう算

式を改めた。 

1.4.4 防撓材の弾性ネット断面係数及びネット断面二

次モーメント 

同要件に規定する弾性ネット断面係数に加え，弾性ネ

ット断面二次モーメントの算定式を追加した。 

表4及び3.2.1 

降伏強度評価における板部材の荷重計算点（LCP）に

関し，トランサムに適用する動的外圧の荷重計算点が明

確となるよう改めた。 

4.1.1 

主要支持部材の荷重計算点（LCP）に関し，貨物倉区

域に設ける主要支持部材については，2 編「船種特有の

要件」に別途規定される関連要件も考慮すべきことが明

確となるよう改めた。また，荷重計算点はスパンの中点

で取ることが明確となるよう改めた。 

4章 荷重 

4節 ハルガーダ荷重 

2.2.4及び2.3.5 

浸水状態における許容静水中垂直曲げモーメント及び

許容静水中せん断力を考慮する場合，バラスト水交換中

の積付状態については，浸水状態を考慮する必要はない

ことが明確となるよう改めた。 

5節 外圧 

記号 

考慮する動的荷重ケースでの喫水線における波浪変動

圧PW,WLの定義において，考慮するy座標の位置が明確と

なるよう改めた。 

また，後述の同4.3.1及び4.4.1の改正に伴い，船楼及び

甲板室の設計圧力の算定における荷重計算点のz座標が

明確となるようzSDの定義を追加した。 

3.2.1及び3.2.2 

船底スラミング圧の評価は，バラスト水交換を実施す

る船舶にのみ適用となることが明確となるよう改めた。 

4.3.1及び4.4.1 

船楼及び甲板室の設計圧力の算定における荷重計算点

の z 座標が明確となるよう改めた。 

6節 内圧 

記号 

内圧の算定に用いる PPV の定義について，圧力逃し弁

の設計圧力ではなく，設計蒸気圧とするよう改めた。 

また，業界のプラクティスに合うよう鋼材の密度 ρST

を 7.8 から 7.85 に改めた。 

表13 設計試験水頭高さzST 

チェーンロッカーに対する設計試験水頭高さを，より

現実的な値となるよう，タンクトップからチェーンパイ

プの上端までとするよう改めた。 

8節 積付状態 

2.3.1 

ローディングマニュアルに記載する積付状態に関し，

バラスト水交換を実施する船舶に対してのみ，バラスト

水交換作業中の状態を含むことが明確となるよう改めた。 

4.1.1 航海状態 

ローディングマニュアルに記載するヘビーバラスト状

態に関し，要求される船首における型喫水の算定に使用

される船の長さを，トリム要件と整合させ乾舷用長さと

するよう改めた。 

4.2.1 一般要件 

ばら積貨物船の直接強度解析において考慮する積付パ

ターンに関し，最大バラスト喫水で任意の貨物倉を空と

する状態を考慮する場合，トップサイドタンクと二重底

タンクがつながっている構造配置にあっては，両タンク

が空と満載の両方を考慮する必要があることが明確とな

るよう改めた。 

5.1.1及び5.2.1 

疲労評価に用いる標準積付状態に関し，燃料油タンク

等が貨物倉区域に配置される場合，直接強度解析及び簡

易応力解析において考慮する注水高さは，それぞれ満載

及び半載とするよう改めた。 
5章 ハルガーダ強度 

付録2 縦曲げ最終強度 

2.3.1 

縦曲げ最終強度の評価における開口の考慮について，

関連する参照規定が明確となるよう改めた。 
6章 船体局部寸法 

2節 適用荷重 

1.2.2及び表1 

液体を運ぶことを計画しない水密区画の境界のうち，

浸水状態の面外圧力を考慮する対象部材には，強力甲板

を含むことが明確となるよう改めた。 

4節 板部材 

記号 
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板部材のネット要求板厚の算定に使用する係数 χのう

ち，非損傷状態でのばら積貨物船の内底板及びホッパ斜

板に適用される χ=0.70 は，貨物倉内の当該板部材にのみ

適用されることが明確となるよう改めた。 

2.6.3 上部スツール 

上部スツール側板の下部のネット要求板厚を求める参

照要件が明確となるよう改めた。 

5節 防撓材 

記号 

防撓材の要求寸法の算定に使用する係数 χのうち，非

損傷状態でのばら積貨物船の内底板及びホッパ斜板に適

用される χ=0.90 は，貨物倉内の当該板部材につく防撓材

にのみ適用されることが明確となるよう改めた。 

1.1.2 断面係数 

防撓材の最小ネット断面係数の算定に用いる許容曲げ

応力係数χCSについて，同1.1.1に規定する最小ネットウェ

ブ板厚の算定と同様に，χCSの上限値が1.0であることが

明確となるよう改めた。 

1.1.3 防撓材のグループ 

防撓材のグループ化の適用について，グループとする

防撓材とは，主要支持部材間の単一の防撓パネルに連続

して配置されたものであることが明確となるよう改めた。 

6節 主要支持部材及び梁柱 

記号 

主要支持部材の要求寸法の算定に使用する係数χのう

ち，非損傷状態でのばら積貨物船の内底板及びホッパ斜

板に適用されるχ=0.90は，貨物倉内の当該板部材につく

主要支持部材にのみ適用されることが明確となるよう改

めた。 

7章 直接強度評価 

2節 貨物倉の構造強度解析 

4.4.9及び図19 

船体中央部の貨物倉区域以外における曲げモーメント

の調整手順に関し，参照座標系との整合を図るため，船

長方向位置iにおける垂直曲げモーメントの符号を改め

た。 

3節 局部構造強度解析 

2.1.5 上甲板及び二重底の縦通防撓材と横隔壁構造と

の結合部 

船体中央部以外の貨物倉区域における上甲板及び二重

底の縦通防撓材と横隔壁構造との結合部に対する要求寸

法は，詳細メッシュ解析で同等の強度であることが証明

されない限り，船体中央部の貨物倉区域に対する要求寸

法以上とすることが明確となるよう改めた。 

8章 座屈 

2節 細長比要件 

図1及び表1 

これまで明確に規定されていなかったL2材及びL3材

の寸法パラメータ，細長係数が明確となるよう改めた。 

5節 座屈強度 

記号，図1及び表2 

これまで明確に規定されていなかったL2材及びL3材
の寸法パラメータ及び適用する修正係数Flongが明確とな

るよう改めた。 

2.3.4 座屈・最終強度 

一端スニップ他端連続の防撓材の座屈強度評価の手法

が明確となるよう改めた。また，これまで明確に規定さ

れていなかったL2材及びL3材の座屈強度評価において，

捩り変形による応力の算定に用いるyw（防撓材の断面中

心から防撓材のフランジの自由端までの距離(mm)）及び

慣性モーメントの考慮が明確となるよう改めた。 
9章 疲労 

2節 評価すべき構造詳細 

表2 

表2に示すスクリーニング疲労評価により評価すべき

構造詳細に関し，詳細メッシュ解析に関する参照規定が

適切なものとなるよう改めた。 

表3，表8，表9及び表10 

極詳細メッシュ解析により疲労評価すべき構造詳細の

うち，波形隔壁と下部スツール又は内底板との結合部に

関する要件については，横隔壁だけでなく縦通隔壁につ

いても同様に適用すべきことが明確となるよう改めた。 

3節 疲労評価 

6.2.1及び図6 

疲労強度改善のための溶接後処理に関する溶接止端部

のグラインディングについて，グラインディングの施工

範囲がより明確となるよう改めた。本改正は，”IIW 
Recommendations on Post Weld Improvement of Steel and 
Aluminum Structures”に基づくものである。 
4節 簡易応力解析 

表4 応力集中係数 

軸荷重を受ける防撓材の端部結合部の幾何学的な応力

集中係数Kaについて，トリッピングブラケットのソフト

トウに対するKaが，フラットバーのソフトトウにおける

Kaと同等の値となるよう改めた。 
6節 詳細設計標準 

表8 

油タンカー及び二重船側構造ばら積貨物船におけるビ

ルジホッパ上部の曲げ加工型ビルジホッパナックル結合

部の詳細設計標準に関し，横桁の近傍に追加する横ブラ

ケットは，フロアとビルジホッパ斜板との結合部の両側

に適切な距離で配置する旨を規定している備考3と整合

するよう図を改めた。 

また，ビルジホッパ上部のホッパナックル部の曲げ半

径の要件については，既に1編12章1節3に規定されている

ことから，本表の重要部位を示す図から削除した。 
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表11 

油タンカーにおける波形隔壁の結合部の詳細設計標準

に関し，波形隔壁と下部スツール頂板との結合部は，横

隔壁と縦通隔壁のどちらにも適用することが明確となる

よう改めた。 

10章 その他の構造 

1節 船首部 

3.3.6 主要支持部材 

船首部の船側外板近傍の主要支持部材のウェブのネッ

ト板厚の算定に使用するパネルの限界座屈応力について，

考慮する主要支持部材の座屈は，柱の座屈ではなく，板

の座屈に基づくべきであることから，参照要件を改めた。 

4.1.2 ブレストフック及び膜板 

ブレストフック及び膜板のネット板厚要件の適用範囲

が船首衝撃に対する補強範囲であることが明確となるよ

う改めた。 

3節 船尾部 

2.2.1, 2.2.2及び2.2.3 

現行2.2.3に規定していたプロペラ上方に位置する船

尾バラストタンクのフロア及びガーダに付く防撓材につ

いては，現行同2.2.1及び2.2.2の要件も適用すべきことか

ら，その適用が明確となるよう改めた。 

3.3.1 船体構造との結合 

船尾材と船尾構造との結合に関する本規定は，プロペ

ラ柱の下部に要求すべきものであり，要求寸法はプロペ

ラ柱の後端から船尾タンク隔壁にむかって延長すべきで

あることから，その旨が明確となるよう改めた。 

4.1.2 厚板の外板 

本規定で要求する船尾部の厚板の外板は，同4.1.1のネ

ット板厚以上とすべきことが明確となるよう改めた。 

4節 スロッシングを受けるタンク 

2.2.1 ネット断面係数 

スロッシング圧力を受ける防撓材のネット断面係数の

算定に使用する許容曲げ応力係数 Csについて，表 2 に規

定する許容曲げ応力係数 Csは，ハルガーダ応力に基づく

ものであり，ハルガーダ応力を受けない部材については，

表3によるべきことから，その旨が明確となるよう改め

た。 

11章 船楼，甲板室及び艤装品 

3節 艤装 

4節 甲板機器及び艤装品の支持構造 

アンカー，アンカーチェーン，曳航及び係留設備，船

体補強，索類等に関する要件を規定するIACS統一規則

A1及びA2並びにIACS勧告No.10の改正に伴い，これら

IACS統一規則及び勧告に基づき規定しているCSRの関

連要件を改めた。 

12章 建造 

3節 溶接継手の設計 

2.4.4 完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接の範囲 

本規定において，完全溶込み溶接又は部分溶込み溶接

の標準範囲を300mmと規定しているが，同2.4.7に規定さ

れるように別途適用範囲が規定されている場合もあるこ

とから，「特に規定されている場合を除き」との文言を

追加した。 

2.4.5, 2.4.6及び図3 

完全溶込み溶接と部分溶込み溶接の適用箇所が明確と

なるよう改めた。本改正は，損傷実績，関連業界からの

要望及びIACS勧告No.76 ”Bulk Carriers - IACS Guidelines 
for Surveys, Assessment and Repair of Hull Structure”並びに

No.96 ”Double Hull Oil Tankers - Guidelines for Surveys, 
Assessment and Repair of Hull Structures”等に基づいている。

なお，本改正はIMO GBS適合監査における指摘事項（

Observation）IACS/2015/FR1-8/OB/07に対応するものであ

る。 

2.5.2 

溶接脚長の算定に用いる開先形状による係数f2につい

て，開先なしの断続溶接の場合の適用が明確となるよう

改めた。 

表4 主要支持部材の溶接係数 

主要支持部材のウェブと外板等の構造部材との結合箇

所に対する溶接係数の適用範囲が明確となるよう改めた。 

表5 ビルジキールの結合 

ビルジキールの結合部の溶接脚長の要件に関し，ビル

ジキール端部の定義が明確となるよう改めた。 

13章 就航後の船舶，切替え基準 

1節 原則及び検査要件 

1.3.2 ハルガーダの断面特性 

本船に備付けられる中央断面図に含むハルガーダ断面

特性に関し，考慮する横断面については，より適切な表

現となるよう「典型的な」横断面という表現から「代表

的な」横断面という表現に改めた。 

2編 船種特有の要件 

1章 ばら積貨物船 

3節 局部寸法 

1.4.2 ブラケットの固着部のネット面積 

倉内肋骨上部又は下部のカウンターブラケットとそれ

を支持する縦通防撓材との固着部のネット面積について，

同1.4.1に規定する当該防撓材のネット断面係数の算定の

考え方と整合するようネット面積の算定手法を改めた。 

4.1.4 許容貨物荷重 

業界のプラクティスに合うよう鋼材の密度ρSTを7.8か
ら7.85に改めた。 

5節 ハッチカバー 

7.2.1 

ハッチカバーのガスケットの要件に関し，ハッチカバ

ーの自重及びハッチカバー上積載する貨物重量を，適切
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に船体構造に伝達するために，使用する支持パッドにつ

いては技術的な経験等に基づき，様々な材料のものを使

用することができるよう改めた。 

 
 
 

 
 

 

30. 鋼船規則 D 編における改正点の解説 
（空気管及びオーバフロー管） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されている鋼

船規則 D 編中，空気管及びオーバフロー管に関する事項

について，その内容を解説する。なお，本改正は，2018
年6月29日以降に製造中登録検査の申込みが行なわれる

船舶から適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
鋼船規則 D 編 13 章 13.6 において，すべてのタンク及

びコファダムには，いずれの部分からも容易に換気する

ことができる十分な断面積を有する空気管を設けなけれ

ばならない旨規定している。また，複雑な形状のタンク

やタンク長さが 7m を超えるタンクには，空気管が液封

することを防ぐ為，複数本の空気管を設置するよう規定

している。 
一方，オーバフロー管を設ける場合，一般的にオーバ

フロー管が空気管の機能を代替することができるため，

空気管の代替としてオーバフロー管を使用してきた実績

があるものの，これに対する規則が整備されていなかっ

た為，今般，実績を基にオーバフロー管を空気管として

代替できる条件を明確にし，規則を改めた。 
 
 

3．改正の内容 

 
2 本以上の空気管が要求されるタンクにオーバフロー

管を設置する場合，次に掲げる条件を満足することを条

件にオーバフロー管を空気管として使用して差し支えな

い旨規定した。 
 少なくとも1本の空気管が設置されること 

 オーバフロー管から大気までの空気の流れが確

保されること 

ここでいう，「大気までの空気の流れが確保される」

とは，オーバフロー管の接続先のタンクのアレージ

スペースが十分確保されており，接続先のタンクの

空気管断面積が，タンクの充填量に対し十分な断面

積を持っていることを意味している。このため，オ

ーバフロー管で接続されたタンク同士が，同時に充

填される場合は，同時充填による空気の放出量を確

保するよう空気管の断面積を考慮しなければならな

い。 
また，オーバフロー管の接続先のタンクにおいて，高

液面状態で当該タンクの空気管が閉塞されるような事象

がある場合は，この状態において，少なくとも接続元の

タンクの空気管が閉塞していないことにも注意が必要と

なる。 
 
 

31. 鋼船規則 D 編及び関連検査要領並びに船用材料・機器等の承認及び認定要領 
における改正点の解説 

（危険化学品ばら積船の貨物用管装置） 
 
1．はじめに 

 

2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 D 編及び関連検査要領並びに船用材料・

機器等の承認及び認定要領中，危険化学品ばら積船

の貨物用管装置に関する事項について，その内容を

解説する。なお，本改正の適用は以下のとおりであ

る。 
(1) 鋼船規則 D 編 14.6.2 及び鋼船規則検査要領 S 編

表 S5.4.1-2.中の各試験の改正： 
2018 年 6 月 29 日以降に申込みのあった試験に

適用 
(2) その他の改正 

2018 年 6 月 29 日から適用 
 
2．改正の背景 

 
本会は，鋼船規則 S 編において，船型タイプ 1 及

びタイプ 2 の危険化学品ばら積船の貨物管系統に使

用される管継手には，原則として鋼船規則 K 編の規

定に適合した材料を使用する旨定める一方で，JIS
規格等に適合した材料の使用を認める場合がある旨
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規定している。 
また，鋼船規則検査要領 D 編においては，製造工

程で熱間加工等を行う溶接式管継手であって，船用

材料・機器等の承認及び認定要領に従い使用承認を

受けたものは，JIS 規格等に適合した材料の使用を認

める旨規定している。 
このため，鋼船規則 S 編においても，当該鋼船規

則検査要領 D 編の規定を満足する管継手には，JIS
規格等に適合した材料の使用を認める旨明確にする

ため，関連規定を改めた。 
併せて，危険化学品ばら積船の貨物管系統に使用

される管装置に対する非破壊試験や水圧試験等の試

験要件について，試験の適用範囲を明確にするため，

関連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 
主な改正点は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則検査要領 S 編表 S5.4.1-2.の注釈(1)に
おいて，船型タイプ 1 及びタイプ 2 の危険化

学品ばら積船の貨物管系統に使用される管継

手 の 材 料 に 関 し ， 同 検 査 要 領 D 編

D12.6.1-1.(1)(a)ii)の規定に従い，製造工程で熱

間加工又は熱処理を行う場合であって，船用

材料・機器等の承認及び認定要領に従って使

用承認を受けた場合には，ISO，JIS 規格等の

国際規格又は国家規格に適合したものを使用

することができる旨規定した。 
(2) 鋼船規則検査要領 S 編表 S5.4.1-2.の「3. 管装

置の加工に対する工場における試験」の「非

破壊試験」において，船型タイプ 1 及びタイ

プ 2 の危険化学品ばら積船の貨物管装置の非

破壊試験の適用対象が，管相互，管と弁（又

はコック），管と管取付物の溶接部である旨が

明確になるよう規定した。 
(3) 鋼船規則検査要領 S 編表 S5.4.1-2.の「3. 管装

置の加工に対する工場における試験」の「水

圧試験」及び「5. 管装置の船内における試験」

において，貨物管装置以外の管に対する要件

を削除した。なお，当該表からは削除された

が，削除された要件と同様の内容が，鋼船規

則 D 編に規定されているため，従来の取扱い

に変更はない。 
 
 

 
 

32. 鋼船規則 D 編，高速船規則及び内陸水路航行船規則並びに  

関連検査要領における改正点の解説 

（コンピュータシステムの設計） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 D 編，高速船規則及び内陸水路航行船規

則並びに関連検査要領中，コンピュータシステムの

設計に関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2018 年 6 月 29 日以降に建造契約

が行われる船舶に適用されている。 
 

2．改正の背景 

 
プログラム等のソフトウェアにより制御されるシ

ステム（以下，「コンピュータシステム」という。）

の機能はソフトウェアに依存していることから，コ

ンピュータウイルス等の特有のリスクへの対策が必

要となる。このため，IACS は，ライフサイクル全体

にわたる品質管理によりソフトウェアの健全性を確

保する旨規定する IACS 統一規則 E22(Rev.2)を 2016
年 6 月に採択しており，本会は既に関連規則に取入

れている。 
当該統一規則に基づく要件については，これまで

の運用実績において，提出図面，試験，就航後の取

扱い等に関し一部不明瞭な点が確認された。このた

め，当該要件について，統一規則の意図がより明確

になるよう表現の修正を検討し，その結果に基づき，

関連規定を改めた。 
加えて，ハードウェアの保護や冗長性等に関する

要件について，従前の本会規則との整合を図るべく，

関連規定を改めた。 
 

3．改正の内容 

 
主な改正点は次のとおりである。 

(1) 鋼船規則 D 編 18.1.1 並びに鋼船規則検査要領 D
編 D18.1.1 及び附属書 D18.1.1 において，コンピ

ュータシステムに関する要件をより明確に記述

すべく，表現を改めた。ただし，実際の要求事

項については従前の規則と同様である。 
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(2) 鋼船規則 D 編 18.2.7 において，コンピュータの

ハードウェアに関する要件を次のとおり規定し

た。 
(a) 信頼性及び保全性 

コンピュータを使用したシステムであっても，

コンピュータを使用しないシステムと比較して

故障の頻度や修理の容易性で劣ってはならない

ため，-1.に一般要件として規定した。 
(b) コンピュータのハードウェア構成 

-2.(1)において，コンピュータのハードウェア

構成に関する一般的な規定を設けた。 
-2.(1)(a)は，一部のハードウェアの故障がコン

ピュータのダウンに至ることのないよう，また，

故障の影響を可能な限り最小に留めるよう計画

すべきことを求める規定である。 
-2.(1)(b)は，電源及び各種インターフェースの

入出力端子から侵入する電気的ノイズを受けた

際に，コンピュータを構成する機器の損傷や誤

作動に至らないよう保護することを求める規定

である。 
-2.(1)(c)は，異常状態の早期発見や誤作動の防

止のため，自己監視機能を備えることを求める

規定である。 
-2.(1)(d)は，給電の停止によりコンピュータが

一度停止した後も，プログラムの再インストー

ルなどをせずに再び起動し所定の機能を発揮で

きるよう求める規定である。主な対象は，船舶

の推進維持又は人命の安全に関わる制御システ

ム及び安全システム，M0 船及び MC 船の警報

システム等が挙げられる。 
-2.(1)(e)は，給電の停止により一度停止したコ

ンピュータが復旧した際に危険な動作をしない

よう，制御対象の機器の現状と協調することを

求める規定である。 
-2.(1)(f)は，予備品の支給形態について，乗組

員の手による修理が可能な単位とすることを想

定した規定である。ただし，専門家による修理

に備えた予備品の支給を禁じるものではない。 
-2.(1)(g)は，必要に応じて簡便にバックアップ

手段への切替えができるよう配慮すべきことを

定めるものである。 
(c) コンピュータのバックアップ手段 

-2.(2)において，主機の制御を行う唯一のコン

ピュータ及び安全システムを構成するコンピュ

ータに対するバックアップを設ける旨規定した。

なお，予備のコンピュータは専用のものである

必要はなく，他の用途のものを転用することと

してもよい。また，-2.(2)(a)において，コンピュ

ータによる機側専用の主機制御装置を設けてい

る場合には，これを予備のコンピュータとする

ことができる。 
(d) コンピュータシステムの独立性 

コンピュータを使用するシステムの独立性は，

原則として鋼船規則 D 編 18.2.4 及び 18.2.6 に従

って独立したものとする必要があるが，この独

立性を確保することが必ずしも合理的でない場

合もあると考えられることから，十分なバック

アップ手段を持つ場合には規定を緩和する旨を

-2.(3)に定めた。 
 
 

 
 

33. 鋼船規則検査要領 D 編における改正点の解説 
（クランク軸の強度計算） 

 
1．はじめに 

 

2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則検査要領 D 編中，クランク軸の強度計算

に関する事項について，その内容を解説する。なお，

本改正は 2018 年 7 月 1 日以降に承認申込みのあるク

ランク軸に適用されている。 
 

2．改正の背景 

 
IACS 統一規則 M53 においては，内燃機関のクラ

ンク軸の強度計算方法を規定しており，本会も同規

定を既に関連規則に取入れている。 
当該統一規則では，個々の船級の判断により，強

度計算に使用するクランクピンすみ肉部等の疲労強

度を実寸法のクランクスロー又は小試験片による疲

労試験に基づき算出することが認められている。 
同様に，高周波焼入れ等の表面処理を施したすみ

肉部及び油穴出口部の疲労強度の算出方法，並びに

油穴出口部における応力集中係数を当該統一規則に

規定している近似式の適用範囲外で算出する場合の

取扱いについても，個別に対応することになってい

る。 
これらの規定について，より統一的な運用を図る
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ため，IACS は，CIMAC（国際内燃機関連合）より

提案された疲労試験の評価指針，表面処理を施した

際の疲労強度の計算指針及び近似式に代わる有限要

素解析を用いた応力集中係数の計算指針をそれぞれ

当該統一規則に加える改正を 2017 年 6 月に IACS 統

一規則 M53（Rev.3）として採択した。 
このため，IACS 統一規則 M53（Rev.3）に基づき

関連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 
主な改正点は以下のとおりである。 

(1) 有限要素法を用いた，すみ肉部の応力集中係数

の計算手法を，鋼船規則検査要領 D 編附属書

D2.3.1-2.(2)の 1.4.4 項から削除し，新たに同編附

属書 D2.3.1-2.(2)付録 D1 として規定し直した。

これは，規則構成の整備が主な目的であり，基

本的に従来の規定事項及び取扱いに変更はない。 
(2) 鋼船規則検査要領 D 編附属書 D2.3.1-2.(2)の

1.7.1-2.及び 1.7.3-2.において，クランクピンすみ

肉部及びクランクピン油穴出口に対する疲労強

度を，実寸法のクランクスローもしくはクラン

ク軸，又はこれらから採取された小試験片によ

り求める場合には，同附属書 D2.3.1-2.(2) 付録

D2 に定める方法又はこれと同等の方法によっ

て算出する旨規定した。 
付録 D2 においては，IACS UR M53(Rev.3)の

Appendix IV に基づき，疲労試験の評価指針を定

めている。疲労試験は，実寸法のクランクスロ

ーを用いた試験及び小試験片を用いた試験の 2
通りに分けられ，すみ肉部の表面処理を行って

いないクランク軸の場合，小試験片を用いて疲

労強度を算出することができる。同付録では，

疲労強度を求める統計的手法として，ステアケ

ース法や試験片数が限定されている場合の適用

が考えられる修正ステアケース法といった疲労

試験方法を定めている。 
小試験片を用いる場合，疲労試験により得ら

れた疲労強度は，寸法効果を考慮する等，適切

な方法で実寸法のクランク軸の疲労強度に変換

する必要がある。実寸法のクランクスローを用

いる場合，疲労試験は，油圧試験機又は共振試

験機を用いて実施し，Gough-Pollard の手法を適

用することで，クランク軸寸法の適否を判定す

ることとなる。 
(3) 鋼船規則検査要領 D 編附属書 D2.3.1-2.(2)の

1.7.1-3.及び 1.7.3-3.において，すみ肉部表面及び

油穴出口部に表面処理を行う場合には，当該処

理部の強度計算を，同附属書 D2.3.1-2.(2) 付録

D3 に定める方法又はこれと同等の方法に従っ

て行う旨規定した。 
付録 D3 においては，IACS UR M53(Rev.3)の

Appendix V に基づき，表面処理されたすみ肉部

及び油穴出口の計算指針を定めている。当該指

針は，高周波焼入れ，窒化処理，冷間加工（冷

間ロール，ストロークピーニング）の一般に舶

用機関に採用されることが多いと考えられる 3
つの処理方法を対象としている。 

同付録では，すみ肉部及び油穴出口部におけ

る応力の評価方法（有限要素法及び計算式によ

る算出方法）や，前述の 3 つの表面処理方法ご

との局所疲労強度の算出方法（(2)の疲労試験の

実施方法や計算式による算出方法）を定めてい

る。 
クランク軸寸法の適否の判定は，油穴出口部，

クランクピンすみ肉部及びジャーナルすみ肉部

の等価変動応力及び疲労強度の比である許容係

数 Q が 1.15 以上であることを確認して行う。 
(4) 鋼船規則検査要領 D 編附属書 D2.3.1-2.(2)の

1.4.1-2.において，クランク軸の形状が規定の範

囲外の場合の当該クランクピンの油穴出口部の

応力集中係数を，同附属書 D2.3.1-2.(2)付録 D4
に定める方法又はこれと同等の方法を用いて算

出する旨規定した。 
付録 D4 においては，IACS UR M53(Rev.3)の

Appendix VI に基づき，有限要素法を用いたクラ

ンク軸の油穴出口部における応力集中係数の計

算指針を定めている。当該付録では付録 D1 と同

様，有限要素モデルや，有限要素解析に用いる

材料定数，荷重条件等を定め，クランクピン油

穴出口部のねじり及び曲げに関する応力集中係

数の導出方法を規定した。 
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34. 鋼船規則検査要領 D 編における改正点の解説 
（選択式触媒還元脱硝装置，排ガス再循環装置及び排ガス浄化装置用の薬剤貯蔵タンクの配置等） 
 
1．はじめに 

 

2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則検査要領 D 編中，選択式触媒還元脱硝装

置，排ガス再循環装置及び排ガス浄化装置用の薬剤

貯蔵タンクの配置等に関する事項について，その内

容を解説する。なお，本改正は 2018 年 12 月 25 日以

降に承認申込みのあった SCR 脱硝装置，EGR 装置

及び EGCS，又は制定日以降に建造契約が行われる

船舶に搭載される SCR 脱硝装置，EGR 装置及び

EGCS に適用されている。ただし，船舶の所有者か

ら申込みがあれば，2018 年 12 月 25 日より前に建造

契約が行われた船舶に搭載される SCR 脱硝装置，

EGR 装置及び EGCS に適用することができる。 
 

2．改正の背景 

 
選択式触媒還元（SCR）脱硝装置，排ガス再循環

（EGR）装置及び排ガス浄化装置（EGCS）において

は尿素水，水酸化ナトリウム水溶液といった薬剤が

使用されるため，本会は，当該装置を備える船舶の

安全要件に関する規則改正を行い，2018 年 1 月 1 日

以降に承認申込みがあった装置等に適用している。 
当該安全要件において，独立型の薬剤貯蔵タンク

については，IACS 統一規則 M77 を参考に機関区域

に配置することを認める旨規定している他，同タン

クが設置される閉囲区画は換気回数を毎時 6 回以上

とする旨規定している。 
一方で，船殻の一部を構成する薬剤貯蔵タンクに

ついては，機関区域に隣接しないよう隔離する旨規

定していた他，同タンクに隣接する閉囲区画は換気

回数を毎時 20 回以上とする旨規定していたため，配

置要件及び通風要件において不整合が生じていた。 
このため，同統一規則を参考に，船殻の一部を構

成する薬剤貯蔵タンクの配置要件及び，当該タンク

に隣接する区画の通風要件を整合させるべく関連規

定を改めた。 
加えて，EGR 装置の検査に関する規定については

EGCS の検査に関する規定を準用して実施する旨規

定していたが，一部の規定において製造工場等又は

造船所等で実施すべき検査等が明記されていなかっ

たため，これらが明確になるよう改めた。 
 
3．改正の内容 

 
主な改正点は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則検査要領 D 編附属書 D1.3.1-5.(1)1.5.1-5.
及び同附属書 D1.3.1-5.(2)1.5.1-5.において，船殻

の一部を構成する薬剤貯蔵タンクと，機関区域

との隣接が認められるよう改めた。 
(2) 鋼船規則検査要領 D 編附属書 D1.3.1-5.(1) 

1.5.3-3.及び同附属書 D1.3.1-5.(2) 1.5.2-3.におい

て，船殻の一部を構成する薬剤貯蔵タンクに隣

接する区画の通風要件として，独立型の薬剤貯

蔵タンクを設置する閉囲区画の通風要件を準用

するよう改めた。 
(3) 鋼船規則検査要領 D 編附属書 D2.1.1-5. 1.2 にお

いて，準用元としている附属書 D1.3.1-5.(2)に合

わせ章立てを見直した。また，製造工場及び造

船所等で行う試験を明確にした。 
 
 

35. 鋼船規則検査要領 D 編及び旅客船規則検査要領における改正点の解説 
（特殊な推進装置に対する SOLAS 条約の適用） 

 
1．はじめに 

 

2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則検査要領 D 編及び旅客船規則検査要領中，

特殊な推進装置に対する SOLAS 条約の適用に関す

る事項について，その内容を解説する。なお，本改

正は 2018 年 12 月 25 日以降に承認申込みのあったウ

ォータージェット推進装置及び旋回式推進装置，又

は，2018 年 12 月 25 日以降に建造契約が行われる船

舶に搭載されるウォータージェット推進装置及び旋

回式推進装置に適用されている。 
 

2．改正の背景 

 
SOLAS 条約第 II-1 章第 29 規則等において，船舶

は主操舵装置及び補助操舵装置を設ける旨及びこれ

らのうち一方が故障した場合においても他方の機能

が停止することのないように配置する旨規定されて

いる。IACS は，当該規定をウォータージェット推進

装置，旋回式推進装置等の特殊な推進装置に対して
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適 用 す る 際 の 解 釈 と し て IACS 統 一 解 釈

SC242(Rev.1)を採択し，本会は同統一解釈を本会規

則に取入れていた。 
その後，2017 年 3 月に開催された IMO 第 4 回船

舶設備小委員会（SSE4）において IACS 統一解釈

SC242(Rev.1)の審議が行われた結果，SOLAS 条約第

II-1 章第 29.1 規則及び第 29.6.1 規則に規定される冗

長性の要件に関する解釈について整合が取れていな

い旨の指摘があり，合意が得られなかった。この審

議結果を受け，IACS は，同統一解釈を取り下げ，従

前の IACS 統一解釈 SC242(Corr.1)に戻すこととした。 
このため，IACS 統一解釈 SC242(Corr.1)に基づき，

関連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 
IACS 統一解釈 SC242 に基づき規定している鋼船規則

検査要領D編附属書D1.1.3-1.に規定するウォータージェ

ット推進装置に関する要件及びD1.1.3-3.に規定する旋回

式推進装置に関する要件について，IACS 統一解釈

SC242(Rev.1) が 取 り 下 げ ら れ ， IACS 統 一 解 釈

SC242(Corr.1)に戻されたことから，本会の要件も同様に

改めた。なお，IACS 統一解釈 SC242(Corr.1)の取入れ時

の解説については，本会会誌第 298 号 2012 年(I 号)の 43
に記載している。 
主な改正点は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則検査要領 D 編附属書 D1.1.3-1.中 1.5.1-3.，
1.5.1-4.及び1.5.2-5.並びに同検査要領附属書D1.1.3-3.
中 1.4.1-3.，1.5.1-3.及び 1.5.1-4.において，特殊な推

進装置の動力装置等に故障が生じた後に，故障

した推進装置等を中立位置に調整し固定できる

ことを要求する規定を削除した。 
(2) 鋼船規則検査要領 D 編附属書 D1.1.3-1.中 1.6.3 及び    

同検査要領附属書 D1.1.3-3.中 1.6.3 において，各々

の推進装置の給電回路について，2 組以上とする旨

の規定を削除した。 
 
 

36.  鋼船規則検査要領 D 編及び内陸水路航行船規則検査要領における改正点の解説 
（操舵制御システムの独立性に関する統一解釈の一部修正） 

 
1. はじめに 

 

2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されている

鋼船規則検査要領 D 編及び内陸水路航行船規則検査

要領（外国籍船舶用）中，操舵制御システムの独立

性に関する統一解釈の一部修正に関する事項につい

て，その内容を解説する。なお，本改正は，2011 年

7 月 1 日以降に建造契約が行われた船舶に適用され

ている。 
 

2. 改正の背景 

 
IACS 統一解釈 SC94(Rev.2)においては，SOLAS 条

約第 II-1章第 29規則に規定されている操舵装置の制

御システムの設計要件に関する解釈として，当該制

御システムの独立性について規定されており，本会

は既に同規定を関連規則に取入れている。 
 
本統一解釈に関し，IACS 統一解釈 SC94(Corr.1)と

して，「2 組のフォローアップ制御及び自動操舵又は

その他追加の制御機能を持つ操舵制御システムの原

理図式例」について誤記修正が公表されたことから，

本修正に基づき，図の誤記を改めた。 
 
3. 改正の内容 

 

操舵制御システムの構成例を示す図において，操舵モー

ド選択スイッチに関わる破線を延長した（本解説の図6

に，赤色で示した箇所） 
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図6 2組のフォローアップ制御及び自動操舵又はその他追加の制御機能を持つ操舵制御システムの原理図式例 

 

 

37.  鋼船規則 GF 編及び関連検査要領における改正点の解説 
（二次防壁の溶接施工法承認試験等） 

 

1．はじめに 

 
2018年 12月 25日付一部改正により改正されている鋼

船規則 GF 編及び関連検査要領中，二次防壁の溶接施工

法承認試験等に関する事項について，その内容を解説す

る。なお，本改正は 2018 年 12 月 25 日以降に申込みのあ

った試験に適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
鋼船規則 N 編 6 章には IGC コードに基づき，液化ガス

ばら積船の貨物タンク，プロセス用圧力容器及び二次防

壁の溶接施工法承認試験に関する要件を規定している。

このうち，二次防壁に関する同要件の運用については，

各船級の判断に委ねられていることから，本会では二次

防壁が船体構造の一部を構成する場合を考慮し，原則と

して船体構造に関する溶接施工法承認試験等の要件を定

めた鋼船規則M編4章の規定を準用することとしている。 
同承認試験の一環で実施する衝撃試験の試験温度にあ

っては，IGC コードでは母材の設計温度に基づく温度と

している一方，鋼船規則 M 編 4 章では母材の種類ごとに

一定の温度としており，同じ鋼材であっても条件によっ

て試験温度が異なる場合があった。しかしながら，二次

防壁が確保すべき靱性レベルは，その機能面から，IGC
コードの規定による貨物タンク等の一次防壁と同等とし

て問題ないと考えられることから，二次防壁に対する当

該試験温度を一次防壁に整合させる取扱いが明確になる

よう，関連規定を改めた。 
なお，低引火点燃料船に対しても同様の要件を規定し

ていることから，上記主旨に基づき鋼船規則 GF 編の関

連規定も改めた。 
 

3．改正の内容 

 

主な改正内容は以下のとおりである。 

3.1 鋼船規則GF編 

 表 GF7.5 の表記に関して，IGF コードの表記と不整合

があったため，関連規定を改めた。 

3.2 鋼船規則検査要領GF編及びN編 

GF16.3.3-5.にあっては，鋼船規則 GF 編表 GF7.3 及び

表 GF7.4 に規定されている材料が，同表に定められた最

低設計温度より高い設計温度で使用される場合（すなわ

ち，オーバースペックとして使用される場合）に関して，

同様の要件が規定されているGF6.4.13-2.を参照するよう

文言を改めた。 
二次防壁の溶接施工法承認試験及び製品溶接確認試験
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における衝撃試験の試験温度に関しては，一次防壁に対

する取扱いと整合させ，かつ GF6.4.13-2.及び N4.19.2 の

要件によりオーバースペックとして鋼材を用いる場合も

考慮し，溶接される母材に対する規定の温度とする旨明

記した。

 
 

38.  鋼船規則 GF 編及び関連検査要領における改正点の解説 
（日本籍船舶におけるIGFコードの取扱い） 

 

1．はじめに 

 

2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 GF編及び関連検査要領（日本籍船舶用）

中，日本籍船舶における IGF コードの取扱いに関す

る事項について，その内容を解説する。なお，本改

正は 2018 年 12 月 25 日から以下のいずれかに該当す

る船舶に適用されている。 
(1) 2017 年 1 月 1 日以降に建造契約が行われる船舶 
(2) 2017 年 7 月 1 日以降に起工又は建造開始段階に

ある船舶（建造契約がない場合） 
(3) 2021 年 1 月 1 日以降に引渡しが行われる船舶 
(4) 2017 年 1 月 1 日以降に低引火点燃料の使用のた

めの改造が行われる船舶 
(5) 2017 年 1 月 1 日前に低引火点燃料の使用を承認

された船舶であって，2017 年 1 月 1 日以降に他

の低引火点燃料の使用を開始する船舶 
 

2．改正の背景 

 
2015 年 6 月に開催された IMO 第 95 回海上安全委

員会（MSC95）において，低引火点燃料船の安全要

件を定める IGF コードが決議 MSC.391(95)として採

択された。また，同コードに関する統一解釈が 2016
年 11 月に開催された IMO 第 97 回海上安全委員会

（MSC97）において承認され，MSC.1/Circ.1558 とし

て回章されている。本会は，既に同コード及び関連

する統一解釈を本会規則に取入れている。 
当該 IGF コードの採択に伴い，国土交通省におい

ても，船舶機関規則，危険物船舶運送及び貯蔵規則

等をはじめとする関係法令が改正された。この程，

同コードにおける主管庁が判断する要件等の取扱い

を明確にするべく船舶検査心得が改正されたことか

ら，同検査心得に基づき，関連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 
2018 年 3 月 30 日付で改正された船舶機関規則等

に関する船舶検査心得（国海安第 318 号）基づき，

IGF コードに関する規則及び要領を改めた。主な改

正点は以下のとおりである。 
(1) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF3.2 において，天然

ガスを燃料として使用する船舶については，規

則 GF 編 5 章から規則 GF 編 17 章までの規定を

満たすことによって，規則 GF編 3.2.1から 3.2.18
までの機能要件に適合するものとする旨規定し

た。例えば，規則 GF 編 3.2.9 に規定するガスを

放出しない設計は，規則 GF 編 6 章の規定等を

満足することで達成される。 
(2) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF4.2 において，リス

ク分析手法については，MSC-MEPC.2/Circ.12 又

は本会のリスク評価ガイドライン附属書 2 ガス

燃料船のリスク評価ガイドラインを参照する旨

規定した。 
(3) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF6.7.2 において，圧力

逃し装置の容量について，一体型タンクに隣接

するインタバリアスペースにおける圧力逃し装

置の容量は独立型タンクタイプ A と同様に決定

して差し支えない旨の規定を削除した。従って，

当該スペースにおける圧力逃し装置の容量は，

設計者により，別途算出される必要がある。 
(4) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF7.3.2-3.において，管

の厚さの下限を算出する際に用いる継手効率の

値について，電気抵抗溶接管に対する継手効率

は，非破壊検査により溶接部に有害な欠陥がな

いことが確認されたものを除き 0.85とする旨規

定した。なお，非破壊検査により溶接部に有害

な欠陥がないことが確認されたものについては，

1.0 として差し支えない。 
(5) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF7.3.4 において，鋼管

以外の管の場合の許容応力の取扱いを明確化し

た。銅管及び銅合金管の許容応力は規則 D 編表

D10.3 に掲げる値とし，鋼管，銅管及び銅合金

管以外の管の許容応力については，本会に資料

を提出する旨規定した。 
(6) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF7.3.6-2.において，高

圧燃料管装置に用いられる弁及び伸縮継手につ

いて，JIS 又はこれと同等の基準に適合するもの

を本会の承認を受けたものとして扱う旨規定し

た。 
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(7) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF17.3 において，天然

ガスを燃料として使用する船舶の燃料取扱いマ

ニュアルについては，次に掲げる事項を含める

旨規定した。 
(a) 燃料のバンカリング，貯蔵及び移送に関す

る事項 
(b) 燃料貯蔵タンク及び燃料管装置を空にする

こと並びにパージ及び通気するための手順 
(c) バンカリングオペレーションに関する事項 
(d) 燃料装置のイナーティング及びパージング

の手順 
(8) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF17.5.4-4.において，

作業時に使用する適切な人身保護装具とは，長

袖の静電気帯電防止作業服（船舶検査心得では

静電作業服），ヘルメット，皮手袋，安全靴及び

保護眼鏡である旨規定した。 
(9) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF17.5.7 において，毒

性の蒸気を発生させるおそれのある防熱装置の

例として，防熱材にウレタンフォームを使用す

るもの等である旨規定した。 
(10) 鋼船規則 GF 編 3.2.16，10 章の表題，17.5.7 及び

同検査要領 GF7.3.3 等において，船舶検査心得

の表現に従って文言を改めた。 
 

 

 

39. 鋼船規則 GF 編，K 編及び N 編における改正点の解説 
（GF編又はN編が適用される金属材料） 

 
1．はじめに 

 
2018年 12月 25日付一部改正により改正されている鋼

船規則 GF 編，K 編及び N 編中，GF 編又は N 編が適用

される金属材料に関する事項について，その内容を解説

する。なお，本改正は 2018 年 12 月 25 日以降に検査申込

みのあった材料に適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
本会の定める鋼船規則においては，船体構造，艤装品

及び機関等の部材に使用される材料に関する要件を鋼船

規則 K 編に規定している。一方，IGF コード又は IGC コ

ードに規定される材料に関連する要件については，それ

ぞれ鋼船規則 GF 編 7 章又は N 編 6 章に取入れている。 

鋼船規則 GF 編及び N 編においては，それぞれ適用さ

れる船舶の設計様式に応じ，材料に求められる性能基準

を中心に規定していることから，一般事項について定め

る鋼船規則K編についても併せて適用する体系としてい

るが，例えば衝撃試験等，同類の項目について異なる要

件を定めている場合もあり，その適用が不明確な場合が

あった。 
このことから，鋼船規則 GF 編，K 編及び N 編におい

て，上記の取扱いが明確になるよう関連規定を改めた。 
 

3．改正の内容 

 

鋼船規則「K 編及び GF 編」又は「K 編及び N 編」に

規定する要件において，重複するものについては鋼船規

則 GF 編又は N 編の要件を優先して適用する旨明記した。 
 

 
40. 鋼船規則GF編及びN編並びに関連検査要領における改正点の解説 

（船橋窓に対する保全防熱性）

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 GF 編及び N 編並びに関連検査要領中，

船橋窓に対する保全防熱性に関する事項について，

その内容を解説する。なお，本改正は，2018 年 6 月

29 日から適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
液化ガスばら積船及び低引火点燃料船において，

貨物エリアあるいは燃料タンクに面した居住区域等

の境界の保全防熱性に関し，液化ガスのばら積運送

のための船舶の構造及び設備に関する国際規則

（IGC コード）第 3.2.5 規則では，船橋窓に対し「A-0」
級以上の保全防熱性が要求されている。また，ガス

又は低引火点燃料を使用する船舶の安全に関する国

際規則（IGF コード）第 11.3.2 規則では，船橋甲板

の下面から上方の境界は船橋窓を含め「A-0」級の

保全防熱性とすることが要求されており，本会はい

ずれも既に規則に取入れている。 
これに対し，SOLAS 条約第 II-2 章のタンカーに対
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する要件では，船橋窓及び船橋全体に「A-0」級の

保全防熱性が要求されていないことや，IGF コード，

IGC コードの採択時には，船橋窓に設置されるよう

な大型窓で A-0 級保全防熱性を有したものが市場に

存在していなかったことから，2015 年 11 月に開催

された第 96 回海上安全委員会（MSC96）において，

IACS よりこれらの要件の整合性について問題を提

起し，要件の見直しが審議された。 
IMO における審議の結果，IGC コード及び IGF コ

ードの要件を SOLAS 条約のタンカーに対する要件

に整合させることが合意され，2016 年 11 月に開催

された IMO 第 97 回海上安全委員会（MSC97）にて

IGC コード改正案が，2017 年 6 月に開催された IMO
第 98 回海上安全委員会（MSC98）にて IGF コード

改正案が，それぞれ決議 MSC.411(97)及び決議

MSC.422(98)として採択された。しかし，SOLAS 条

約に基づくこれらコードの改正は，SOLAS 条約の 4
年ごと更新スキームが適用されるため，改正された

コードの施行は 2020 年が見込まれている。このため，

IMO では，同コード改正の早期適用を各主管庁に求

める MSC.1/Circ.1549 を発行し，各主管庁に対し同

コード改正の早期適用を促している。 
今般，決議 MSC.411(97)及び決議 MSC.422(98)並

びに MSC.1/Circ.1549 に基づき，関連規定を改めた。 

3．改正の内容 

 

改正点は以下のとおりである。 
(1) 鋼船規則 GF 編及び N 編において，船橋窓に対

する防火保全性に関する要件は従来のまま

（「A-0」級を要求する）とし，ただし書きと

して，本会が適当と認める場合にあっては，

「A-0」級以上とすることを要しない旨規定し

た。この規定は，先に述べたとおり SOLAS 条

約 4 年更新スキームの都合上，IGC コード及び

IGF コード上の記載が変わっていないことに由

来しており，IGC コード及び IGF コードの改正

が発効する 2020 年に合わせて規則を改正する

予定である。 

(2) 前(1)に記載したとおり，「本会の認める場合」

は，「A-0」級とすることを要しないが，ここ

でいう「本会の認める場合」についての規定を

それぞれ検査要領に規定している。検査要領に

おいて，各国主管庁が MSC.1/Circ.1549 に基づ

き IGC コード及び IGF コードの早期適用を認め

た場合をいう旨，規定している。このため，

MSC.1/Circular.1549 の取扱いについて各主管庁

への照会が必要な場合がある。 

  
 

41.  鋼船規則検査要領 GF 編における改正点の解説 
（ガス燃料供給装置の検査） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則検査要領 GF 編中，ガス燃料供給装置の

検査に関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は 2018 年 6 月 29 日以降に建造契約が

行われる船舶に適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
ガス又は低引火点燃料を使用する船舶の安全に

関する国際規則（IGF コード）では，燃料供給装置

の健全性を確認するための非破壊試験や圧力試験が

要求されており，本会も，検査員立会のもと当該試

験を実施する旨規定している。 
一方，IGF コードでは，ガス燃料の漏洩が検知さ

れた場合に備え，警報装置や当該燃料の供給を停止

する遮断装置といった各種の安全装置の備付けが要

求されているものの，当該安全装置の試験に関する

要件は規定されていない。 
当該安全装置は，船舶の安全を確保するための重

要な装置であることから，正常に作動することを検

査員立会のもと確認するべく，関連規定を改めた。 
 

3．改正の内容 

 
(1) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF14.3.7，GF15.2.2，

GF15.4.10 及び GF16.7.3 において，ガス燃料供

給装置に備える種々の安全装置が正常に作動

することを確認するべく，試験により次の(a)か
ら(c)の事項を確認する旨規定した。なお，これ

らの試験の際は，必ずしも実際にガス燃料を使

用する必要はないが，擬似的に信号を与えるこ

とでガスモードの運転状態を再現する必要が

ある。 
(a) ガス燃料ポンプ用電動機の警報及び自動遮

断の確認（GF14.3.7 及び GF15.4.10） 
(b) 燃料ガスの漏洩等に対する警報及びガス燃
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料供給の遮断の確認（GF15.2.2） 
(c) バンカリングラインの過圧防止及び燃料タ

ンクのオーバフロー防止用の遮断弁の閉止

時間の確認（GF16.7.3） 
(2) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF4.2.3 において，リ

スク評価の結果に基づき前(1)(a)から(c)と同様

に重要な追加の安全装置を備える場合に対応

するべく，当該安全装置によりリスクが排除及

び／又は低減されていることを試験により確

認する旨規定した。なお，当該試験の際には，

必ずしも実際にガス燃料を使用する必要はな

いが，擬似的に信号を与えることでガスモード

の運転状態を再現する必要がある。

 
 

42. 鋼船規則検査要領 GF 編における改正点の解説  
（ IGF コードの統一解釈）  

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正され

ている鋼船規則検査要領 GF 編中，IGF コードの

統一解釈に関する事項について，その内容を解

説する。なお，本改正は，2018 年 12 月 25 日か

ら適用されている。  
 
2．改正の背景 

 
近年，大気汚染防止対策に関する国際条約や

地域規制に対応するため，舶用燃料としてガス

燃料を採用する船舶（以下，「ガス燃料船」とい

う。）への関心が高まっている。これに対して

IMO では，ガス燃料船の安全確保のため，その

要件を定めた IGF コードが IMO 第 95 回海上安

全 委 員 会 （ MSC95 ） に お い て ， IMO 決 議

MSC.391(95)として採択されており，本会は既に

同コードを規則に取り入れている。  
一方 IACS は，IGF コードに規定される一部の

要件について，その運用に際し，不明確な点を

検討し，統一的な運用を図るための統一解釈（案）

を 2017 年 9 月に開催された IMO 第 4 回貨物運送

小委員会（CCC4）へ提出した。  
審議の結果，同小委員会において当該統一解

釈（案）は合意され，2018 年 5 月に開催された

IMO 第 99 回海上安全委員会（ MSC99）にて

MSC.1/Circ.1591 として承認された。  
このため，承認された MSC.1/Circ.1591 に基づ

き，関連規定を改めた。  
 

3．改正の内容 
 

制定及び改正点は以下のとおりである。  
(1) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF6.8.1 

鋼船規則 GF 編 6.8.1-2.中の「基準温度から算出

された値より大きい充填制限値を認めることが

あるが，95%を超えてはならない。」に関して，

同規則 6.8.1-1.により充填制限値を計算した結

果が 95%より小さい場合にのみ適用できる旨明

確化した。 
(2) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF11.3.1 

鋼船規則 GF 編 11.3.1-3.に規定する燃料格納設

備を含む区域の保護に関する要件において,「火

災の危険性が高い区画」として，少なくとも以

下の区域を対象とすることを明確化した。 
(a) 貨物区域（ただし，引火点が 60℃を超える

液体用の貨物タンク及び規則 R 編 10.7.1-2.
が適用される貨物区域は除く。） 

(b) 車両積載区域及びロールオン・ロールオフ

区域 
(c) 火災の危険性が高い業務区域（調理室，調    

理器具のある配ぜん室，サウナ，塗料庫，

ロッカ室 等） 
(3) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF15.3.2 において，タ

ンクコネクションスペースのビルジウェルに設

置が要求される液面計として，フロートスイッ

チ等の液面レベルスイッチが認められる旨明確

化した。 
(4) 旅客船規則検査要領 1 編 1.1.6 

前 (2)に規定の要件へ旅客船にのみ設定される

「特殊分類区域」及び「火災の危険性の高い居住     
区域」を追加した。 
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43. 鋼船規則検査要領 GF 編における改正点の解説  
（ガス燃料船のドリップトレイ）

 
1．はじめに 

 

2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正され

ている鋼船規則検査要領 GF 編中，ガス燃料船の

ドリップトレイに関する事項について，その内

容を解説する。なお，本改正は 2019 年 1 月 1 日

以降に建造契約が行われる船舶に適用されてい

る。  
 

2．改正の背景 

 
ガス又は低引火点燃料を使用する船舶の安全

に関する国際規則（ IGF コード）では，液化ガス

燃料貯蔵タンクを開放甲板上に配置する場合に

は，タンク接続部等からの漏洩から船舶の鋼材

を保護するためにドリップトレイを設置するよ

う規定している。  
一方，同コードでは，液化ガス燃料貯蔵タン

クを甲板下に配置しタンク接続部を開放甲板上

に配置する場合や，当該タンク及びタンク接続

部を甲板下に配置する場合の鋼材の保護方法に

ついては具体的に規定されていない。このため

IACS は，これらの場合の鋼材の保護方法を明確

にする IACS 統一解釈 GF2 を新たに制定した。  
このため，IACS 統一解釈 GF2 に基づき，関連

規定を改めた。  
 
3．改正の内容 

 
鋼船規則検査要領 GF 編 GF6.3.1-3.として，ド

リップトレイの要否を以下のとおり明確化した。 
(1) 液化ガス燃料貯蔵タンクを開放甲板上に配

置する場合には，ドリップトレイを備える

よう規定した。  
(2) 液化ガス燃料貯蔵タンクを開放甲板下に配

置し，タンク接続部を開放甲板上に配置す

る場合には，ドリップトレイを備えるよう

規定した。  
(3) 液化ガス燃料貯蔵タンク及びタンク接続部

を甲板下に配置する場合には，すべてのタ

ンク接続部をタンクコネクションスペース

内に配置するよう規定した。  
この場合，別途ドリップトレイを設ける必要

はないが，IGF コード上，タンクコネクショ

ンスペースは漏洩した燃料を安全に収容で

きるものとしなければならない点に留意す

る必要がある。  
 

 

 
 

44.  鋼船規則検査要領GF編及びN編における改正点の解説 
（防熱材の試験規格） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則検査要領 GF 編及び N 編中，防熱材の試

験規格に関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2018 年 6 月 29 日以降に建造契約

が行われる船舶に適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
鋼船規則検査要領 GF 編及び N 編においては，燃

料格納設備及び貨物格納設備の防熱材について，製

造者が設定し保証する仕様・物理的諸性質を満足す

るよう規定しており，その試験方法として，JIS や

ASTM 等の規格を試験方法として例示しているが，

これらの規格は，技術の進歩に応じ，絶えず制定改

廃がなされている。 
そのため，鋼船規則検査要領に例示されている規

格について，これまでの承認実績も考慮の上，技術

の進歩に対応したものとすべく，新たな規格を追加

するよう改めた。 
 

3．改正の内容 

 
鋼船規則検査要領 GF 編 附属書 1 表 12.1 及び同

検査要領 N 編 附属書 1 表 12.1 に例示されている防

熱材の試験方法に関する規格を現状に沿うよう更新

した。具体的には，本会にて防熱材の試験方法とし

て認めた実績のある規格を追加し，廃止又は統合さ

れた規格を整理した。なお，これらの表はあくまで
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試験方法として本会が認めた規格を例示するもので

あり，試験方法を限定するものではない。 
 

 
 

 
45. 鋼船規則検査要領 GF 編及び N 編における改正点の解説  

（ガス燃料機関の圧力逃し装置）  
 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されて

いる鋼船規則検査要領 GF 編及び N 編中，ガス

燃料機関の圧力逃し装置に関する事項について，

その内容を解説する。なお，本改正は，2018 年

6 月 29 日以降に起工又は同等段階にある船舶に

搭載される圧力逃し装置に適用されている。  
 
2．改正の背景 

 
ガス燃料船及び液化ガスばら積船に搭載され

るガス燃料機関にあっては，失火やメタンスリ

ップ等により，未燃ガスが排ガス管に漏洩及び

滞留することで爆発が生じるおそれがある。そ

のため，IGF コード第 10 規則及び IGC コード第

16 規則では，爆発に対するガス燃料機関の保護

を目的として，当該設備の主要な構成要素に対

する適当な圧力逃し装置の設置が要求されてい

る。  
当該規定に関し，ラプチャーディスク等の自

動閉鎖機能を有しない圧力逃し装置を設ける場

合，例えば排ガスが連続的に閉鎖区画内に噴出

することにより，同区画における酸素欠乏等の

おそれがある。従って，人的被害を未然に防ぐ

べく圧力逃し装置からの噴出ガスについては，

適切な場所へ放出できるよう措置する必要があ

る。  
このため，ガス燃料機関の圧力逃し装置に関

する規定を見直すべく，関連規定を改めた。  
 

3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。  

(1) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF10.2.2-2.，同編附

属書 3 中 2.3.2-3.及び附属書 4 中 2.3.2-3.並び

に N 編 N16.7.1，同編附属書 3 中 2.3.2-4.及
び附属書 4 中 2.3.2-3.において，ガス燃料機

関に設ける圧力逃し装置は，排ガスを連続的

に機関室又はその他の閉囲区画に逃さない

ものとする旨を規定した。これにより，機関

室又はその他の閉囲区画において，ラプチャ

ーディスク等の自動閉鎖機能を有しない圧

力逃し装置の排ガスの放出は認められない

こととなった。なお，安全弁等の自動閉鎖機

能を有する圧力逃し装置の排ガスの放出は，

これまでどおり人から離れた安全な場所に

向けられていることを条件に認められてい

る。  
(2) 前 (1)にいう鋼船規則検査要領GF編附属書 3

及び4並びにN編附属書 3及び 4の各規定にお

いて，ガス燃料機関に設ける圧力逃し装置の

作動により排気を行う際は，人から離れた安

全な場所に放出する旨を規定した。なお，当

該規定は，鋼船規則GF編10章10.2.2-3.及びN
編 16章 16.7 .1-4 .の要件と同様の内容を書き

なおしたものあり，これまでの取扱いとの変

更はない。  

 
 

46. 鋼船規則 H 編， I 編，安全設備規則及び無線設備規則並びに関連検査要領に  
おける改正点の解説  

（日本籍船舶における極海コードの取扱い（艤装及び火災安全設備関連））  
 
1．はじめに 

 

2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正され

ている鋼船規則 H 編，I 編，安全設備規則及び無

線設備規則並びに関連検査要領（日本籍船舶用）

中，日本籍船舶における極海コードの取扱い（艤

装及び火災安全設備関連）に関する事項につい

て，その内容を解説する。なお，本改正の適用

は以下のとおりである。  
(1) 2017 年 1 月 1 日以降に起工又は同等段階に

ある船舶に適用  
(2) 2017 年 1 月 1 日より前に起工又は同等段階
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にある船舶にあっては，2018 年 1 月 1 日以

降の最初の中間検査又は定期検査のいずれ

か早い方の時期までに適用  
 
2．改正の背景 

 
極海コードでは，極海（北極海域及び南極海

域）を航行する船舶に対する要件が規定されて

おり，本会もこれを規則に取入れている。  
当該極海コードの採択に伴い，国土交通省に

おいても，2016 年 12 月に，船舶設備規程，船舶

救命設備規則等をはじめとする関係法令が改正

された。2018 年 3 月には，関連する船舶検査心

得が新たに改正され，極海コードに規定される

極海域運航手順書の記載事項，着氷を除去又は

防止するための設備等に関する要件がより具体

的に規定された。  
このため，船舶検査心得に基づき，極海を航

行する日本籍船舶の艤装及び火災安全設備関連

の要件を改めた。  
 
3．改正の内容 

 
2018 年 3 月 14 日付の国海安第 269 号における

船舶設備規程等の船舶検査心得の一部改正に従

って，極海コードに関する規則及び要領を改め

た。主な改正点は以下のとおりである。  
(1) 鋼船規則 H 編 3.3.2-2.(4)(g)において，インマル

サット直接印刷電信又はインマルサット無線電

話を有効に作動させるために船舶に備えるジャ

イロコンパスを追加した。従って，当該機器に

ついても非常電源装置から 18 時間の給電が必要

となる。なお，船舶設備規程においては当該機

器に対して明確な給電時間は規定されていない

が，本会は GNSS コンパス等の機器と整合を取

り 18 時間と規定した。 
(2) 鋼船規則検査要領 I 編 I7.2.1 及び安全設備規則検

査要領 6 編 2.3.1 において，脱出設備及び救命設

備等に対する着氷及び着雪を除去又は防止する

ための手段について，例として，機械式の除去

装置もしくは専用の斧などの道具等又はヒーテ

ィング装置等による旨規定した。 
(3) 鋼船規則検査要領 I 編 I7.3.2 において，固定式水

系消火装置の海水吸入口が着氷しないような配

置について，I6.3.1 を準用し，MSC/Circ.504 に従

い設計する旨規定した。 
(4) 安全設備規則 6 編 2.3.3 及び同検査要領 6 編

2.3.3-4.において，救命艇に備える探照灯につい

て，24 時間日光でさらされる海域のみを航行す

る場合，又は，氷を視覚的に発見するための有

効なその他手段を備える場合，当該探照灯の搭

載を免除できる旨規定した。 
(5) 安全設備規則附属書 6-3.3.2 において，GNSS コ

ンパスの性能要件として，補正装置は手動によ

り設定した値を確認する手段を持つこと，船主

方位情報の伝達は IEC61162 に適合すること等

を規定した。 
(6) 安全設備規則検査要領 6 編 2.3.3-4.において，十

分な食糧とは，最大救助想定時間（最低 5 日間）

に応じて，1 人当たり約 800kcal/日の食糧及び

0.5l/日の水である旨規定した。 
(7) 安全設備規則検査要領 6 編 3.3.2-4.において，同

規則 6 編 3.3.2-2.(1)で要求される 2 つの船首方を

決定及び表示する非磁性手段について， 1 の非

磁性のジャイロコンパス及びジャイロレピータ

に加えて GNSS コンパス等を組合わせた手段も

認められる旨規定した。 
(8) 安全設備規則検査要領 6 編 3.3.3 において，船舶

に備える探照灯は JIS F8459:2003 に適合又はこ

れと同等の探照灯とする旨規定し

 
 

47. 鋼船規則 K 編及び関連検査要領における改正点の解説  
（船体用圧延鋼材の熱処理の定義，表面品質及び欠陥の補修）  

 
1．はじめに 

 

2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されて

いる鋼船規則 K 編及び関連検査要領中，船体用

圧延鋼材の熱処理の定義，表面品質及び欠陥の

補修に関する事項について，その内容を解説す

る。なお，本改正は次のいずれかに該当する鋼

材に適用されている。  

(1) 2018 年 7 月 1 日以降に建造契約が行われる

船舶に使用される鋼材  
(2) 2018 年 7 月 1 日以降に検査申込みのあった

鋼材  
(3) 2018 年 7 月 1 日以降に承認申込みのあった

鋼材  
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2．改正の背景 

 
IACS 統一規則（UR）W11（Rev.8）には，船

体用圧延鋼材の表面品質及び欠陥の補修につい

て，IACS 勧告（Rec.）No.12（非強制）の要件を

準用することが推奨されており，鋼船規則 K 編

には，当該 Rec.の内容の一部を取入れている。  
一方，IACS では，表面品質及び欠陥の補修に

関する規定が各船級間で統一的に運用されるよ

う，当該 Rec.及び European Standard（EN 規格）

等を，当該 UR へ取入れる見直しを行った。  
また，船体用圧延鋼材に施す熱処理の定義に

ついて，より現状の製造プロセスに沿う定義と

なるように関連する要件を改め，上記の見直し

と併せて 2017 年 5 月に UR W11（Rev.9）として

採択した。  
このため， IACS 統一規則 W11（Rev.9）に基

づき，関連規定を改めた。  
 

3．改正の内容 

 

主な改正内容は以下のとおりである。  

3.1 鋼船規則 K 編  
(1) 3.1.8 表面検査及び寸法許容差  

表面検査に関する要件はすべて 3.1.9 に規定

することとしたため，表面検査の文言を削除

した。  

(2) 3.1.9 品質及び欠陥の補修  

-1.では，鋼材の表面品質に関する要件につ

いて全面的に改めた。当該要件は，前提とし

て仕上がりの状態における鋼材の表面品質

に適用する。ここでいう仕上がりの状態とは，

最終検査後の出荷可能な状態を指す。なお，

日本国内のミルメーカーにおいては，製造す

る鋼材は高品質であるため，仕上がりの状態

において補修が必要なきずが存在する可能

性は限りなく低いと考えている。  
-2.では，グラインダ及び溶接による欠陥の

補修に関して，従来の要件に加え，きず除去

部の面積等に関するクライテリアを規定し

た。  
-3.では，鋼材の内部品質に関して，超音波

探傷試験が要求される場合には，本会が適当

と認める規格に基づき行う旨新たに規定し

た。  
3.2 鋼船規則検査要領 K 編  
(1) K3.1.4 熱処理  

現状の製造プロセスに沿うよう熱処理の定

義を改正した。また，図 K3.1.4-2.では，最

終圧延前の冷却速度の遅い部分を示す太線

を追記した。これは，改正前の図 K3.1.4-2.
における当該部分について，実操業上では遅

い冷却速度で行っているが，当該図では直線

の傾きから急冷を指示しているように見え

てしまうという指摘に基づき改正した。なお，

現状のプロセスに即した改正内容であるた

め，実操業への大きな影響はないと考える。 
(2) K3.1.9 品質及び欠陥の補修  

使用する公的規格等について追記した。また，

日本籍船舶用要件のみ，あばたきず及びはげ

きずに対しては日本鋼船工作法精度標準

（ JSQS）に規定される基準を標準とする旨

の要件を K3.1.8 より移行した。なお，「はげ

きず」は「へげきず」とも呼ばれ，業界によ

って表現に差異があるが，基本的に同様のき

ずを指している。

 
 

48. 鋼船規則M編及び関連検査要領における改正点の解説 
（二相ステンレス鋼の溶接施工方法及びその施工要領） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 M 編及び関連検査要領中，二相ステンレ

ス鋼の溶接施工方法及びその施工要領に関する事項

について，その内容を解説する。なお，本改正は，

2018 年 6 月 29 日以降に承認申込みのあった溶接施

工方法及びその施工要領に適用されている。 
 

2．改正の背景 

 
本会は 2014 年 1 月に，二相ステンレス鋼の溶接

施工要領書と溶接施工法承認試験の要件を包括的に

取りまとめた「二相ステンレス鋼の溶接に関するガ

イドライン」を発行し，以降，同鋼の溶接施工要領

書の承認申込みに対し，同ガイドラインを運用して

いる。 
二相ステンレス鋼については，同ガイドラインの

適用実績もある程度蓄積してきたことに加え，今後
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も実船への適用が見込まれることから，同ガイドラ

インに定める要件を規則要件として取入れることと

した。 
このため，「二相ステンレス鋼の溶接に関するガ

イドライン」に基づき，関連規定を改めた。 
 

3．改正の内容 

 
主な改正点は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則 M 編 4 章に規定する溶接施工方法及び

その施工要領書の承認試験に関する要件にお

いて，溶接部表面のフェライト量測定試験を規

定した。本試験はオーステナイト相及びフェラ

イト相が混相状態で存在する二相ステンレス

鋼を母材とする場合に適用され，強度及び耐食

性確保の観点から溶接後においても適切なフ

ェライト含有量を維持していることを確認す

るための試験である。特に本規定は二相ステン

レス鋼を母材として同系の溶接材料を使用す

る場合を想定しており，実構造においては継手

表面の耐食性が重要となることから，フェライ

トスコープ等の装置により溶接部（溶接金属及

び熱影響部）表面を計測することとした。ただ

し，溶接施工条件によっては，熱影響部の幅が

狭く計測が困難な場合があることから，必要に

応じ溶接金属のみの計測を認めることとした。

なお，実施工においては異材継手又は二相ステ

ンレス系以外の溶接材料を使用する場合もあ

る。例えば，309 系等のオーステナイト系溶接

材料が使用される場合にあっては，二相ステン

レス鋼母材への入熱の影響に配慮し，熱影響部

の幅にかかわらず，測定箇所を熱影響部のみと

する等，具体的な内容については明記せず弾力

的な運用を行える表現に留めた。 
(2) 承認の範囲については原則，船体用圧延鋼材に

対する要件を準用することとしているが，二相

ステンレス鋼の溶接に 475℃脆化及びシグマ相

脆化が懸念されることから，パス間温度，入熱

量及び溶接後熱処理については，実績等を考慮

の上で別途承認範囲を規定した。 
 

 
 
 

49. 鋼船規則 N 編及び関連検査要領における改正点の解説 
（98%を超える積付制限値）

1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 N 編及び関連検査要領中，98%を越える

積付制限値に関する事項について，その内容を解説

する。なお，本改正は，2018 年 6 月 29 日以降に製 
造中登録検査の申込みが行なわれる船舶から適用さ 
れている。 
 
2．改正の背景 

 
液化ガスのばら積運送のための船舶の構造及び

設備に関する国際規則（IGC コード）第 15 章におい

て，積付制限値を 98％より大きな値に設定する場合，

いくつかの追加検討項目が規定されているが，同コ

ードにはその詳細検討方法についての記載はない。

この詳細検討方法として，IACS は，2017 年 5 月に

IACS 勧告 No.149 を制定し，改正 IGC コード適用船

においては，これを適用するように規定した。この

ため，IACS 勧告 No.149 及び本会の運用実績に基づ

き，関連規定を改めた。 
3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則 N 編 15 章 15.4.1-1.(3)の規則文言に

関し，条約文言“ allowance”を「許容値」

と表現していたが，同 15.4.1-1.(3)(a)~(c)に記

載された内容は，積付制限値を決定する際に

検討すべき貨物膨張の起因となる事象であ

る こ と か ら 条 約 意 図 に 沿 っ て ， 文 言 を

「 (a)~(c)に起因する液位上昇に対する安全

余裕」に改めた。（日本籍船舶用規則のみ）  
(2) 鋼船規則検査要領 N 編 15 章を IACS勧告 No.149

及び本会のこれまでの運用実績に基づき，以下

のとおり規定した。 
(a) 鋼船規則 N 編 15 章 15.4.1-1.(1)及び (2)

に規定される隔離された蒸気溜りが貨

物タンク内に生成されること，及び圧力

逃し弁の入り口が気相部に留まること

を設計段階で確認するための船体姿勢

について，規則では，N 編 8.2.17 に定め

る横傾斜（15 度）及び縦傾斜（0.015Lf）
の船体姿勢において確認するよう規定  
されているが，タンク形状やドーム配置
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によっては，必ずしも上述する船体姿勢

が確認項目に対してもっとも厳しい船

体姿勢とならないことから，上述する船

体姿勢の範囲のいかなる船体姿勢にお

いても確認を行う必要がある旨，規定し

た。  
(b) 規則 N 編 15.4.1-1.(3)に規定する不確定

要素（計測機器の誤差等）による貨物膨

張に起因する液体上昇は，規則 N 編

15.4.1-1.(1)及び (2)に規定する蒸気ポケ

ットがないことの確認及び圧力逃し弁

が閉塞しないことの確認において，考慮

すべきか否かについて IACS 内で議論を

行なった結果，不確定要素による液位上

昇後，蒸気ポケットがないこと及び圧力

逃し弁が閉塞されないことを確認すべ

きとの結論に至った為，その旨を規定し

た。  
(c) 圧力逃し弁の閉塞を確認する際の基準

として，液位から圧力逃し弁のガス吸引

口までの最小距離と計測方法を IACS 勧

告 No.149 の内容を基に規定した。  
(d) 計測機器の誤差，操作上のマージン，計

測機器の誤差に起因する貨物膨張によ

り タ ン ク 内 の 液 位 上 昇 の 算 出 方 法 を

IACS 勧告 No.149 を基に規定した。温度

計の誤差による液体容積の増加率（%）

については，これまで長年運用された実

績を鑑み， IACS 勧告 Rec.149 に記載さ

れた体積熱膨張係数による算出方法に

加えて，昭和 61 年 3 月社団法人日本造

船研究協会  第 7 基準研究部会の国際規

則と船舶設計等との関連に関する調査

研究報告書（別冊）に記載されている温

度計の誤差による液体容積の増加率算

定式を併記し，どちらの算出方法も使用

できるよう規定している。  
(e) 図 N15.4.1-1 については，標準的な積付

制限値の計算フローを本会の実績を参

考として記述したものである。蒸気溜が

生成される液面積み付け高さ（A）及び

PRV 吸引口が閉鎖される液面高さの積

み付け量 (B)の検討において，規則 N 編

8.4.1 に規定する船体姿勢を考慮しなけ

ればならないことに注意を要する。

 
 

50.  鋼船規則S編及び関連検査要領における改正点の解説 
（サクションウェルの外板からの距離） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 S 編及び関連検査要領中，サクションウ

ェルの外板からの距離に関する事項について，その

内容を解説する。なお，本改正は，2019 年 6 月 25
日以降に建造契約が行われる船舶に適用される。 
 
2．改正の背景 

 
液化ガスのばら積運送のための船舶の構造及び

設備に関する国際規則（IGC コード）において，衝

突等の事故による貨物タンクの損傷を防ぐため，貨

物タンクは外板から以下の (a)から (c)の距離以上船

内側に配置することが定められており，本会も既に

鋼船規則 N 編 2.4.1 に取入れている。（図 7 参照。

図は低温式 LPG 船を例としたもので，Bf は船の幅を

表す。） 

(a) 船底損傷範囲 
(b) 船側損傷範囲 
(c) 貨物タンクに要求される保護距離 

 

 

図 7 貨物タンクの配置要件 
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それに加え，本会は，鋼船規則 N 編 2.4.3 におい

て，(a)「船底損傷範囲」内へサクションウェルの突

出を認めているが，当該サクションウェルは貨物タ

ンクの一部であるため，(d)「サクションウェルに要

求される最小保護距離」以上船内側に配置するとす

る必要がある旨を同検査要領に規定している。 
上述の保護距離の取扱いについて，(d)「サクショ

ンウェルに要求される最小保護距離」を，(c)「貨物

タンクに要求される保護距離」と整合するべく関連

規定を改めた。 
併せて，危険化学品ばら積船の貨物タンクに設け

るサクションウェルについても，液化ガスばら積船

と同様に取扱うことが明確となるよう関連規定を改

めた。 
 

3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則検査要領 N 編 N2.4.3 において，液化ガ

スばら積船の貨物タンクに設けるサクション

ウェルにあっては，外板から貨物タンクの総容

積に応じて定まる距離以上離して設ける必要

がある旨を規定した。（図 8 参照） 

 
図8 液化ガスばら積船の 

サクションウェルを設ける場合の配置 
 
(2) 鋼船規則検査要領 S 編 S2.6.2 において，タイプ

II 船の危険化学品ばら積船の貨物タンクに設け

るサクションウェルにあっては，外板から 760 
mm 以上離して設ける必要がある旨を明記した。

（図 9 参照） 
 

 
図9 危険化学品ばら積船の 

サクションウェルを設ける場合の配置 
 

(3) 鋼船規則 S 編 2.6.2（外国籍船舶用）において，

船底損傷範囲に関する参照番号を改めた。 
 
 

 

51.  鋼船規則 I 編及び関連検査要領における改正点の解説  
（日本籍船舶における極海コードの取扱い（船体関連））  

 
1．はじめに 

 

2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正さ

れている鋼船規則 I 編及び関連検査要領（日本

籍船舶用）中，日本籍船舶における極海コー

ドの取扱い（船体関連）に関する事項につい

て，その内容を解説する。なお，本改正の適

用は以下のとおりである。  
(1) 2017 年 1 月 1 日以降に起工又は同等段階

にある船舶に適用  
(2) 2017 年 1 月 1 日より前に起工又は同等段

階にある船舶にあっては， 2018 年 1 月 1
日後の最初の中間検査又は定期検査のい

ずれか早い方の時期までに適用  
 
2．改正の背景 

 
極海コードでは，極海（北極海域及び南極  

海域）を航行する船舶に対する要件が規定さ

れており，本会もこれを規則に取入れている。 
極海コードの採択に伴い，国土交通省にお

いても，2016 年 12 月に，船舶設備規程，船舶

救命設備規則等をはじめとする関係法令が改

正された。 2018 年 3 月には，新たに関連する

船舶検査心得が改正され，極海コードに規定

される極海域運航手順書の記載事項，着氷を

サクションウェル

外板

 船底損傷範囲
 保護距離d（ ≧ 0.8m）

内底板

サクションウェル

外板

 船底損傷範囲
 保護距離（0.76m）

内底板
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除去又は防止するための設備等に関する要件

がより具体的に規定された。  
このため，船舶検査心得に基づき，極海を

航行する日本籍船舶の船体関連の要件を改め

た。  
 
3．改正の内容 

 
主な改正内容は以下のとおり。  

(1) 鋼 船 規 則 I 編 4.3.1(1) 及 び (2) 並 び に

5.3.1(1)において，着氷の除去又は防止に

関する規定を改めた。極海コードに基づ

く従来の要件では，着氷が想定される船

舶に対してのみ非損傷時復原性計算にお

ける着氷の考慮及び着氷の除去／防止の

ための設備が要求されるが，改正後の日

本籍船舶にあっては，着氷の想定の有無

によらず，極海航行船にあっては当該設

備が要求されることとなる。また，鋼船

規則検査要領 I 編 I5.3.1 において，斧及び

ヒーティング装置を着氷の除去／防止の

ための設備として例示した。  
(2) 鋼船規則検査要領 I 編 I3.3.2-2.において，

B 類の船舶が適合すべき船体構造の基準

として，鋼船規則 I 編 8 章における耐氷船

階級 IA Super 及び IA の船舶に対する要件

を使用して差し支えない旨規定した。  

 
 

52. 鋼船規則I編及び関連検査要領における改正点の解説 
（2017 Finnish-Swedish Ice Class Rules（船体関連）） 

 
1．はじめに 

 
2018年 12月 25日付一部改正により改正されている鋼

船規則 I 編並びに関連検査要領中，2017 Finnish-Swedish 
Ice Class Rules（船体関連）に関する事項について，その

内容を解説する。なお，本改正の適用日は以下のとおり

である。 
(1) 鋼船規則 I 編 8.1.2： 

2018 年 12 月 25 日から適用 
(2) その他 

2019年 1月 1日以降に建造契約が行われる船舶に適

用 
 
2．改正の背景 

 
本会は，北バルト海のような冬季に結氷する水域での

航行に耐える船舶（耐氷船）として，Finnish-Swedish Ice 
Class Rules (FSICR)に規定される耐氷船階級を取得する

船舶に対する要件を，鋼船規則 I編8章に規定している。 
この FSICR は，Finnish Transport Safety Agency (Trafi)

（ 2019 年 1 月 1 日より， Finnish Transport and 
Communications Agency: Traficom に組織改正されている）

により定期的に見直されており，旋回式推進装置の設計

に対する規定等を改正した 2017 FSICR が 2017 年 11 月

に公表された。また，同規則の適用に関する指針

(Guidelines for the application of the Finnish-Swedish Ice 
Class Rules)についても併せて改正された。 
このため，2017FSICR 及び上記指針を参考に，関連規

定を改めた。 

3．改正の内容 

 
主な改正点は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則 I 編 1.1.2-3. 
2017FSICR, 4.2.2 において，船体構造の寸法計算に用

いられる主機出力を外板展開図に記載するよう規定

されたため，鋼船規則においてもこれに倣い改めた。

また，従来一般配置図に記載するよう規定していた

最大氷海喫水線における排水量及び主機出力算定の

ための船体諸数値についても，すべて外板展開図に

記載するよう改めた。 
(2) 鋼船規則 I 編 8.1.2-6. 

最大氷海喫水線に対する型排水量について，複数の

喫水線を使用して決定した場合，最も排水量が大き

くなる喫水線に対応したものとする旨明確化した。

なお，本改正は 2017FSICR, 2.2 に基づくものであり，

規則上は船舶の建造年にかかわらず適用されるが，

明確化を目的としたものであり，就航船に対して再

計算等の特別な対応を求めるものではない。 
(3) 鋼船規則 I 編 8.3.1-1.(1)及び(2) 

船首域耐氷帯の上下部の外板板厚に対する規定を改

めた。船首域耐氷帯上部においては，従来「中央域

耐氷帯に対する要求板厚以上とする」旨規定してい

たが，「中央域の耐氷帯として外板の算式を適用す

る。ただし，肋骨心距及び材料の降伏応力について

は，当該箇所の値を用いる」旨の規定に修正した。

これは，船首域上下部と中央域では肋骨心距及び材

料の降伏応力が異なる場合があるため，これらを考

慮した上で，中央域外板に用いる算式を適用し，要
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求板厚を定めるものである。なお，船首域耐氷帯下

部においては上部と同様の修正に加え，参照する耐

氷帯を中央域から船首域へ変更した。 
(4) 鋼船規則 I 編 8.3.2-3.(2) 

耐氷帯における横肋骨ウェブの板厚について，肋骨

心距の 2.5%以上とする旨の規定を削った。Traficom
によると，過大な板厚を要求する可能性があるため

とのことである。 
(5) 鋼船規則 I 編 8.3.2-3.(3) 

耐氷帯における甲板及び隔壁の板厚については，肋

骨の算式を適用することとなっている。本改正では

算式を適用する際に使用する諸数値について明確化

した。 
(6) 鋼船規則 I 編 8.3.2-3.(4) 

ブラケット等による倒れ止めが必要となる左右非対

称の肋骨及び外板に対して直角でない肋骨に関する

要件を改めた。当該船舶の耐氷船階級，当該肋骨が

設置された船体区域及び肋骨支点間距離に基づき倒

れ止めの要否及び間隔を規定している。改正前後の

要件について，表10にまとめた。下線部は変更後の

要件を表している。 
(7) 鋼船規則 I 編 8.3.4-1. 

縦通肋骨の断面係数計算の際の係数 m の定義にお

いて，肋骨端部に肘板を設けない場合の係数に関す

る規定を削った。すなわち，改正後の規則では肋骨

端部の肘板の省略は認められないこととなる。 
(8) 鋼船規則検査要領 I 編 I8.3.6 

特設肋骨については，直接計算により寸法を定める

ことができる。許容応力については鋼船規則 I 編

8.3.6-4.に規定しているが，梁理論に基づくものでな

い直接強度計算における許容せん断応力を新たに検

査要領に規定した。 
 
 

 

表10 肋骨の倒れ止め間隔 

 
 船体区域 

IA Super : すべて 
IA  : 船首域，中央域 
IB ~ ID  : 船首域 

IA  : 船尾域 
IB ~ ID  : 中央域，船尾域 

肋骨支点

間距離 

4.0 mを 
超える場合 

1.3 m以下 
（変更なし） 

倒れ止め不要 
↓ 

1.3 m以下 

4.0 m 
以下の場合 

本会の適当と認めるところによる 
↓ 

1.3 m以下 

倒れ止め不要 
（変更なし） 

 
 

53. 鋼船規則I編及び関連検査要領における改正点の解説 
（Arctic Shipping Safety and Pollution Prevention Regulations） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則 I 編及び関連検査要領中，Arctic Shipping 
Safety and Pollution Prevention Regulations に関する

事項について，その内容を解説する。なお，本改正

は，2018 年 12 月 25 日から適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
カナダ政府は，カナダの氷水域を航行する船舶に

対 す る 規 則 と し て Arctic Shipping Pollution 
Prevention Regulations (ASPPR)を規定していた。

ASPPR では，船舶の階級（Type）ごとに航行可能な

区域及び時期を規定するとともに，同規定における

階級に対応する各船級の耐氷船階級（Ice Class）を

規定しており，鋼船規則においても，ASPPR に基づ

き，同規定における階級（Type）と鋼船規則におけ

る耐氷船階級（Ice Class）の対応表を記載している。 
2017 年 12 月，カナダ政府は ASPPR を廃止し，こ

れに代わる新たな規定として Arctic Shipping Safety 
and Pollution Prevention Regulations (ASSPPR)を発効

した。 
このため，ASSPPRに基づき，関連規定を改めた。 
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3．改正の内容 

 
ASSPPR では，先に述べたとおり，各船級協会が

規定している耐氷船階級（Ice Class）に対し，カナ

ダ政府が定める階級（Type A ~ Type E）を割り振り，

各階級の船舶が航行可能な区域（Shipping safety 
control zone）と時期（Navigation period）を規定して

いる。鋼船規則においては，従来 ASPPR の適用海

域を航行する船舶として登録される船舶に対して I
編 8 章を適用するよう規定し，ASPPR に定める階級

（Type）と鋼船規則に定める耐氷船階級（Ice Class）
の対応表を示していたため，この点について

ASSPPR を反映するよう改めた。具体的には以下の

通り。 

(1) 鋼船規則 I 編 1.1.1-5.及び 8.1.1-2.において，参

照している規則名称を“Arctic Shipping Pollution 
Prevention Regulations” か ら “Arctic Shipping 
Safety and Pollution Prevention Regulations”に改

めた。 
(2) 鋼船規則検査要領 I 編表 I1.2.2-2.において，耐

氷船階級 ID に対応する ASSPPR 中の階級を

Type D から Type E に改めた。なお，ASSPPR
においては，耐氷船階級なしの船舶がいずれの

Type に該当するかは明記されていないが，最低

級となる Type E に該当することをカナダ政府

に確認しており，これを同表において反映して

いる。 

 
 

54. 鋼船規則I編及び関連検査要領における改正点の解説 
（2017 Finnish-Swedish Ice Class Rules（機関関連）） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る 鋼 船 規 則 I 編 及 び 関 連 検 査 要 領 中 ， 2017 
Finnish-Swedish Ice Class Rules（機関関連）に関する

事項について，その内容を解説する。なお，本改正

の適用は以下のとおりである。 
(1) 鋼船規則検査要領 B 編 B1.1.3 及び I 編 I6.3.3（日

本籍船舶用）: 
2018 年 12 月 25 日から適用 

(2) 上記以外: 
2019 年 1 月 1 日以降に建造契約が行われる船舶

に適用。ただし，船舶の所有者から申込みがあ

れば，2017 年 12 月 1 日以降に建造契約が行わ

れた船舶に適用することができる。 
 
2．改正の背景 

 

本会は，北バルト海のような冬季に結氷する水域

で の 航 行 に 耐 え る 船 舶 （ 耐 氷 船 ） と し て ，

Finnish-Swedish Ice Class Rules（FSICR）に規定され

る耐氷船階級を取得する船舶に対する要件を，鋼船

規則 I 編 8 章に規定している。  
この FSICR は，Finnish Transport Safety Agency 

(Trafi)（2019 年 1 月 1 日より，Finnish Transport and 
Communications Agency: Traficom に組織改正されて

いる）により定期的に見直されており，旋回式推進

装置の設計に対する規定等を改正した 2017 FSICR
が 2017 年 11 月に公表された。 

このため，2017 FSICR を参考に，関連規定を改め

た。 
 

3．改正の内容 

 
3.1 2017FSICRに関する主な改正点 

FSICRは地域規制に相当する規定であり，また，

本会はTrafiより，FSICRを規則に取入れている船級

として認定（Trafiのwebサイト上にて公開）されて

いることから，本会は鋼船規則 I編8章の規定を，

FSICRの要件と整合させている。従って，2017FSICR
の公表に伴い，鋼船規則I編8章を，2017FSICRの改

正内容のとおりに改めた。主な改正は次のとおり。 
(1) 鋼船規則 I 編 8.4.1-1. 

海水に触れる機関の材料として，球状黒鉛鋳鉄

を用いる場合にあっては，衝撃試験における吸

収エネルギー値の基準を低減することができ

る旨規定した。 
(2) 鋼船規則 I 編 8.4.1-2. 

海水温度に曝される機関の材料として，フェラ

イト球状黒鉛鋳鉄を用いることができ（ボルト

への使用は認められない），また，当該鋳鉄に

あっては，衝撃試験における吸収エネルギー値

の基準を低減することができる旨規定した。ま

た，2017FSICR 6.4.2において，プロペラ軸は海

水温度に曝される材料である旨が明確に規定

されたことを受け，当該軸の材料にも本規定が

適用されることとなった。 
(3) 鋼船規則I編8.4.2-3. 
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要求される主機出力を算出するための計算式

に用いられる船体形状に関するパラメータに

ついて，その許容範囲を定める表 I8.13 を削っ

た。 
(4) 鋼船規則 I 編 8.5.5 表 I8.16 

プロペラ羽根の疲労設計において，プロペラ羽

根に作用する変動荷重の繰り返し数の計算に

用いられる係数を，以下に示す 3 種類に整理し

て改めた。 
(a) センタープロペラ（氷海域を主に船首を前

にして航行する船舶の，中心線上に備えら

れる通常のプロペラ） 
(b) ウイングプロペラ（氷海域を主に船首を前

にして航行する船舶の，中心線上以外に備

えられる通常のプロペラ） 
(c) その他のプロペラ（トラクター型（牽引型）

のプロペラ，船首プロペラ（船舶の進行方

向を問わない）及び氷海域を主に船尾を前

にして航行する船舶（double acting 船を想

定）のプロペラ） 
(5) 鋼船規則I編8.5.9 

プロペラ軸系部品の設計トルクの計算方法を

改めた。本改正により，従来のような簡易的な

計算式は，支配的なねじり振動共振が，ボラー

ドプル状態における最大運転回転数（不明であ

る場合には，表I8.18に規定する値を使用）の上

下20%以内及び運転回転数の範囲（バードレン

ジは含まない）に含まれない場合にのみ用いる

ことができることとなった。それ以外の場合に

は，以下に示す2つの推進軸系のねじり振動解

析のうちいずれか一方を用いて計算されるこ

ととなる。 
(a) 時 間 領 域 で の 計 算  (Time domain 

calculation): 連続して砕氷することによる

起振を想定した計算 
(b) 周波数領域での計算  (Frequency domain 

calculation): プロペラによる，翼通過周波数

（回転数と翼枚数の積）での起振を想定し

た計算 
また，可撓継手を使用しない，直結した2スト

ロークディーゼル機関にあっては，用いること

が出来る簡易的な計算式が改められ，動的解析

により導出する必要のある振動トルクQvibが，

従来の計算式に加えられた。 
(6) 鋼船規則I編8.5.10 

プロペラ羽根の損傷荷重の導出を，応力解析に

よって実施しても差し支えない旨規定した。ま

た，プロペラに当該荷重が作用することによる，

最大スピンドルトルクの計算を実施する必要

がある旨，新たに規定した。当該スピンドルト

ルクは，8.6.4-2.において軸及び軸系部品の材料

を選定する際に考慮する必要がある。 
(7) 鋼船規則 I 編 8.6.2 

プロペラ羽根の強度設計に用いる，有限要素解

析から得られた結果を評価するための算式を

改めた。また，プロペラ羽根の疲労設計に用い

る算式の各係数の値を改めた。 
(8) 鋼船規則 I 編 8.6.4 

軸及び軸部品の安全率として，疲労に対して 1.5，
プロペラ羽根損傷荷重による降伏に対して 1.0
以上が要求される旨新たに規定した。 

(9) 鋼船規則 I 編 8.6.5 
旋回式推進装置にあっては，次の計算及び評価

を満たす必要がある旨規定した。 
(a) 旋回式推進装置に接触する氷による荷重に

対する計算 

 
図 10 旋回式推進装置に接触する氷 

旋回式推進装置にあっては，図 10 に示すよう

な，氷塊が衝突する場合及び氷丘脈を通過する

場合に加わる荷重に耐えるように設計しなけ

ればならない旨規定した。具体的には，それら

の場合に想定される荷重の算式を規定すると

ともに，当該荷重を用いて図 11 及び図 12 に示

すような各モデルケースでの旋回式推進装置

における応力を計算し，材料の降伏強度に対し，

規定の安全率を満たすこと等が要求されるこ

ととなった。 

 
図11 氷塊が衝突する場合の荷重のモデルケ

ース（一部） 

 
図12 氷丘脈を通過する場合の荷重のモデル

ケース（一部） 
(b) 旋回式推進装置の全体的な振動特性の評価

翼通過周波数による起振が，旋回式推進装
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置の全体的な振動モードと同じ周波数の範

囲に存在する場合には共振が生じるおそれ

がある。このため，推進装置の全体的な振

動モードでの振動特性の評価を実施し，次

の (i)又は (ii)のいずれかを示す必要がある

旨規定した。 
(i) 最大出力の 50%を超える範囲において，全

体的な振動モード及び翼通過周波数による

1 次の共振が生じないこと 
(ii) 最大出力の 50%を超える範囲における共振

に耐えられるよう，構造が設計されている

こと 

(10) 鋼船規則I編8.6.6 
本規定の内容が，鋼船規則I編8.5.9に取入れられ

たことより，削除した。 
3.2 その他の改正点 

鋼船規則検査要領 I 編 I6.3.3（日本籍船舶用） 
国土交通省船舶検査心得を参考に，プロペラの羽根

の寸法，推進系統，操舵装置及びその他の付属物が，

耐氷船階級IA Super又はIAの要件に適合し，かつ，

本会の承認を得ている場合には，B類の船舶（古い

氷が一部混在する，少なくとも薄い一年氷の中を航

行する船舶）に用いることが認められる旨規定した。 

 
 

55. 鋼船規則 O 編における改正点の解説 
（洋上補給船の液体貨物タンク） 

 
1．はじめに  

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されて

いる鋼船規則 O 編中，洋上補給船の液体貨物タン

クに関する事項について，その内容を解説する。

なお，本改正は，2018 年 6 月 29 日から適用され

ている。  
 

2．改正の背景 

 

鋼船規則 O 編 7 章には，洋上補給船（OSV: 
Offshore Supply Vessel）に関する要件を規定し

ており，その中には，液体貨物タンクに対す

る容量制限，隔離等に関する要件についても

規定している。  
当該要件は， IMO の「洋上補給船で危険又

は有害な物質を運ぶためのガイドライン」を

参考に規定しており，適用対象を危険又は有

害な液体物質を運ぶ洋上補給船としているが，

一部の要件の適用が不明確となっていた。  
このため，液体貨物タンクに関する要件の

適用をより明確にすべく，関連規定を改めた。 
 
3．改正の内容 

 

鋼船規則 O 編 7 章 7.3.6-1.には液体貨物タン

クに関する要件が規定されているが，当該要

件は，危険又は有害な液体貨物を積載する液

体貨物タンクに対する要件であることから，

適用を明確にすべく，文言の一部を改めた。  
また， 7.3.6-1.(1)には，積載物の容量制限に

関する要件が規定されており，貨物燃料につ

いては，引火点が 60℃以下の貨物燃料を積載

する場合のみ容量制限に関する要件が適用さ

れる旨を明記した。  
 

 

 
 

56. 鋼船規則 R 編における改正点の解説  
（非常用消火ポンプの設置位置）  

 
1．はじめに  

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されて

いる鋼船規則 R 編（外国籍船舶用）中，非常用消

火ポンプの設置位置に関する事項について，その

内容を解説する。なお，本改正は，2018 年 6 月 29
日から適用されている。  

2．改正の背景 

 
SOLAS 条約第 II-2 章第 10 規則において，非常

用消火ポンプの設置区域は，原則，A 類機関区域

及び主消火ポンプの設置区域の境界に隣接しては

ならない旨規定されている。一方，日本国内法の

船舶消防設備規則並びに船舶の消防設備の基準を
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定める告示においては，上記 SOLAS 条約要件に

加えて，非常用消火ポンプの設置区域は船首隔壁

より後方とする旨規定されている。  
本会規則においては，外国籍船舶においても，

非常用消火ポンプの設置区域は船首隔壁より後方

とするよう規定している。今般，他船級規則に基

づいて設計された船舶の実績を踏まえた非常用消

火ポンプの設置位置の要件緩和の要望があったた

め，当該配置要件について再検討を行った。この

結果，非常用消火ポンプは主消火ポンプの冗長性

を担保するものであること，また，非常用消火ポ

ンプの設置区域を船首隔壁より前方とすることが

原因で問題となったとの事例はないことから，こ

のような配置でも十分安全性は担保できると判断

した。このため，外国籍船舶においては，SOLAS
条約に合わせ上記規定を削除し，非常用消火ポン

プの船首隔壁より前方への設置が認められるよう

改めた。  
 

3．改正の内容 

 
鋼船規則 R 編 10.2.2 において，非常用消火ポン

プを船首隔壁より後方に設置する旨の規定を削除

した。

 
 

57. 鋼船規則R編における改正点の解説  
（火災安全代替設計指針）  

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されて

いる鋼船規則 R 編中，火災安全代替設計指針に関

する事項について，その内容を解説する。なお，

本改正は，2018 年 6 月 29 日以降に起工又は同等

段階にある船舶に適用されている。  
 
2．改正の背景 

 

SOLAS 条約第 II-2 章第 17 規則では，SOLAS に

規定される火災安全に対する代替設計及び配置に

ついて，火災安全代替設計指針（MSC/Circ.1002）
を参照して工学的解析を行い，当該設計が SOLAS
と同等以上の安全レベルを達成できることを検証

する旨，規定されている。  
2009 年 2 月に開催された IMO 第 53 回防火小委

員会（FP53）において，同指針で規定される人命

安全にかかわる代替設計の性能基準について，統

一的な策定手法の確立を検討することが提案され，

IMO において審議されてきた。  

審議の結果，2016 年 11 月に開催された IMO 第

97 回海上安全委員会（MSC97）において，同指針

の改正が MSC.1/Circ.1552 として承認された。本

改正では，代替設計の人命安全にかかわる性能基

準 を 策 定 す る 上 で 考 慮 す べ き 項 目 と し て ，

MSC.1/Circ.1002 に規定される要素（火災による温

度上昇，熱量，視界の低下，一酸化炭素濃度）に

具体的な基準値を設けることにより，安全な避難

に十分な時間を確保するための性能基準を統一的

に策定する手法が規定された。  
このため，NK 規則においても MSC.1/Circ.1002

に加え MSC.1/Circ.1552 を参照するよう，関連規

定を改めた。  
 

3．改正の内容 

 

代替設計及び配置の工学的解析に用いる火災安

全代替設計指針として，MSC.1/Circ.1002 に加え，

MSC.1/Circ.1552 による改正を参照するよう改め

た。  

 
 

58. 鋼船規則 R 編及び関連検査要領における改正点の解説  
（ボイラに要求される泡消火器）  

1．はじめに  
 

2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正され

ている鋼船規則 R 編及び関連検査要領中，ボ

イラに要求される泡消火器に関する事項につ

いて，その内容を解説する。なお，本改正は，

2018 年 6 月 29 日から適用されている。  
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2．改正の背景  
 

SOLAS 条約第 II-2 章第 10.5.1.2.2 規則では，

ボイラに対して容量 135 リットル以上の少な

くとも一の承認された泡消火器，又はこれと

同等のものを備えることが規定されている。  
 

2010 年 4 月に開催された IMO 第 54 回防火

小委員会（ FP54）において，ボイラが機関室

内に設置される場合，機関区域の保護のため

に要求される固定式水系局所消火装置がボイ

ラを適切に保護すること，及び泡消火器の消

火性能に関する考察等を踏まえた同規定の見

直しが提案され， IMO において審議されてき

た。  
審議の結果，2016 年 11 月に開催された IMO

第 97 回海上安全委員会（MSC97）にて，固定

式水系局所消火装置により保護されるボイラ

について，容量 135 リットル以上の泡消火器

の 設 置 を 免 除 す る SOLAS 改 正 が ， 決 議

MSC.409(97)として採択された。  
このため，決議 MSC.409(97)に基づき，関連

規定を改めた。  
 

3．改正の内容  
 

MSC.409(97)は 2020 年 1 月 1 日から適用と

な っ て い る が ， 本 決 議 の 早 期 適 用 を 促 す

MSC.1/Circ.1566 が IMO 第 98 回海上安全委員

会（ MSC98）において承認されている。この

早期適用に対する対応は各主官庁で異なって

いるが，日本政府は当該決議を早期適用する

旨（平成 29 年 12 月 28 日国土交通省令第 75 号）

を確認したことより，以下のとおり日本籍船

舶と外国籍船舶の要件に差異を設けて規定し

た。  
(1) 鋼船規則 R 編 10.5.1-2.(2) 

（日本籍船舶）  
鋼船規則 R 編 10.5.5 に規定する固定式水

系局所消火装置により保護されているボ

イラについて，容量 135 リットルの泡消火

器の設置を免除する旨規定した。  
（外国籍船舶）  
本会が適当と認める場合であってかつ鋼

船規則 R 編 10.5.5 に規定する固定式水系

局所消火装置により保護されているボイ

ラについて，容量 135 リットルの泡消火器

の設置を免除する旨規定した。なお，本会

が適当と認める場合については，検査要領

に規定している（下記 (3)参照）。  
(2) 鋼船規則検査要領 R10.5.1-7. 

本要件は国土交通省船舶消防設備規則第 59
条 3 項を根拠とした規則であるが，外国籍船

舶用規則にも NK 独自要件として取り入れて

いる。この出力 175kW 未満の船内生活用ボ

イラに対し，鋼船規則 R 編 10.5.5 に規定

する固定式水系局所消火装置により保護

されている場合，容量 135 リットルの泡消

火器の扱いと同様に，容量 45 リットルの

移動式泡消火器の設置を免除可能とする

改正も合わせて行った。  
(3) 鋼船規則検査要領 R10.5.1-8.（外国籍船舶）  

鋼船規則 R 編 10.5.1-2.(2)に規定する「本会が

適当と認める場合」とは，MSC.1/Circ.1566
の早期適用を主管庁が認めた場合とする

旨明記した。  
(4) 表 R10.5.1-1.の備考(4) 

(1)と同じ内容を明記した。

 
 

59.  鋼船規則R編及び関連検査要領における改正点の解説  
（管及びダクト貫通部の詳細）  

 
1．はじめに 

 
2018年12月25日付一部改正により改正されてい

る鋼船規則R編及び関連検査要領中，管及びダク

ト貫通部の詳細に関する事項について，その内容

を解説する。なお，本改正は，2018年12月25日か

ら適用されている。  
 

2．改正の背景 

 
管及びダクトが「A」級仕切り及び「B」級仕切

りを貫通する場合，火災試験方法コード（FTPコ
ード）に基づく試験が要求されている。ただし，

鋼船規則R編9.3で規定される貫通要領を満足する

場合は，FTPコードに基づく試験は要求されない。 
また，鋼船規則検査要領R編では，規則に規定

されている仕切りの貫通要領に対する要件を基に，
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附属書R9.3.1（以下，附属書という。）として，

FTPコードに基づく試験が要求されない場合の「A
」級及び「B」級仕切りのより具体的な貫通要領

を定めている。  
しかしながら，附属書中の一部の貫通要領につ

いて，規則で規定している貫通要領との間に不整

合があったため，整合を図るべく関連規則を改め

た。  
 

3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。  

(1) 鋼船規則 R 編 9.3.2 及び附属書において，「B」

級仕切りを貫通する管の径に関する表現を改

めた。具体的には，和文規則（日本籍船舶用）

において，管の径に対し「直径」「呼び径」

「内径」など複数の用語が使用され不明確と

なっていたものを，現状の取扱いに則して「外

径」に統一するよう改めた。なお，英文規則

（ 外 国 籍 船 舶 用 ） で は 従 前 よ り 一 律 に

“diameter”（直径）を使用していたが，和

文規則と整合を図るため，“outside diameter”
（外径）に改めた。  

(2) 鋼船規則検査要領 R 編 R9.7.3-2.において，自

動防火ダンパを仕切りの両側に配置する事を

原則とするよう表現を改めた。  
(3) 附属書において貫通部の詳細例を以下のとお

り改めた。  
(a) 2.1.2 において，鋼船規則 R 編 9.3.2(2)に

従い，貫通部の長さに関する要件は，貫

通ピース又は鋼製スリーブに対して適用

する旨明記した。  
(b) 2.1.2-3.は，貫通部に鋼製スリーブを使用

した場合の参考図として図 2.1.2-3.を参

照している。しかし，同図においてスリ

ーブが描かれてないため，これを修正し

た。  
(c) 図 2.1.3-1.及び図 2.1.3-2.において，防熱

の厚みに関する規定を削除した。また，

2.1.3-2. の内 容 と整 合 を 図る た め ，図

2.1.3-2.から 300 mm の記述を削除した。  
(d) 2.2.1-1.は，ダクトの貫通部について「実

行可能な限り」甲板下面にその全長を設

置することを規定している。しかし，規

則 R 編 9.7.3-1.(1)より，実断面積が 0.02 m2

以下の甲板貫通部はこの要件を斟酌出来

ないため，このことを明記した。  
(e) 2.2.1-2.は，FTP コードによる試験が要求

されない貫通部として，鋼製スリーブの

他，貫通ピースを用いることが出来る旨

規定している。一方で，附属書は試験が

要求されない貫通部の取扱いを定めたも

のであり，「試験は要求されない」の記

述は誤解を招くことから，表現を改めた。 
(f) 図 2.2.1 において，ダクトの断面積によっ

て鋼の厚みの要求値が異なる旨追記した。 
(g) 2.2.3 において，ダクトが「A」級仕切り

を貫通する場合の防熱詳細及び防火ダン

パに関する要件をダクトの断面積ごとに

図示した。なお，図 2.2.3-2.及び図 2.2.3-3.
では，仕切りの防熱等級にかかわらず

「A-60」級の防熱を施工する旨規定して

いる。これは，2015 年 5 月 8 日付一部改

正の内容を反映したものであり，「A」

級仕切りを貫通するダクトの防熱詳細に

追加の要件を規定したものではない。詳

細は，日本海事協会誌 No.314 に掲載され

ている「通風ダクトの耐火性に関する改

正点の解説」を参照されたい。  

 
 

60. 鋼船規則検査要領R編における改正点の解説  
（イナートガス装置の仕様に対する統一解釈）  

 
1．はじめに  
 

2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正され

ている鋼船規則検査要領 R 編中，イナートガ

ス装置の仕様に対する統一解釈に関する事項

について，その内容を解説する。なお，本改

正は， 2019 年 7 月 1 日以降に建造契約される

船舶から適用されている。  

2．改正の背景  
 

2014 年 5 月開催の IMO 第 93 回海上安全委

員会（ MSC93）において，イナートガス装置

の設置対象を拡大する審議が行われ，同装置

の仕様の見直しも含めた SOLAS 条約第 II-2 章

並びに火災安全設備のための国際コード（FSS
コ ー ド ） 第 15 章 の 改 正 が ， そ れ ぞ れ 決 議
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MSC.365(93)及び決議 MSC.367(93)として採択

された。本会は同決議を既に規則へ取入れて

いる。  
一方 IACS において，改正された FSS コード

第 15 章の内容が一部不明確なものとなってい

ることが問題提起された。そこで，これを解

決するべく， 2015 年 11 月より議論が行われ，

IACS において統一解釈案が作成された。  
同解釈案が 2017 年 3 月に開催された IMO 第

4 回船舶設備小委員会（SSE4）に提出された結

果，これに基づく IMO 統一解釈案が作成され，

同年 6 月に開催された IMO 第 98 回海上安全委

員会（MSC98）において，MSC.1/Circ.1582 と

して承認された。  
このため，承認された MSC.1/Circ.1582 に基

づき，関連規定を改めた。  
 

3．改正の内容  
 

改正点は以下のとおりである。（  ）内の番号は

MSC.1/Circ.1582 の該当箇所を示す。  
(1) 鋼船規則 R 編 35.2.2-2.(2)に規定するイナート

ガス装置及び当該装置の構成要素に対する自

動遮断要件に関して，自動遮断する際の条件

を以下のとおり明確化した（15.2.2.2.2 関連）。 
(a) 以下のいずれかの場合，ファンの遮断及

びガス制御弁の閉鎖  
・ スクラバ装置の水位が上昇した時

（窒素発生装置を使用する場合は除

く）  
・ スクラバ装置内の水の圧力 /流量が低

下した時（窒素発生装置を使用する

場合は除く）  
・ 供給されるイナートガスが高温にな

った時  
(b) 以下のいずれかの場合，ガス制御弁の閉

鎖  

・ 酸素濃度が体積で 5%を超えた時  
・ 送風機 /ファン又は窒素発生装置用圧

縮機が故障した時  
(c) 以下のいずれかの場合，ダブルブロック

ブリード弁の作動（水封装置に代えてダ

ブルブロックブリード弁を設置している

船舶に限る）  
・ イナートガス供給が停止した時  
・ 電源喪失した時  

(2) 鋼船規則 R 編 35.2.2-3.(2)(b)に規定する止め

弁の操作状態の明確な表示とは，当該弁が開

放，閉鎖又は中間位置のいずれにあるか示す

ことを明確化した。その際，開閉表示はリミ

ットスイッチ等を使用して表示し，開放位置

又は閉鎖位置のいずれにも該当しない場合は

中間位置として表示することも明確化した

（15.2.2.3.2.2 関連）。  
(3) 鋼船規則 R 編 35.2.2-4.(5)(c)に規定する「別個

の可聴警報装置」を以下のとおり明確化した

（15.2.2.4.5.3 関連）。  
(a)  圧力低下及び上昇に対する警報装置及び

圧力指示器/記録装置から独立した，第二

の圧力センサからの信号で作動すること。 

(b) 但し，制御については共通のプログラ

マブルコントローラ（ PLC）を用いて

よい。 

(c)  貨物ポンプの自動停止装置が設置さ

れる場合は不要。但し，以下の条件を

満たした自動停止装置とする。 

・ すべての貨物ポンプを自動停止で

きるシステムであること。 

・ 停止時には制御場所に警報を発す

ること。 

・ バラストポンプ /貨物ポンプ室の

ビルジ排出用ポンプの作動を妨げ

ないこと。 

 
 

61. 鋼船規則検査要領 R 編における改正点の解説  
（貨物区域の固定式消火装置の免除）  

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されて

いる鋼船規則検査要領 R 編中，貨物区域の固定式

消火装置の免除に関する事項について，その内容

を解説する。なお，本改正は，後述する IMSBC

コード第 4 次改正（決議 MSC.426(98)）の強制適

用日に合わせて 2019 年 1 月 1 日から適用されてい

る。  
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2．改正の背景 

 
SOLAS 条約第 II-2 章第 10.7 規則においては，

火災の危険性が低い貨物を運送する場合，貨物区

域に要求される固定式ガス消火装置を免除できる

旨規定されている。この，火災の危険性が低い貨

物については，国際海上固体ばら積み貨物コード

（ IMSBC コ ー ド ） 及 び 貨 物 一 覧

（MSC.1/Circ.1395/Rev.2）を参照するよう規定さ

れている。  
当該貨物一覧は，IMO において定期的に見直し

が行われており，2017 年 6 月に開催された IMO
第 98 回海上安全委員会（MSC98）において，最

新の貨物一覧が MSC.1/Circ.1395/Rev.3として承認

された。このため，最新のサーキュラー番号を参

照するよう，関連規定を改めた。  
なお，MSC.1/Circ.1395/Rev.3 に記載されている

貨物の一部は，同じく定期的に見直しが行われて

いる IMSBC コードの第 4 次改正で追加された貨

物であることから，本改正の適用日を IMSBC コ

ード第 4 次改正の強制適用日である 2019 年 1 月 1

日とした（図 13 参照）。  
 

3．改正の内容 

 
鋼船規則検査要領 R 編 R10.7.1-5.及び R10.7.2-2.

において，火災の危険性が低いと認められる貨物

と し て ， 最 新 の 貨 物 一 覧 で あ る

MSC.1/Circ.1395/Rev.3 を参照するよう改めた。  
 

 
図 13 IMSBC コード適用日について  

 

 
 
62. 海洋汚染防止のための構造及び設備規則並びに登録規則細則における改正点の解説  

（硫黄酸化物放出規制にかかわる Notation）  
 

1．はじめに 

 

2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正され

ている海洋汚染防止のための構造及び設備規

則並びに登録規則細則中，硫黄酸化物放出規

制にかかわる Notation に関する事項について，

その内容を解説する。なお，本改正は 2018 年

6 月 29 日以降に引渡しが行われる又は申込み

のある船舶に適用されている。  
 

2．改正の背景 

 
本会は，MARPOL 条約附属書 VI 第 13 規則

に定める窒素酸化物放出許容限度に関し，3 次

規制の基準を満足する機関を備え，窒素酸化

物放出規制海域における航行が可能な船舶に

対し，“Nitrogen Oxides Emission-Tier III”（略

号 NOx-III）を船級符号に付記する旨規定して

いる。また，当該規定に適合するために搭載

される装置／機関に応じた付記を追加する規

則改正を 2018 年 1 月 1 日から施行している。 
本改正では，NOx-III に関する付記と同様に，

MARPOL 条約附属書 VI 第 14 規則に定める硫

黄の質量濃度に関する規制に適合する低引火

点燃料（天然ガス，メタノール等）を使用す

るための設備を備える船舶，及び当該規制に

適合する燃料の使用と同等以上の実効性を有

す る 設 備 を 備 え る 船 舶 に 対 し て ，“ Sulphur 
Oxides”（略号 SOx）を船級符号に付記すると

ともに，適合するために採用される設備を付

記するため，関連規定を改めた。  
 
3．改正の内容 

 
主な改正点は以下のとおりである。  

(1) 登録規則細則 2.1.3-3.(2)(b) i)において，硫

黄の質量濃度に関する規制に適合する低

引火点燃料を使用するための設備を備え

る船舶，同細則 2.1.3-3.(2)(b)ii)において，

当該規制に適合する燃料の使用と同等以

上の実効性を有する設備として，排ガス

浄化装置を備える船舶に対し，船級符号

に“Sulphur Oxides”（略号：SOx）を付記

する旨規定した。なお，同 i)の場合には，
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Low Flash-point Fuel（略号：LFF）を，同

ii) の 場 合 に は ， Exhaust Gas Cleaning 
System（略号：EGCS）を SOx の後に列挙

する。表 11 に付記例を示す。  
また，同 i)の低引火点燃料及び同低引火点

燃料を使用する機関（主機，ボイラ等）並

びに同 ii)の排ガス浄化装置を備える機関

の用途については，船級登録原簿に注記と

して記載する旨規定した。以下に記載例を

示す。  
（記載例 1）  
EGCS を備える主機（ 1 台）及び主発電機

（ 3 台）を搭載する船舶  
「SOx-EGCS -M/E, G/E(Nos.1, 2, 3) 」  
（記載例 2）  
メタンを燃料として使用する主推進用発

電機関（ 4 台）及び補助ボイラー（ 1 台）

を搭載する船舶  
「SOx-LFF(Methane) - G/E(Nos. 1, 2, 3, 4),  
A/B」  
 

表 11 SOx 規制に関する Notation の付記例  
SOx 規 制 へ

の適合方法  
低 引 火 点 燃 料

使用設備  排ガス浄化装置  

付記の例  SOx(LFF) SOx(EGCS) 
 

 
(2) 登録規則細則 2.1.3-3.(2)(a)において，前 (1)

の SOx 規制の取扱いと同様，選択式触媒

還元脱硝装置及び排ガス再循環装置を備

える機関の用途並びに二元燃料機関及び

ガス専焼機関の用途については，船級登

録原簿に注記として記載する旨規定した。

以下に記載例を示す。  
（記載例 1）  
主機（ 1 台）に EGR を搭載した機関を採

用し，No.1～No.3 主発電機（ 3 台）に SCR
を搭載した機関を採用する船舶  
「NOx-III (M/E : EGR), (G/E(Nos.1,2,3) : 
SCR)」  
 
（記載例 2）  
主機（ 1 台）に SCR を搭載した二元燃料

機関（ガス燃料を拡散燃焼するもの）を

採用し，No.1～No.3 主発電機（ 3 台）に

二元燃料機関（ガス燃料を希薄予混合燃

焼するもの）を採用する船舶  
「NOx-III (M/E : SCR), (G/E(Nos.1, 2, 3) : 
DFE)」  
 
（記載例 3）  
主機（ 1 台）に二元燃料機関（ガス燃料

を希薄予混合燃焼するもの）を採用し，

No.1～No.3 主発電機（ 3 台）に二元燃料

機関（ガス燃料を希薄予混合燃焼するも

の）を採用する船舶  
「NOx-III (M/E : DFE), (G/E(Nos.1, 2, 3) : 
DFE)」  
 
 

 
 

63. 海洋汚染防止のための構造及び設備規則，  
関連検査要領並びに登録規則細則一部改正案における改正点の解説  

（燃料消費実績報告制度におけるデータの検証等）  
 
1．はじめに 

 

2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正され

ている海洋汚染防止のための構造及び設備規則

（日本籍船舶用），関連検査要領並びに登録規則

細則中，燃料消費実績報告制度におけるデータ

の検証等に関する事項について，その内容を解

説する。なお，本改正は 1 回限りの国際航海に

関する要件が 2018 年 12 月 25 日から適用されて

おり，その他の要件は 2019 年 1 月 1 日から適用

されている。  
 

2．改正の背景 

 
2016 年 10 月に開催された IMO 第 70 回海洋環

境保護委員会（ MEPC70）において，総トン数

5,000 トン以上の船舶を対象に，燃料消費実績の

報告を義務付ける MARPOL 条約附属書 VI の改

正が，決議 MEPC.278(70)として採択された。本

会は既に同改正を本会規則に取り入れている。  
その後，2017 年 7 月に開催された IMO 第 71

回海洋環境保護委員会（MEPC71）において，報

告された燃料消費実績に関するデータの検証に

ついて，その手順を定めたガイドラインが決議



 
 
 

- 67 - 

MEPC.292(71)として採択された。  
また，日本籍船舶にあっては，2018 年 3 月に

省令，船舶検査心得等が改正され，当該報告制

度実施のための規定が定められた。  
このため，決議 MEPC.292(71)及び上記省令改

正等に基づき関連規定を改めた。  
 
3．改正の内容 

 
主な改正点は以下のとおりである。 

(1) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則 8
編 3.4-2.（日本籍船舶用）において，本会船

級船にあっては二酸化炭素放出抑制航行手

引書 (SEEMP)の承認を本会が行うことが明

確になるよう，規則本文から日本国政府を

削った。  
(2) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則 8

編 3.5.2（日本籍船舶用）において，日本籍

船舶を対象とした要件であることが明確と

なるよう表現を改めた。  
(3) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則検

査要領 8 編 3.1.1（日本籍船舶用）において，

船舶のエネルギー効率に関する規制が免除

される「1 回限りの国際航海」には，たとえ

臨時的であっても，日本国外での入渠等の，

往復の国際航海は含まれない旨規定した。  
(4) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則検

査要領 8 編 3.4-4.（日本籍船舶用）において，

本会船級船の日本国政府への燃料消費実績

の報告は，本会を介して行う旨規定した。  
(5) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則検

査要領 8 編 3.4-5.（日本籍船舶用），同 3.4-2.
（外国籍船舶用）において，燃料油消費実

績 集 計 ・ 報 告 確 認 書 の 書 式 と し て ，

MEPC.1/Circ.876 を参照するよう規定した。 
(6) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則検

査要領 8 編 3.5.1（日本籍船舶用）において，

日本国政府から要求があった場合に本会が

提出を求める書類として，燃料油供給証明

書並びに航海日誌の写しを規定した。なお，

ClassNK MRV Portal 使用して，本会に燃料

消費実績を報告している場合にあっては，

別途当該書類を本会に提出する必要は無い。 
(7) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則検

査要領 8 編 3.5.2-3.において，報告された燃

料消費実績のデータ検証に関する指針とし

て，決議 MEPC.292(71)を明記した。  
(8) 登録規則細則付録 1「船級及び設備の維持検

査並びに証書発行申込書」（様式 2A(J)）（日

本籍船舶用），（様式 2A）（外国籍船舶用）

及び「条約証書交付等申込書」（様式 4A）（日

本籍船舶用）において，燃料油消費実績の

報告に関する適合証書の申請欄を追加した。 

 
 

64. 海洋汚染防止のための構造及び設備規則，関連検査要領並びに登録規則細則における  
改正点の解説  

（排ガス浄化装置の承認及び検査に関するガイドライン）  
 

1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されて

いる海洋汚染防止のための構造及び設備規則，関

連検査要領並びに登録規則細則中，排ガス浄化装

置の承認及び検査に関するガイドラインに関する

事項について，その内容を解説する。なお，本改

正は 2018 年 12 月 25 日から適用されている。  
 
2．改正の背景 

 
MARPOL条約附属書VI第14規則においては，船

舶から放出される硫黄酸化物による大気汚染の防

止を目的とし，船舶で使用される燃料中に含まれ

る硫黄について，質量濃度の上限値（図14参照）

が規定されている。当該上限値を超える燃料を使

用する場合にあっては，当該規則に適合する燃料

の使用と同等以上の実効性を有すると船籍国主管

庁が認める措置を講じる必要がある。本会規則に

おいては，IMOにより定められた同等物にかかわ

るガイドラインの規定に適合するものであって，

主管庁により承認されたものについては，当該措

置として受け入れる旨規定している。  
一方，IMOにおいては，上記の措置として排ガ

ス浄化装置が使用されることを想定し，当該装置

の仕様等を定めるガイドラインが2015年5月に決

議MEPC.259(68)として採択されている。また，

2017年12月に開催されたIMO第30回総会において

採択された決議A.1120(30)「検査と証書の調和シ

ステムに基づく検査ガイドライン」においては，
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上記の措置として使用される排ガス浄化装置等の

検査に関する規定が決議MEPC.259(68)を参照す

る形で規定されている。  
このため，決議A.1120(30)に基づき，外国籍船

舶に設置する排ガス浄化装置等の承認及び定期的

検査等の要件を規定した。また，2018年1月に，海

洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等に対

応する国土交通省の検査の方法等の改正が行われ，

排ガス浄化装置の承認及び定期的検査等の要件が

決議MEPC.259(68)等を参考に規定されたことか

ら，当該検査の方法等に基づき船舶に設置する排

ガス浄化装置の承認及び定期的検査等の要件を規

定した。  
 

 

図 14 燃料中の質量濃度の上限値  
 

3．改正の内容 

 
主な改正点は以下のとおりである。  

(1) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則検査

要領 8 編 1.2.2-1.及び 2.2-1.において，硫黄の

質量濃度が所定の制限値以下である燃料油を

使用することに代わる「代替措置」として排

ガス浄化装置を使用する場合，当該排ガス浄

化装置は，IMO 決議 MEPC.259(68)の規定に適

合するものとする旨規定した。なお，日本籍

船舶に設置する排ガス浄化装置には，故障そ

の他の異常が生じて放出される硫黄酸化物又

は排出される洗浄水が基準に適合しなくなる

おそれがある場合に作動する可視可聴警報を

備える必要があるので留意されたい。  
(2) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則 2 編

及び同検査要領 2 編において，排ガス浄化装

置を設置する船舶の検査に関する要件を以下

のとおり規定した。  
(a) 規則 2 編 1.3.2-1.(3)(k)及び 2.1.2-1.(6)(c)

並びに対応する検査要領において，本会

の承認を受けた排ガス浄化装置に関する

取扱手引書等（EGCS テクニカルマニュ

アル，船上監視マニュアル，SOx 放出量

適合計画書），EGC 記録簿等を船上に備

える旨規定した。  
(b) 規則 2 編 2.1.3-5.(2)(b)において，総トン

数 400 トン未満の船舶も含めたすべての

船舶の製造中登録検査の項目として，排

ガス浄化装置の据付等の確認及び効力試

験を規定した。これらの確認及び効力試

験は，対応する検査要領の規定により，

外 国 籍 船 舶 の 場 合 に は IMO 決 議

MEPC.259(68)に従った検査を行うことと

なり，日本籍船舶の場合には附属書 2-2.1
（海洋汚染等及び海上災害の防止に関す

る法律等に対応する国土交通省の検査の

方法の附属書 [7]及び [8]等に準拠して規

定したもの）に従った検査を行うことと

なる。  
(c) 規則 2 編 3.1.2-4.(b)において，総トン数

400 トン未満の船舶も含めたすべての船

舶の年次検査の項目として，排ガス浄化

装置の現状検査及び効力試験を実施する

旨規定した。中間検査及び定期検査にお

いても実施することになる当該検査は，

対応する検査要領の規定により，外国籍

船舶の場合には IMO 決議 A.1120(30)に従

った検査を行うこととなり，日本籍船舶

の場合には前 (b)と同様に国土交通省の

検査の方法に準拠した検査を行うことに

なる。  
(d) 検査要領 2 編 4.1.2-4.において，就航後に

排ガス浄化装置を新たに備える船舶を対

象に，製造中登録検査と同様の検査を臨

時検査として実施する旨規定した。  
(3) 登録規則細則の付録 1 において，次の(a)及び

(b)の申込書に排ガス浄化装置の検査に関す

る項目を加えた。  
(a) 製造中船級登録検査等申込書（様式 1A(J)，

1A(J)-1，1A 及び 1A-1）  
(b) 製造後船級登録検査等申込書（様式 3A(J)，

3A(J)-2，3A 及び 3A-2）  
 
 
 

*SOx ECA：硫黄酸化物放出規制海域  



 
 
 

- 69 - 

65.  海洋汚染防止のための構造及び設備規則，関連検査要領，船舶用原動機放出量  
確認等規則並びに同実施要領における改正点の解説  

（窒素酸化物放出規制海域）  
 

1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されて

いる海洋汚染防止のための構造及び設備規則，関

連検査要領，船舶用原動機放出量確認等規則並び

に同実施要領中，窒素酸化物放出規制海域に関す

る事項について，その内容を解説する。なお，本

改正は 2018 年 12 月 25 日から適用されている。  
 
2．改正の背景 

 
MARPOL条約附属書VI第13規則においては，大

気汚染防止を目的とし，船舶の建造日等に応じて

往復動内燃機関からの窒素酸化物放出量の最大許

容限度が規定されている。その一環として，2016
年1月1日以降に起工又は同等段階にある船舶等が

北アメリカ海域及びアメリカ・カリブ海海域（図

15参照）といった窒素酸化物放出規制海域を航行

する際に3次規制が適用されている。  
その後，IMOにおいて，バルティック海海域及

び北海海域を窒素酸化物放出規制海域として規定

する提案があったほか，荷役のためではなく機関

の修理又は保守等を行うための航行については3
次規制の適用を免除できる旨規定する提案があり

審議が進められていた。  
その結果，2017年7月に開催されたIMO第71回海

洋環境保護委員会（MEPC71）において，バルテ

ィック海海域及び北海海域（図16参照）を窒素酸

化物放出規制海域に指定するとともに，上記の一

時的な免除に関する規定を設けるMARPOL条約

附属書VIの改正が決議MEPC.286(71)として採択

された。  
このため，IMO決議MEPC.286(71)に基づき，関

連規定を改めた。

 

 
図 15 北アメリカ海域及びアメリカ・カリブ海海域 

 

 

図 16 バルティック海海域及び北海海域 

 
3．改正の内容 

 
主な改正点は以下のとおりである。  

(1) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則 8 編

1.1.2(15)において窒素酸化物放出規制海域

（以下，「NECA」という。）としてバルティ

ック海海域及び北海海域を規定し，当該海域

を 2021 年 1 月 1 日以降に起工又は同等段階に

ある船舶に対して適用する NECA とする旨同

8 編 2.1.2-1.(1)(c)において規定した。  
(2) 船舶用原動機放出量確認等規則 1.2.1(18)及び

2.2.2-1.(1)において，前(1)と同様に規定した。 
(3) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則検査

要領 8 編 2.1.1-1.において，NECA における放

出規制の一時的な免除に関する規定を加えた

（免除の期間については，表 12 参照）。なお，

当該規定に基づく免除は，次の(a)から(d)の条

件を満足する場合に限り認められるものであ

る。  

北海海域 

バルティック海海域 
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(a) 船舶のディーゼル機関が，2 次規制に適

合していること。  
(b) 船舶が直接造船所もしくは他の修繕施設

に出入りすること。  
(c) 船舶が当該免除の間，貨物の積込み又は

取卸しを行わないこと。  
(d) 船舶が前 (b)に規定する造船所又は他の

修繕施設の所在地の寄港国が指示する航

路（あれば）をとること。  
(4) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則 1 編

1.1.3（外国籍船舶用にあっては 1.1.4）におい

て，船舶が 3 次規制の適用の有無の判別を容

易にするべく，次の(a)及び(b)のとおり，船級

登録原簿に注記を記載する旨規定した。  
(a) 搭載するディーゼル機関が，附属書 VI

の規定により 2016 年 1 月 1 日以降に建造

開始段階にある船舶に搭載される場合

（次の(b)に該当するものを除く。）：  
NOx-III(2016) 

(b) 搭載するディーゼル機関が，附属書 VI
の規定により 2021 年 1 月 1 日以降に建造

開始段階にある船舶に搭載される場合：  
NOx-III(2021) 

なお，これらの注記は，海洋汚染防止のため

の構造及び設備規則並びに登録規則細則にお

ける改正点の解説（硫黄酸化物放出規制に係

る Notation）中 3.(2)における記載例として示

される「NOx-III」にまとめられることにとな

る。  
(5) その他，次の規定において，用語等の表現や

NECA の追加に伴う要件の変更等を行った。  
(a) 海洋汚染防止のための構造及び設備規

則：  
・規則 8 編 2.1.2，2.1.4，2.2-1. 
・検査要領 8 編 2.1.2 

(b) 船舶用原動機放出量確認等規則：  
・実施要領 2.2.2 

 

表 12 一時的な免除の期間 

免除対象となる船舶  免除の開始  免除の終了  

新たに建造される船舶  造船所からの船舶の引渡し

時* 

NECA からの出域時  
又は  

NECA 内のガス燃料補給施設に向かう間  
ディーゼル機関（2 次規制適

合）を備える船舶であって当

該機関の改造，保守又は修繕

を行うもの  

NECA への入域時  改造，保守又は修繕後の NECA からの出

域時** 

二元ディーゼル機関を備える

船舶であって，改造，保守又

は修繕を行う際に船上にガス

燃料又はガス貨物を有するこ

とがないよう要求されるもの  

NECA への入域時  
又は  

NECA 内でのガスの放出時  

改造，保守又は修繕後の NECA からの出

域時  
又は  

NECA 内のガス燃料補給施設に向かう間  

    
       * 二元燃料ディーゼル機関の場合。  

 ** 海上試運転時を含む。  
 
 

66. 海洋汚染防止のための構造及び設備規則，関連検査要領並びに船用材料・機器等の  
承認及び認定要領における改正点の解説  

（バルト海特別海域を航行する旅客船等の汚水浄化装置）  
 

1．はじめに 

 
2018 年 12 月 25 日付一部改正により改正されてい

る海洋汚染防止のための構造及び設備規則，関連検

査要領並びに船用材料・機器等の承認及び認定要領

（外国籍船舶用）中，バルト海特別海域を航行する

旅客船等の汚水浄化装置に関する事項について，そ

の内容を解説する。なお，本改正は 2018 年 12 月 25

日から適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
MARPOL 条約附属書 IV 第 9 規則では，船舶から

の汚水による汚染の防止を目的とした設備として，

決議 MEPC.227(64)等により IMO が定める基準に基

づき承認された汚水浄化装置等を船舶に設置するこ
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とが要求されている。 
2011 年 7 月に開催された IMO 第 62 回海洋環境保

護委員会（MEPC62）において決議 MEPC.200(62)と
して採択された附属書 IV の改正により，バルト海

特別海域（バルティック海海域）を航行する旅客船

を対象に，他の海域において適用する基準よりも強

化された基準を 2016 年 1 月 1 日（同日前の建造契約

船等の現存旅客船への遡及適用は 2018 年 1 月 1 日）

から適用する予定となっていた。 
しかしながら，強化された基準に適合する汚水浄

化装置の承認が滞っていること等の理由から，2016
年 4 月に開催された MEPC69 において，上記の基準

の適用開始時期を各々3 年 5 ヶ月（特別海域内にお

いて特定の港にのみ寄港する現存旅客船への遡及適

用は 5 年 5 ヶ月）遅らせる MARPOL 条約附属書 IV
の 改 正 等 が 決 議 MEPC.274(69) 及 び 決 議

MEPC.275(69)として採択された。 
こ の た め ， 決 議 MEPC.274(69) 及 び 決 議

MEPC.275(69)に基づき関連規定を改めた。 
併せて，汚水浄化装置に適用される IMO のガイド

ライン（決議 MEPC.227(64)）についても，遡及適用

の規定を含め，上記の適用開始時期の変更に合わせ

て適用を改める改正が 2016 年 10 月に開催された

MEPC70 において決議 MEPC.284(70)として採択さ

れたことから，汚水浄化装置の承認試験に関する規

定を改めた。 
 

 

図 17 バルティック海海域 

 
3．改正の内容 

 
主な改正点は以下のとおりである。 

(1) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則 7 編

1.1.2 において，特別海域，旅客船等の定義を規

定した。特別海域は，図 17 に図示するバルテ

ィック海海域をいう。 
なお，旅客船は，船舶の建造契約日等に応じて，

次の(a)及び(b)のとおり，新旅客船及び現存旅客

船に分類され，現存旅客船にあっては，その航

路に応じて，異なる猶予期間が設定されている

ので留意されたい（次の(2)(b)及び(c)参照）。 
(a) 次のいずれかに該当する旅客船が「新旅客

船」に分類される。 
・ 2019 年 6 月 1 日以降に建造契約が行わ

れる旅客船 
・ 建造契約がない場合には，2019 年 6 月 1

日起工又は同等段階にある旅客船 
・ 2021 年 6 月 1 日以降に引渡しが行われ

る旅客船 
(b) 新旅客船でない旅客船が「現存旅客船」に

分類される。 
(2) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則 7 編

2.2.1(1)(b)において，「IMO が定める日」以降に

特別海域を航行する旅客船の場合には，汚水浄

化装置又は汚水貯留タンクを設置する旨規定

し，対応する検査要領において，上記の「IMO
が定める日」を次の(a)から(c)のとおり規定した。

なお，「東経 28º10΄より東に位置する港」には，

例えば，ロシアのサンクトペテルブルク港が該

当する。 
(a) 新旅客船の場合： 

2019 年 6 月 1 日 
(b) 現存旅客船（次の (c)に該当するものを除

く。）の場合： 
2021 年 6 月 1 日 

(c) 現存旅客船のうち，直接，特別海域外の港

と特別海域内の東経 28º10΄より東に位置

する港との間を航行し，特別海域内の他の

港に寄港することが全くないものの場合： 
2023 年 6 月 1 日 

当該検査要領においては，上記の汚水浄化装置

について，IMO 決議 MEPC.284(70)により改正

された排水基準及び機能試験に関するガイド

ラインである IMO 決議 MEPC.227(64)（附属書

中 4.2 の規定も含む。）に適合したものとする旨，

併せて規定した。 
(3) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則検査

要領 2 編 1.1.3-6.において，現存旅客船のうち，

特別海域を前(2)(b)又は(c)に規定する日以降に

航行するものにあっては，臨時検査により，前

(2)の要件に適合していることを当該航行前に

確認する旨規定した。 
(4) 船用材料・機器等の承認及び認定要領（外国籍

船舶用）2 編 8.4.2 において，特別海域において

汚水を排出する予定がある船舶に設置する汚

バルティック海海域 
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水浄化装置を対象に次の (a)及び (b)の追加の水

質試験基準を規定した。 
(a) 全窒素 

排出液中のケルダール窒素（有機態窒素及

びアンモニア態窒素），硝酸態窒素，アンモ

ニア態窒素の総量が濃度 20mg/l未満である

又は少なくとも 70%削減されるものである

こと。 
(b) 全リン 

排出液中のリン化合物が濃度 1.0mg/l 未満

である又は少なくとも 80%削減されるもの

であること。 
(5) その他，以下のとおり規定を改めた。 

(a) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則 7
編 2.1.1（外国籍船舶用）において，船舶の

建造日に関する用語の表現を変更した。 
(b) 船用材料・機器等の承認及び認定要領（外

国籍船舶用）2 編 8.4.2 において，特別海域

を航行する旅客船以外の船舶（貨物船も含

む。）に設置する汚水浄化装置の水質試験の

際に参照する規格の年号の変更等を行った。 
 

 
 

67. 安全設備規則検査要領における改正点の解説 
（舷灯の射光範囲） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

る安全設備規則検査要領中，舷灯の射光範囲に関す

る事項について，その内容を解説する。 
なお，本改正は，2018 年 7 月 1 日以降に建造契約

が行われる船舶に適用されている。また，船舶の所

有者から申込みがあれば，同日より前に建造契約が

行われた船舶に適用することができる。 
 

2．改正の背景 

 
COLREG 条約においては，舷灯について，最小限

度の光度を維持しなければならない射光範囲が規定

されている。 
近年，船舶の大型化に伴い，船首楼等が舷灯の射

光を遮る事例が報告されたことから，IMO 第 4 回航

行・無線通信・探索救助小委員会（NCSR4）におい

て，舷灯の射光範囲に関する取扱いを定めるための

統一解釈案が提案され，当該事例に該当する船舶に

おける舷灯の最小視認距離等を規定する統一解釈案

が合意された。 
当該統一解釈案は，2017 年 6 月に開催された第 98

回 海 上 安 全 委 員 会 （ MSC98 ） に お い て ，

MSC.1/Circ.1577 として承認され，2019 年 7 月 1 日

以後に建造契約が行われる船舶に適用されることと

なっている。 
これを受け，IACS は，当該 MSC サーキュラーを

早期に適用すべく，同様の要件を IACS 統一解釈

COLREG5 として 2018 年 5 月に採択した。 
このため，当該 IACS 統一解釈に基づき，関連規

定を改めた。 

3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。 

(1) 日本籍船舶用の 5編 2.3.5-1.及び外国籍船舶用の

3.1.1-12(3)において，前方方向における舷灯の

水平射光範囲を明確にした。すなわち，図18に

示すように，COLREG 条約においては舷灯が最

低限度の光度を維持する範囲（図18の a.）とそ

の光を遮断する範囲（同 b.）が定められている

が，これらの間の範囲（同 c.）においても最低

限度の光度を維持する必要がある旨規定した。

これは，正面で向き合って航行している船舶が，

確実にその状況を認識するための措置である。 

 
図18 舷灯の水平射光範囲 

 
(2) 日本籍船舶用の 5 編 2.3.6 及び外国籍船舶用の

3.1.1-12(5)において，舷灯の最小視認距離を規

定した。すなわち，COLREG 条約において舷灯

は水平面から±5°の範囲で最低限度の光度を維

持する旨定められていることに関連し，図19に

示すように船首楼等がその射光を遮る場合に，

船首端から 1000m先の海面上において舷灯が視

認可能でなければならない旨規定した。これは，

±5°の垂直射光範囲を満足することが困難な船

舶において，舷灯の配置要件を軽減するための

措置である。 
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図19 舷灯の最小視認距離 

 

 

 
 

68. 安全設備規則及び関連検査要領並びに鋼船規則検査要領R編及び 
旅客船規則検査要領における改正点の解説 

（救命設備の標示及び火災制御図に用いる記号） 
 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されている安

全設備規則及び関連検査要領（日本籍船舶用）並びに鋼

船規則検査要領 R 編及び旅客船規則検査要領（外国籍船

舶用）中，救命設備の標示及び火災制御図に用いる記号

に関する事項について，その内容を解説する。なお，本

改正は，2019 年 1 月 1 日以降に起工又は同等段階にある

船舶に適用されている。 
 

2．改正の背景 

 

2012年に発生した旅客船コスタ・コンコルディアの事

故を契機に，脱出経路・救命設備の更なる統一的で効果

的な標示の必要性が2014年11月に開催されたIMO第94回
海上安全委員会（MSC94）において提唱され，第2回船

舶設備小委員会（SSE2 / 2015年3月開催）から第4回船舶

設備小委員会（SSE4 / 2017年3月開催）にかけて審議が行

われた。 
船舶設備小委員会の審議では，世界的に認知された記

号を統一的に用いることの利点が確認され，ISOとの協

力の下，脱出経路・救命設備の記号を盛り込んだ新しい

決議を作成することが合意された。また，本決議には

SOLAS条約第II-2章第15規則で要求される火災制御図に

用いる記号についても同じ記号を用いることを盛り込み，

従来から用いられていた総会決議A.952(23)と組合わせ

て用いることが合意された。審議の結果，2017年11月か

ら12月に開催されたIMO第30回通常総会（A30）におい

て，脱出経路の標識及び設備の位置の標示に関する総会

決議がA.1116(30)として採択された。 
このため，総会決議A.1116(30)に基づき，関連規定を

改めた。 
 
3．改正の内容 

 

主な改正点は以下のとおりである。 

(1) 安全設備規則及び同検査要領（日本籍船舶用）にお

いて，救命設備の標示について，総会決議A.1116(30)
を参考とするよう規定を改めた。なお，外国籍船舶

用の安全設備規則においては，安全設備に関する各

要件について直接 SOLAS 条約を参照する規則構成

としているため改正を行っていない。 
(2) 鋼船規則検査要領 R 編において，火災制御図に用い

る記号について，旧決議である A.952(23)に加え新

決議A.1116(30)の両方を参照するよう規定を改めた。

本改正において旧決議 A.952(23)への参照を残して

いるが，これは新決議 A.1116(30)において A.952(23)
に記載されている記号の一部が網羅されていない

ためである。 
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69. バラスト水管理設備規則及び同検査要領，登録規則細則並びに船用材料・機器等の 
承認及び認定要領における改正点の解説 

（有害水バラスト処理設備承認のためのガイドライン（改正 G8 等）） 
 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されてい

るバラスト水管理設備規則及び関連検査要領並びに

登録規則細則，船用材料・機器等の承認及び認定要

領（外国籍船舶用）中，バラスト水管理設備規則に

関する事項について，その内容を解説する。なお，

本改正は，2018 年 6 月 29 日から適用されている。 
 
2．改正の背景 
 

2017 年 9 月 8 日に発効したバラスト水及び沈殿物

の制御及び管理のための国際条約（BWM Convention, 
2004）において，船舶へ搭載される有害水バラスト

処理設備（以下 BWMS）は，「有害水バラスト処理

設備承認のためのガイドライン（G8）」の規定に基

づき，主管庁からの承認を得ることが規定されてい

る。 
2014 年 3 月に開催された IMO 第 66 回海洋環境保

護委員会（MEPC66）において，国際独立タンカー

船主協会（INTERTANKO）等の国際海運団体より，

現行 G8 で承認された BWMS では，使用環境によっ

てはバラスト水排出基準を満足しない可能性が指摘

され，当該ガイドラインの強化が提案された。本件

につき，IMO において審議した結果，2016 年 10 月

に開催された IMO 第 70 回海洋環境保護委員会

（MEPC70）において，「有害水バラスト処理設備承

認のためのガイドライン（G8）」の改正に関する IMO
決議 MEPC.279(70)が採択された。その他にも「バラ

スト水交換のためのガイドライン（G6）」の改正に

関する IMO 決議 MEPC.288(71)が採択された。 
こ の た め ， IMO 決 議 MEPC.279(70) 及 び

MEPC.288(71)に基づき，関連規定を改めるとともに，

その他検査要件等の関連規定も改めた。 
 

3．改正の内容 
 

バラスト水管理設備規則及び同検査要領，船用材

料・機器等の承認及び認定要領並びに登録規則細則

における主な改正内容は以下のとおりである。 
 

3.1 バラスト水管理設備規則 

 

1 編 総則 

2 章 用語及び略語 

 
2.1 一般 

2.1.1 用語 

IMO 決議 MEPC.174(58)（以下「旧 G8」）に規定さ

れている用語と IMO 決議 MEPC.279(70)（以下「改

正 G8」）に規定されている用語とに分けて規定した。 
 
2 編 検査 

2 章 登録検査 
 
2.1 製造中登録検査 

2.1.2 提出図面及びその他の書類 

(1) 「有害水バラスト処理設備図」を承認図書とし

て要求していたが，製造中登録検査を受ける際

に，当該図面は G8 に基づき承認済みとなって

いるため，参考用図書として提出するよう改め

た。 

(2) 参考用図書として提出を要求している「有害水

バラスト処理設備の型式証明書の写し（IMO 決

議 MEPC.174(58) “Guidelines for Approval of 
Ballast Water Management Systems (G8)”（その後

の改正を含む。）に従って主管庁が発行したも

の）」について，今後，改正 G8 に基づき承認さ

れた BWMS が出てくることを見据え，簡潔に

「有害水バラスト処理設備の型式証明書の写し」

へ修正した。一方，日本籍船舶にあっては，国

土交通省の指導により「有害水バラスト処理設

備の型式証明書の写し（型式指定書又は設備確

認書）」とした。 

2.1.5 船上に保持すべき書類等 

旧 G8 に基づき承認された BWMS と改正 G8 に基

づき承認された BWMS とに分けて規定した。 

 
3 章 定期的検査 

 
3.2 中間検査 

3.2.2 設備の検査 
バラスト水管理条約附属書 E-1 規則に合わせ，中

間検査の際に BWMS の効力試験を実施するよう改

めた。 

3.3 定期検査 

3.3.2 設備の検査 

3.2.2において BWMS の効力試験を明記したため，
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定期検査の際には中間検査での検査項目を参照する

よう改めた。 

3.3.3 船上に保持すべき書類等 

改正 G8 に合わせ，BWMS の較正検査実施者を明

確化する文言を追加した。 

 
3 編 バラスト水管理のための設備 

2 章 バラスト水交換 
 
2.2 バラスト水交換（附属書 B-4 規則関連） 

「バラスト水交換のためのガイドライン（G6）」
の改正が採択され，それに伴い IMO 決議番号を

MEPC.288(71)へ改めた。 

 
3 章 バラスト水管理 
 
3.3 有害水バラスト処理設備（附属書 D-3 規則関連） 

2020 年 10 月 28 日以降に搭載される BWMS は，

改正 G8 に基づき承認を取得する必要がある旨規定

した。また，旧 G8 に基づき承認された BWMS と改

正 G8 に基づき承認された BWMS とに分けて構造及

び性能要件を規定した。 

 
3.2 バラスト水管理設備規則検査要領 

 

(1) 3 編 3.3-2.において，規則 3 編 3.3-1.2 の「2020
年 10 月 28 日以降に搭載される BWMS」に記載

される「搭載」に該当する日を IMO 決議

MEPC.279(70)に基づき規定した。 

(2) 「バラスト水処理装置」の用語を「有害水バラ

スト処理設備」へ統一，「総残留酸化物」の用語

を「総残留オキシダント」へ修正及び参照規則

番号の修正を行った。 

 

3.3 船用材料・機器等の承認及び認定要領 

  

11.1 一般 

11.1.1 適用 

2018 年 10 月 28 日以降，主管庁は改正 G8 に基づ

き承認を行うため，弊会規則も改正 G8 の要件のみ

とするよう改め，すべての要件に改正 G8 の該当規

則番号を追記した。 
11.1.2 用語 

「主要構成機器」，「有害水バラスト処理設備の設

計上のシステム制約（以下，SDL）」等の改正 G8 に

より新たに定義された用語を追加した。また，既に

規定されていた用語に関しても内容の見直しを行い，

改正 G8 に合わせた内容へ修正を行った。 

11.2 承認申込 

11.2.2 提出資料 

改正 G8 に基づき，以下の資料を「有害水バラス

ト処理設備に関する図面及び資料」へ追加した。 
・ 操作，保守，緊急措置及び故障時の対応マニュ

アル資料（BWMS の操作説明書，当該設備の搭

載に関する説明書，トラブルシューティング等） 
・ 危険特性にかかわる資料 
・ 環境及び公衆衛生影響にかかわる資料 
・ SDL にかかわる資料，ソフトウェアの変更及び

改定管理にかかわる資料 
・ 廃棄物管理及び処分に関する資料 

また，「環境試験への適合を証明する資料」を新た

に提出資料として追加した。 
 
11.3 事前審査 

11.3.3 試験機関の承認試験 

改正 G8 に基づき，試験機関の承認要件及び品質

管理/品質保証プログラムに関する要件を新たに規

定した。 
11.3.4 事前審査の注意点 

BWMS の主要構成機器はバラスト水排出基準へ

影響する可能性が高いことから，事前審査の際，当

該機器をアップグレード又は変更してはいけない旨

規定した。（但し，新たな試験方案を提出し，陸上及

び船上試験を再度実施する場合は除く。） 
 

11.4 構造要件及び性能要件 

11.4.1 有害水バラスト処理設備 

改正 G8 に基づき，以下の要件を追加した。また，

旧 G8 で規定されていた「バラスト水処理装置」の

要件は改正 G8 よりすべて削除されたため，11.4.2 よ

り削除した。 
・ BWMS の磨耗又は損傷し易い作動部品に対する

メンテナンス性を考慮すること。 
・ BWMS の操作及び制御は単純かつ効果的な方法

を採用すること。 
・ BWMS の電機設備を危険場所へ設置する場合，

当該設備は鋼船規則 H 編に従ったもとのとする

こと。 
・ 乗組員への健康被害及び危険性を防止すること。 
・ BWMS の相似設計を行う場合，当該設備を実際

に船上に搭載した際に処理能力等の機能に影響

を及ぼさないこと数学モデル等により実証する

こと。 
・ 相似設計モデルが陸上試験モデルと堅牢性を示

す資料を本会へ提出すること。 
・ BWMS の一連の処理工程後において，生物が繁
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殖する可能性を考慮すること。 
・ 船上試験装置は相似設計モデルの検証を実施で

きる処理能力を有すること。 
11.4.2 制御及び監視装置 

危険ガスを放出する BWMS に対するガス検知装

置の設置場所，当該検知装置の設計基準（IEC 
60079-29-1）及び BWMS のソフトウェアに対する要

件を新たに規定した。 
11.4.3 サンプリング設備及び手法 

サンプリングする際に生物の死亡率を最小化させ

るため，適切なネットの使用，適切なサンプリング

時間の管理及び適切な濃縮方法の使用について規定

した。 
11.4.4 自己監視 

BWMS の一般情報及び記録されるべき自己監視

パラメータを以下のとおり規定した。また，記録デ

ータは時間情報も記録し，保存形式はテキスト形式，

pdf 形式，エクセル形式，xml 形式とする旨規定した。 
・ 一般情報（船名，IMO 番号等） 
・ 作動パラメータ（BWMS の運転状況，バラスト

ポンプの状態等） 
・ BWMS の警報（緊急停止，整備情報，バイパス

操作） 
・ 運転警報 
・ SDL 情報 
11.4.5 設計上のシステム制約（SDL） 

SDL の上限及び下限値パラメータの検証に関して

以下のとおり規定した。 
・ 製造者により事前検証された結果に基づいて実

施又は既存データに基づいて実施すること。 
・ 無制限の SDL（上限又は下限のどちらかが設定

されていない）を採用する場合，本会へ報告す

ること。 
・ 各パラメータの誤差範囲も SDL に含めること。 
・ SDL は BWMS の操作において重要なパラメー

タに対して設定すること。 
11.4.6 承認試験における注意点 

承認試験における注意点として以下の要件を明記

した。 
・ 承認試験における非主要構成機器の交換は試験

成績書にその旨報告すること。 
・ BWMS の安全性を考慮した改造は認めるが，改

造内容を報告すること。但し，当該改造がバラ

スト水排出基準に影響する場合，その改造は主

要構成機器の変更として扱うこと。 
 
11.5 承認試験 

11.5.3 試験項目 

試験項目に改正 G8 より追加された「温度試験」

と「再成長評価試験」を追加した。 
11.5.4 環境試験 

改正 G8 より，BWMS の電子・電気機器に関する

試験条件及び試験方法が IACS 統一規則 E10 を参照

しているため，本要件を採り入れている船用材料・

機器等の承認及び認定要領 7 編 1.3 を参照するよう

改め，表 2.11-1.を削除した。また，ISO/IEC 17025
への適合要求を新たに追加した。 
11.5.5 陸上試験 

陸上試験の主な変更点は以下のとおりである。 
・ 当該試験は BWMS 製造者から独立している旨

を明記 
・ 図 2.11-1.陸上試験の構図（インライン式及びイ

ンタンク式）の削除 
・ 縮小相似設計モデルについて，数学モデルや計

算により BWMS の機能及び有効性に影響しな

いことを証明する要件の削除 
・ 標準試験生物の使用に関する要件を追加 
・ 試験水の塩分濃度を海水，汽水，淡水に分けて

規定 
・ サンプル（最小寸法が 50μm 以上，10μm 以上

50μm 未満及び細菌）採取に関する詳細要件の

規定 
11.5.6 船上試験 

船上試験の主な変更点は以下のとおりである。 
・ 試験条件へ BWMS 製造者と独立した試験機関

による試験実施規定の追加 
・ インライン式 BWMS 及びインタンク式 BWMS

の最大定格処理能力に関する資料提出規定の追

加 
・ サンプル（最小寸法が 50μm 以上，10μm 以上

50μm 未満及び細菌）採取に関する詳細要件を

改正 G8 に合わせ修正 
・ 船上試験の記録項目として，試験期間中の漲水

時における BWMS の作動記録及び詳細な水質

パラメータの測定記録の追加 
11.5.7 温度試験 

改正 G8 に基づき，温度試験を新たに規定した。

当該試験は， 水温が 0℃～10℃，10℃～20℃及び

20℃～40℃における BWMS の性能確認を目的とし

ている。 
11.5.8 再成長評価試験 

改正 G8 に基づき，再成長評価試験を新たに規定

した。当該試験は，生物の殺滅処理後，タンク内最

低保持時間が経過してもバラスト水排出基準を満足

することの確認を目的としている。 
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11.6 承認 

11.6.1 試験成績書 

試験成績書へ記載する項目を改正 G8 に合わせ明

記した。 
11.6.2 承認通知 

 承認書へ記載する承認項目及び承認条件を改正

G8 に合わせ明記した。 
 
3.4 登録規則細則 

 

(1) 2 章 2.1.3-3.(1)から「バラスト水処理装置に関す

るガイドライン」に関する内容を削除した。こ

れにより，今後船級符号への付記「BWTS」を

廃止する。 

(2) 製造中登録検査申込書(様式 1A)及び製造後登録

検査申込書(様式 3A)から「バラスト水処理装置

の設置に関するガイドライン（BWTS）」の項目

を削除した。 

 

 

70. 高速船規則及び関連検査要領並びに鋼船規則検査要領 B 編における改正点の解説 

（後進性能の確認） 

 
1．はじめに 

 
2018 年 6 月 29 日付一部改正により改正されている高

速船規則及び関連検査要領並びに鋼船規則検査要領B編

中，後進性能の確認に関する事項について，その内容を

解説する。なお，本改正は 2018 年 7 月 1 日以降に建造契

約又は改造検査が行われる船舶に適用されている。 
 
2．改正の背景 

 
IACS統一規則M25では，船舶の主推進装置は，船舶に

十分な後進力を与えることができるものとする旨規定さ

れている。 
近年，船舶の後進力の確認が不十分であった船舶がタ

グボートや港湾施設に接触した事例がIACSに報告され

た。このため，IACSは，主推進装置の運転モードを前進

から後進に切替える際に要する時間等の主推進装置の後

進性能を，新造時に確認することについて検討を行った。

その結果，当該確認をすべての船舶において行う旨規定

するIACS統一規則M25(Rev.4)を2017年6月に採択した。 
また，IACSは，就航船の主推進装置に大規模な修繕を

行った場合に上記の後進性能に影響を及ぼし得ることを

考慮し，当該修繕後に必要に応じて海上試運転により当

該後進性能を確認する旨規定する統一規則Z18(Rev.7)を
2017年6月に採択した。 
このため，IACS統一規則M25(Rev.4)及びZ18(Rev.7)に

基づき，関連規定を改めた。 
 

3．改正の内容 

 
主な改正点は以下のとおりである。 

(1) 高速船規則 2 編 2.1.4-5.として，製造中登録検査

の試験方案を検査申込者が作成し，事前に本会の確

認を受ける必要がある旨等の規定（鋼船規則 B 編

2.1.4-5.と同様の規定）を設けた。また，鋼船規則検

査要領 B 編 B2.1.4-8.（外国籍船舶用にあっては，同

-7.）及び高速船規則検査要領 2 編 2.1.4 において，

後進試験の試験方案は，製造者により特定の運転特

性が指定されている場合にはこれも含めたものを

造船所が作成する必要がある旨規定した。 
(2) 鋼船規則検査要領B編B2.3.1-2.及び高速船規則検査

要領 2 編 2.3.1(2)において，後進試験の要件を次の(a)
から(c)のとおり改めた。 
(a) 前進全速から後進全速に切替える後進試験（ク

ラッシュアスターン試験）について，鋼船規則

適用船を対象として姉妹船の成績から十分な資

料が得られることを条件として停止性能の計測

の省略を認める旨の規定を削った。これにより，

改正規則の適用を受ける船舶は，いずれの場合

にも，クラッシュアスターン試験による停止性

能を計測する必要がある。 
(b) 主推進装置を後進に切換える操作場所が複数あ

る場合は，設計どおり切換え操作が実行できる

ことを確認するべく，各操作場所の切換え操作

について試験を行う旨規定した。なお，この場

合，すべての操作場所においてクラッシュアス

ターン試験を実施する必要はない。 
(c) 主機の回転数を連続最大回転数の70%以上に設

定した状態で船舶の後進中に機関が有効に作動

することを確認する試験について， 15 分間の

試験が要求される船舶を，主機として蒸気ター

ビンを採用する船舶に限定した。これにより，

主機としてガスタービンを採用する船舶及び電

気推進船は，主機としてディーゼル機関を採用

する船舶と同様の試験を行うこととなる。 
(3) 鋼船規則検査要領B編B2.5.1-6.及び高速船規則検査

要領 2 編 2.5.1-4.において，推進装置の後進性能に影

響を及ぼす大規模な修理工事（例えば，主機の換装
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等）が行われた船舶を対象として，当該修理工事の

程度を考慮した上で製造中登録検査時に行う後進試

験（前(2)参照）の規定を準用し，後進性能を確認す

る必要がある旨規定した。 
 

 
 


